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出演者プロフィール 

 

総合司会 

福島安紀子（ふくしま あきこ）  

青山学院大学国際交流共同研究センター研究員 

1994 年米国ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)より修士号｡ 1997 年大阪大学

より博士号｡総合研究開発機構(NIRA)主席研究員、国際交流基金特別研究員を経て現職｡その他､防衛戦

略研究会議委員、経済産業省産業構造審議会貿易協力部会委員等を兼務｡英国国際戦略問題研究所

(IISS)会員。主な著作に Japanese Foreign Policy: A Logic of Multilateralism｡『レキシコン：ア

ジア太平洋安全保障対話』, 『人間の安全保障』等。 

 

開会挨拶 

羽田浩二（はねだ こうじ） 

内閣府国際平和協力本部事務局長 

東京大学法学部卒業。1979 年 4 月外務省入省。北米局、経済局、外務大臣秘書官事務取扱、在連合王

国日本国大使館一等書記官、在インド日本国大使館参事官等を歴任。２０００年４月北米局北米第一

課長、2001 年 11 月国際連合日本政府代表部政務公使、2009 年７月総合外交政策局審議官（国連担当

大使）、2010 年 8 月より現職。 

 

基調講演 

明石 康（あかし やすし） 

スリランカ平和構築及び復旧・復興担当日本政府代表、財団法人国際文化会館理事長 

東京大学卒、ヴァージニア大学大学院修了。1957 年国連入り。広報や軍縮担当の国連事務次長、カン

ボジアや旧ユーゴスラビア担当の事務総長特別代表を歴任。1997 年末、人道問題担当事務次長を最後

に退官。現在、（財）ジョイセフ（家族計画国際協力財団）会長、立命館大学大学院客員教授等。主な

著書に『国際連合―軌跡と展望』（岩波新書）、『戦争と平和の谷間で―国境を超えた群像』（岩波書店）、

『「独裁者」との交渉術』(集英社新書)など。 

 

ビデオメッセージ 

中満 泉（なかみつ いずみ） 

国連平和維持活動局 政策・評価・訓練部長 

早稲田大学法学部卒業。米国ジョージタウン大学大学院修士課程修了(国際関係論）。国連難民高等弁

務官事務所（UNHCR) 法務官、人事政策担当官、旧ユーゴ・サラエボ、モスタル事務所長、旧ユーゴス

ラビア国連事務総長特別代表上級補佐官、UNHCR 副高等弁務官特別補佐官、国連本部事務総長室国連

改革チームファースト・オフィサー、International IDEA(国際民主化支援機構)官房長、企画調整局

長などを経て、2005 年から 2008 年 8 月まで一橋大学 法学部、国際・公共政策大学院教授。同期間

に国際協力機構（JICA) 平和構築 客員専門員(シニア・アドヴァイザー) 、外務省海外交流審議会

委員などを兼任。2008 年 9 月より現職。 
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セッション１：国際平和協力における民軍協力と人材育成～ハイチの経験から～ 

 

1 等陸尉 井出匡則（いで まさのり） 

陸上自衛隊小平学校語学教育部英語教官、元ハイチ国際平和協力隊連絡調整要員 

平成１２年４月、陸上自衛隊に一般幹部候補生として入隊。以降、第２４普通科連隊、第５陸曹教育

隊、第３４普通科連隊で小銃小隊長、連隊本部第３科運用訓練幹部等を歴任 

この間平成１７年６月から翌１月までの約７ヶ月間、第４次イラク復興業務支援隊報道幹部としてイ

ラク派遣に参加。その後、平成２０年３月中央即応集団司令部防衛部において空地特殊作戦幹部（く

うちとくしゅさくせんかんぶ）を経て、平成２２年以降、小平学校語学教育部英語教官として現在勤

務中。昨年の東日本大震災に伴う日米共同「トモダチ」作戦においては連絡幹部として米海軍強襲揚

陸艇エッセクスに乗艦し、米海兵隊と共に気仙沼市大島等において災害派遣活動に従事し、その直後、

内閣府国際平和協力本部事務局ハイチ連絡調整員として、平成２３年５月２１日から１０月２９日ま

での約５ヶ月間現地において勤務。 

 

加藤亜季子（かとう あきこ） 

特定非営利活動法人「難民を助ける会」プログラム・コーディネーター 

明治大学文学部史学地理学科卒、コロンビアハベリアーナ大学政治国際学部紛争解決専門課程修了、

英国サセックス大学文化開発環境研究所社会開発学修士。民間企業、日本国際協力センター研究員、

在コロンビア日本国大使館専門調査員を経て、2010 年 4 月より現職。 

 

長 有紀枝（おさ ゆきえ） 

特定非営利活動法人「難民を助ける会」理事長、立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科・同社会

学部教授 

認定 NPO 法人ジャパン・プラットフォーム(JPF)理事。福島県相馬市復興顧問会議委員。『外交』編集

委員。1987 年早稲田大学政治経済学部卒業、1990 年同大学院政治学研究科修士課程修了。2007 年東

京大学大学院「人間の安全保障」プログラム博士課程修了（博士）。著書に『スレブレニツァ あるジ

ェノサイドをめぐる考察』（2009 年、東信堂）、共著に『グルーバル化・変革主体・NGO‐世界におけ

る NGO の行動と理論』(2011 年、新評論)、『国際緊急人道支援』(2008 年、ナカニシヤ出版)、『国家建

設における民軍関係 破綻国家再建の理論と実践をつなぐ』（2008 年、国際書院）など。 

 

佐藤美央（さとう みお） 

内閣府国際平和協力本部事務局 国際平和協力研究員 

国際基督教大学教養学部卒、国際基督教大学大学院行政学修士。在ロサンゼルス総領事館専門調査員、

日本国際問題研究所研究助手を経て、2001 年にアソシエート・エキスパートとして国際移住機関（Ｉ

ＯＭ）へ。ケニア、ベルギー、インドネシア、ヨルダン（イラク事務所）に駐在。その間、2005 年に

は、ジャパン・プラットフォーム事務局にて勤務。2011 年 5 月より現職。 
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セッション２：国連 PKO へのより積極的な貢献～幹部人材養成の視点から～ 

 

長谷川祐弘（はせがわ すけひろ） 

法政大学法学部国際政治学科教授、元東ティモール担当国連事務総長特別代表 

国連大学客員教授。日本国際連合学会理事。東ティモール民主共和国大統領特別顧問、親善大使。地

球憲章アジア太平洋委員会理事。2004 年 5 月より 2006 年 9 月まで国連事務総長特別代表（東ティモ

ール）。国連カンボジア平和維持活動・選挙監視団総括、国連ソマリア平和維持活動(政策企画部長)、

ルワンダ・国連人道・開発調整官。専門は、平和構築論、国際機構論。1974 年米国ワシントン大学で

国際関係開発論博士号取得。 

 

山下真理（やました まり） 

国連広報センター所長、元国連ネパール・ミッション(UNMIN)政務室長 

上智大学で法律学士号、フレッチャー法律外交大学院で法律外交学修士号を取得。1990 年に事務総長

の情報収集調査室の政務官補佐として国連に加わり、政治局選挙支援部、欧州安全保障協力機構

（OSCE）・国連アルメニア合同活動の国連側調査官、国連東スラボニア、バラニャおよび西スレム暫定

機構（UNTAES）の次席選挙事務官を務める。国連ニューヨーク本部にて政治局アフリカ局およびアジ

ア局の政務官、国連ネパール・ミッション（UNMIN）の政務室長を歴任したのち、2010 年 7 月より現

職。 

 

１等陸佐 石橋克伸（いしばし かつのぶ） 

防衛省統合幕僚学校国際平和協力センター長 

 防衛大学校（３０期）を卒業後、陸上自衛隊特科部隊に配属。１９９３年、国連カンボジア暫定統

治機構に停戦監視要員として派遣されたほか、２００５年、イラク復興業務支援隊クウェート分遣班

長、２００７年、ネパール国際平和協力隊第１次隊長として国際平和協力活動等に参加。また、２０

０９年、インドネシア国際緊急援助隊統合連絡調整所、２０１０年、ハイチ国際緊急援助隊統合連絡

調整所への派遣などを経験。２０１０年３月２６日に、新編された統合幕僚学校国際平和協力センタ

ーの初代センター長に就任。 

 

 

セッション３：紛争経験国支援への取り組みと人材育成～選挙支援、ジェンダーを例に～ 

 

栃林昇昌（とちばやし のりまさ） 

内閣府国際平和協力本部事務局 国際平和協力研究員 

中央大学総合政策学部卒 シンガポール国立大学大学院 公共政策修士 

国連スーダンミッション選挙支援部 東エクアトリア州担当チームリーダー 

国連東ティモール統合ミッション選挙支援ユニット マニュファヒ県担当チームリーダー 

国連アチェ・ニアス復興調整官事務所 ローカルガバメントスペシャリスト 
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国連開発計画インドネシア事務所 「持続可能なビジネス育成」担当 

2011 年 5 月より現職。 

 

与那嶺涼子（よなみね りょうこ） 

内閣府国際平和協力本部事務局 国際平和協力研究員 

ジェンダー専門。創価大学卒。英国 York 大学「女性と開発と政権」修士 

（財）おきなわ女性財団、名桜大学、沖縄大学講師、沖縄県男女共同参画審議員等を経て、JICA 青年

海外協力隊として 2年間（2008 年～2010 年）、ネパールの女性の人権団体（WHR)にて紛争被害の IDP

寡婦のリハビリ支援のプロジェクト責任者および「移行期正義とジェンダーネットワーク」窓口を担

当。沖縄平和協力センター（OPAC）客員研究員を経て 2010 年 5 月より現職。事務局ではジェンダーと

平和構築・PKO 関連の研究とともに国内外の PKO 要員へのジェンダー関連研修の講師を担当。 

 

横田洋三（よこた ようぞう） 

財団法人人権教育啓発推進センター理事長 

1979 年国際基督教大学教養学部教授、1991 年国連人権委員会ミャンマー担当特別報告者、1995 年東

京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授、2000 年国連人権促進保護小委員会委員、2001 年国際連

合大学学長特別顧問、2003 年国際労働機関（ILO）条約勧告適用専門家委員会委員、2004 年中央大学

法科大学院教授、2006 年財団法人人権教育啓発推進センター理事長、2010 年国際労働機関（ILO）条

約勧告適用専門家委員会委員長、法務省特別顧問、日本国際連合学会理事長、国際連合大学高等研究

所客員教授等を歴任。主な著書として、『二〇世紀と国際機構』国際関係基礎研究所、『日本の国際法

事例研究（１）～（５）』（共著）慶応義塾大学出版会、『新国際機構論』（共著）国際書院、『国連再生

のシナリオ』（共訳）国際書院、『国連の可能性と限界』（共訳）国際書院、『国際法入門』（共著）有斐

閣、『国際組織法』（共著）有斐閣、『国際機構の法構造』国際書院、『日本の人権／世界の人権』不磨

書房、『国際人権入門』（共著）法律文化社、『国際社会と法 －国際法・国際人権法・国際経済法』（共

著）有斐閣ほか。 
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１．開会挨拶  

 

○司会（福島） 皆様、こんにちは。本日は御来場いただきましてありがとうござい

ます。ただいまから第３回「国際平和協力シンポジウム」を開催させていただきます。  

 私は本日の司会を務めさせていただきます、青山学院大学国際交流共同研究センタ

ーの福島安紀子と申します。専門は国際関係論で、特に安全保障を研究いたしており

ます。その中で平和維持あるいは平和構築には深い関心を持ってまいりました。  

 このシンポジウムの司会をお引き受けして考えてみますと、平成４年に国際平和協

力法が成立して今年で 20 年を迎えるわけでございまして、その間にアンゴラ、カンボ

ジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチなどにおける国際平和維持活動、人道国際

救援活動、選挙監視活動など、さまざまな国際平和支援業務に日本の要員が派遣をさ

れて国際平和協力活動を展開して参りました。 

 今日はこれまでの経験を踏まえつつ、国際的な安全保障環境も変わってきておりま

す現下の状況の中、どういう国際平和協力業務のニーズが新たに生まれているのか、

これに貢献するにはどういう人材が要求されているかなど皆様とともに考える機会に

したいと思っております。議事進行に当たりましては、皆様の御協力をお願い申し上

げます。 

 それでは開会に当たりまして、本シンポジウムの主催者を代表いたしまして、内閣

府国際平和協力本部事務局の羽田浩二事務局長より開会のご挨拶をお願いいたします。 

 

○羽田事務局長 御紹介のあった内閣府国際平和協力本部の事務局長の羽田でござい

ます。本日は、皆さんお忙しいところを第３回「国際平和協力シンポジウム」に御参

加いただき、ありがとうございました。 

 特に基調講演いただく明石先生、ビデオメッセージをいただいた国連 PKO 局の中満

部長、総合司会をお願いする福島先生ほか、各セッションで御報告、コメント等いた

だく先生方に厚く御礼を申し上げます。一言ご挨拶をいたします。 

 今、福島先生の方からもあったように、今年は我が国の PKO 法が制定されて 20 周年

という節目の年に当たります。この間、我が国は国連を中心とした国際平和活動に対

して数々の人的・物的協力を行ってまいりました。これまでに 27 回の国際平和協力業

務を実施して、昨年末の時点で派遣人員の総数は延べ 7,811 名に上っております。そ

の内訳は、自衛官が 7,478 名、警察官が 82 名、文民は 251 名となっております。更に

皆様御案内のとおり、今般、南スーダンの PKO である UNMISS に対して、最大 370 名の

施設部隊を派遣することになりましたので、これを加えますと派遣人員の総数は 8,000

名を超えることになるということでございます。UNMISS については、まさに先週末に

先遣隊が現地に到着をして、今週、活動を開始したところであります。 

 こうした我が国がこれまでに派遣した国連の PKO 要員の活動については、士気の高



2 

 

さ、規律の正しさ、何よりも質の高い仕事をするという成果から、国連及び現地の方々

から高い評価を得てきております。 

 近年、PKO はもう皆様御案内のとおり、伝統的な停戦監視等の業務に加えて、DDR（武

装解除、動員解除、社会復帰）や SSR（治安部門改革）、民主化支援、開発、文民保護

など幅広い活動を包含する大規模かつ多機能なものが主流となってきております。今

日のセッションでも取り上げられている民軍協力もますます重要なものとなってきて

おります。 

 この点については、ハイチで活動している自衛隊の部隊というのは、ODA や NGO と連

携しつつ、着実な成果を上げて、国連や現地の政府から高い評価を受けていることは

指摘したいと思います。また、南スーダンについても、これは国づくりが主体となり

ますので、まさにこういう民軍教育というものを進めながら活動することが期待され

ております。こうした観点から、今後、国際平和協力において専門分野に精通した文

民の果たすべき役割というものも増大していくものと考えられています。  

 昨年７月に中間とりまとめが出された副大臣レベルでの「 PKO の在り方に関する懇談

会」においても、こうした国際平和協力の効果的な業務実施のための民軍教育の推進、

人材育成あるいは教育訓練体制というものを充実させていくことの重要性が述べられ

ております。 

 国際平和協力研究員制度というのは平成 17 年に発足し、今日、御参加いただいてい

る諸先輩方、皆様方の御指導、御協力もいただいて、６年半経過いたしました。 

 研究員制度というのは、１つには国際平和協力分野における人材育成、２つ目に国

際平和協力本部事務局の機能強化という２つを柱としており、各研究員は各自で設定

したテーマについての研究活動に従事しているほか、政府が実施している選挙監視へ

の参加などの活動を積極的に行ってきております。 

 これまでに 29 名の研究員が卒業して、その多くは国連や国際機関を始め国際平和協

力の幅広い分野で活躍しているところであります。研究員の研究成果を発信する場と

しての「国際平和協力シンポジウム」というのも今年で３回目になります。今年は PKO

法制定 20 周年という節目に当たるということもあって、将来の更なる国際平和協力の

ための人材育成の在り方をテーマとして取り上げました。このため、その研究員のみ

ならず、国際平和協力の分野で御活躍されて来られました多くの先生方にも御出席を

お願いして、その幅広い内容に基づいた活発な議論が展開されることを期待しており

ます。また、参加している皆様方からも忌憚のない御意見、御質問を頂戴できれば幸

いでございます。 

 なお、発表の中で述べられる見解というのは、発表者個人のものであって、政府や

当事務局の見解を代表するものではないことを１つ申し上げておきたいと思います。  

 最後に、本日のシンポジウムの開催に御尽力いただいた関係者の方々、また御来場

の皆様方に厚く御礼を申し上げて開会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうご
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ざいました。（拍手） 

 

○司会 羽田事務局長、どうもありがとうございました。 
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２．基調講演  

「国連 PKO 参加：20 年を回顧して」 

 

○司会 それでは、引き続き基調講演に移らせていただきたいと思います。財団法人

国際文化会館理事長で、元国連事務次長をお務めになられました明石康先生にお願い

いたします。 

 もう明石先生は皆様に御紹介するまでもないと存じますが、国連において広報や軍

縮担当の事務次長をお務めになられましたほか、カンボジアや旧ユーゴスラビア担当

の事務総長特別代表を歴任しておられます。現在は、スリランカ平和構築及び復旧・

復興担当日本政府代表もお務めでいらっしゃいます。 

 実は明石先生は、先ほど羽田事務局長より御紹介のございました、国際平和協力研

究員制度の生みの親と申し上げるべき方だと伺っておりまして、我が国の国際平和協

力への人材の育成と強化にも尽力されてこられた方でございます。  

 それでは、早速、明石先生に基調講演「国連 PKO 参加：20 年を回顧して」をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○明石理事長 福島さんから温かい御紹介をいただきました明石でございます。  

 この「国際平和協力シンポジウム」もこれで３回目になることを事務局長からお聞

きしました。私は福島さんの言うように生みの親の１人になるのでしょう。ここにお

られる横田教授も国際平和協力懇談会のメンバーとしていろいろ優れたアイデアを出

していただきました。私はそのまとめ役として懇談会の座長を務めたわけで、よく言

われますけれども、成功すれば生みの親と称する人はいっぱい出てくるのです。国際

平和協力研究員の制度も成功例であるからそう言われるのだと思います。  

 私が今日与えられた題は、「我が国の国連 PKO 参加 20 周年を迎えて」ということで

あります。御承知のとおり、1992 年春に国際平和協力法が国会を通過しました。その

プロセスにおいては、野党による牛歩戦術とかいろいろ行われて、関係者としまして

は薄氷を踏む思いの日々であったことが思い出されます。 

 私は当時、国連の人間であったわけですけれども、参考人として参議院の特別委員

会に出席し、そこで私の主観と偏見に満ちた PKO 観を紹介したわけですけれども、そ

のほとんど全文が我が国の代表的な全国紙の１つによって verbatimの形で紹介されま

した。とにかくその前年の湾岸戦争のときは、我が国は 130 億ドルという大変なお金

を出したわけでありますけれども、国際平和に対する貢献ということでは余り評価を

受けなかったのです。そんなこともあり、やはり PKO そのものに入って貢献をすると

いうことがとても大事だということが広く認識されるようになりました。 

 とかく内向きと言われる我が国の世論の中で、そういった湾岸戦争のときの我が国

の置かれた苦しい立場が翌年、20 年前の国際平和協力法の採択の背後にあり、当時の
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関係者の涙ぐましい努力の数々には本当に敬意を表したいと思います。  

 その法律に基づきまして、92 年の春からカンボジアで展開された冷戦後最も大きな

PKO 活動である、私が第２世代の PKO と呼んでいる、非常に多角的な、マルチディメン

ショナルな PKO が始まりました。自衛隊１個大隊がカンボジアのタケオというところ

に配備されたわけですけれども、ある程度プレスの人などのほとぼりが冷めた辺りで

私はそこを訪ねたわけですが、日の丸が国連旗の隣に翩翻とひるがえったのを見て、

私の挨拶も不覚な涙で途切れがちであったのを覚えています。  

 その後間もなく、10 月にカンボジアに関するパリ和平協定の１周年記念のパレード

が首都プノンペンの王宮前で行われました。そのパレードに自衛隊を代表する何人か

の人が国連旗、またさまざまな数十各国の国旗とともに堂々と参加しました。そのと

き私の隣にいたシアヌーク殿下にこちらの涙を見られないようにいろいろ苦労したこ

とも覚えております。 

 我が国だけではなくて中国とドイツも初めてカンボジアで PKO に参加しました。こ

の３つの国が若葉マークの参加を遂げたわけです。その後、我が国のみならず中国の

場合もドイツの場合も、かなり幅広く国連 PKO にも、またドイツの場合は、幅広く多

国籍軍とか有志連合的なものにも参加しているのは御承知のとおりです。  

 PKO への参加というのは国際貢献であると麗々しく言われますけれども、私は国際的

な義務であるのだと考えております。我が国が国連に加盟したのは 1956 年 12 月であ

りますけれども、加盟国の資格というのは国連憲章の第４条に明記されているのです

けれども、第４条には加盟国の資格要件として、この憲章が掲げる義務を受諾し、そ

れを履行する能力と意思があると認められた国が新規加盟を許されると明記されてい

ます。我が国はそのとき国連憲章第７章に関して、日本はちょっと問題があるからそ

の義務を遂行できませんなどということを言った記憶は私にはありません。  

 そんなことで、国連 PKO というのは憲章に明記されてないのでありますけれども、

国連憲章第６章から生じる活動であると理解してよいのではないかと私は考えていま

す。つまり PKO への参加とか協力というのは加盟国として当たり前の、当然のことだ

と考えております。 

 特に我が国の場合は、戦後の平和憲法があります。この新憲法の前文において、国

際社会において名誉ある地位を占めたいという我が国の戦後の念願、敗戦後の新しい

生き方に対する信念が示されております。 

 そういうことで国連としては国際平和の維持とか紛争の平和的解決、その一連にお

ける当然の行動として PKO 活動がありますけれども、我が国自身の国益の観点に立ち

ましても、こういうグローバル化の世界においてますます広がっていく我が国の国益、

利害関係を守り、我が国の防衛力の定義も勿論それにリンクした形で考えなくてはい

けませんし、我が国のそういう行動力がどこまで来ているかについて国際比較をする

上で、PKO 参加はとても役立つことであります。また、グローバル化のための人材の育
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成ということも副産物の１つとして大変大事なものであるのではないかと思います。  

 先ほど羽田事務局長から言及があったように、我が国はカンボジア、モザンビーク、

ゴラン高原、東ティモール、ハイチ、これからは南スーダンにおいて、PKO に積極的に

参加するわけで、回数から言うと、先ほど事務局長から 27 回に及ぶという御紹介があ

りました。そういうところで日本の真面目な、また効果的な参加ぶりというものは国

際的に評価が確立していると考えてよろしいと思います。  

 関係してこられた数多くの人々に私は心から感謝の言葉を差し上げたいと思います。

しかし、我が国はこれで満足してはいけないという気持ちも強く持っております。今

までのこうした活動への参加は、我が国の総合的な国際的イメージの向上に貢献して

きたと思います。 

 しかし、我が国の PKO において果たす役割も、PKO 自体が 1948 年の創立以来、生成

発展を遂げてきておりますので、いつまでも同じような参加の仕方、協力の仕方では

だめだと思います。第１世代は 1948 年の中東における国連休戦監視団であり、第２世

代は先ほども挙げたようにカンボジアとかモザンビークその他の諸活動がありますし、

第３世代は余り思い出したくないのですけれども、ソマリアにおける国連のやや勇み

足の蹉跌というものがあったと思います。今は南部レバノンとかアフリカのコンゴ民

主共和国において活動している、いわゆるロバスト（robust）な PKO、第４世代の PKO

とも言ってよいものだと思いますけれども、こういうものが並列的に展開していると

いうのが現状だと思います。ゴラン高原における我が国の活動は第１世代 PKO である

と言っていいと思います。 

 先ほど福島さんの御紹介にあったように、私は旧ユーゴにおける今までの PKO とし

ては最大の、最高時においては 4 万 4,000 人の要員が参加した PKO の総責任者でした。

国連の通常予算の 1.5 倍の規模の PKO 活動でした。しかしながら、民族紛争の真った

だ中に投入された PKO として、大変に困難を極める結果になりました。 

 2000 年に出された優れたブラヒミ報告は、率直にその辺の問題点を指摘して、厳し

い反省を国連と、特に安保理に求めたわけです。国連 PKO はいろんな形で国際社会に

とって役に立つ。国連のやるべきことはたくさんある。しかしながら、PKO が行くべき

でないところもあり、やるべきでない任務もあるのではないか。そこら辺をきちんと

わきまえて国連はやれることをやるべきだと。国連自身決して万能ではありませんし、

PKO についてもそれが設置されるならば、国連総会は予算をけちるべきではないし、必

要な人員もきちっと付けなくてはいけないというような率直な注文を、ブラヒミは付

けたわけです。私はそのブラヒミの出したレポートは 95％ぐらい賛成でしたし、国連

総会も安保理も大体その線で PKO を改善し、強化して現在に至っておると思います。 

 我が国の場合、特に ODA を最近削減に削減を残念ながら続けておりますけれども、

ODA を駆使して平和協力に更に参加を深めることを考えてよろしいと思います。そんな

ことで私は日本の今までの 20 年の歩みは大変すばらしいものであったし、しかしなが
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ら、そこでとどまってはいけないので、こういう活動は更に倍加されるべきであると

考えております。日本は今でも UNDOF に参加しておりますけれども、こういう第１世

代の古典的な PKO と言うべきものだけではなく、できるだけ幅広く行動したいと考え

ます。 

 PKO は PKO だけではなくて、PKO に先んじる予防外交の段階があるでしょうし、外交

調停が行われないと PKO だけでは余り大きな成果を収めない、バンドエイドにとどま

ってしまうという嫌いもあります。PKO に並行して、ないしは PKO に続く平和構築とい

う大変複雑な多面的な活動もあり、我が国は平和構築に関しても、これを遵守し、国

連が平和構築委員会を作った時、真っ先にその委員長を我が国の国連大使が務めたり

して現在も活発な参加を続けております。 

 我が国の PKO 参加の制度面でまだまだ不備があることはほぼ 10 年前に出された国際

平和協力懇談会の報告書でもはっきり指摘しておりますし、いろんな点で改善が行わ

れてきました。しかし、それはまだ終わったわけではないと思います。その中におい

て PKO 活動、より広範な国連活動で活躍するための人材の育成、訓練もうたわれてお

りまして、国際平和協力本部による人材の育成、国際平和協力研究員制度というもの

も小規模ではありますけれども、私は日本にとって大変役に立つものだし、今後とも

是非とも続けてほしいと思います。 

 また、国連活動、PKO 活動にもっと協力するのみならず、地域的な平和協力活動、そ

ういうものにも我が国は積極的であるべきだと思います。また多国籍軍とか有志連合

と言われるような活動の中で我が国の国是、国益に合致するものがあったらそれへの

参加も積極的に考えるべきだと思います。 

 最後には、これまた私の偏見かもしれませんけれども、戦後日本の持っている過度

な危険意識というものを克服していくことも、日本が真の意味の国際的な活動に参加

するのに必要なことではないかと思っております。 

 こういうような点を盛り込んで、いわゆる我が国の PKO５原則なるものはいろいろ解

釈され、いい方向に向かっていると言えますけれども、更にいわゆる一般法の採択に

向かってより幅広い前向きな行動ができるように努めることも、将来の展望として忘

れてはいけないと考えます。 

 私の持ち時間は多分終わったと思います。国連生活が長かった人間として、口を開

くと閉じることを知らなくなるという欠陥がありますので、そういう悪い評判が立た

ないように、ここら辺でやめさせていただきたいと思います。  

 「国際平和協力シンポジウム」が３回目を迎えたことを心から喜ぶとともに、さら

なる発展を祈念して終えたいと思います。ありがとうございます。（拍手） 

 

○司会 明石先生、どうもありがとうございました。私どもが国際平和協力活動を考

えていく上で重要な指針を賜りました。PKO そのものの変容、国際社会が平和と安全の
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ために求められるものは一体何か。それを踏まえて日本がどのようにそれに忚えてい

くのか。私は特に国際社会の PKO にとどまらない紛争予防も含めた平和協力のニーズ

に日本が参画していくことが国際的な責務であるとおっしゃったことが非常に強く印

象に残りました。今日のこの後のディスカッションの中でも、今、御指摘いただきま

した点を念頭に置きつつ議論ができれば幸いでございます。  
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３．ビデオメッセージ  

 

○司会 次に、先ほど御紹介がございましたように、中満泉国連平和維持活動局政策・

評価・訓練部長のメッセージをいただいております。中満さんは国連難民高等弁務官

事務所で法務官、人事政策担当官などを務められ、サラエボでフィールドも経験され

た後、一橋大学教授を経て、2008 年から現職でいらっしゃいます。中満さんのメッセ

ージは既にいただいておりますので、それをここで御披露したいと思います。  

 

○中満部長 国連本部 PKO 局にて政策担当の部長をしております中満でございます。  

 本日は、第３回「国際平和協力シンポジウム」にビデオでメッセージをお送りする

ことができてうれしく思いますと同時に、直接参加できないのが大変残念です。  

 今回のシンポジウムでは、「我が国の国連 PKO 参加 20 周年を迎えての、さらなる国

際平和協力分野の人材育成に向けて」というテーマで議論なさると聞いております。

今年は日本の PKO 参加 20 周年であるのみならず、南スーダンに自衛隊の施設部隊を派

遣するという大変重要な節目の年に当たっております。将来における日本のさらに積

極的な PKO 参加も踏まえて、いかなる人材育成をしていけばいいのかを考えていくこ

とはとても重要なことだと思っております。 

 現在、国連 PKO 活動は約 12 万人の文民、軍事要員、警察要員を各地に派遣しており、

その規模は 2010 年５月のピーク時から若干減尐したものの、依然として非常に大きな

スケールでの活動を行っております。規模だけでなく、PKO のマンデートは、不安定な

状況下での文民の保護から和平合意の実施や和平交渉の促進のためのスペースづくり、

選挙支援、そしてさまざまな平和構築、国づくり支援、当該国政府機関、特に警察な

どの治安機関の能力構築支援など、大変幅広いものとなっており、複雑さを増してい

ると言えます。 

 幾つかの事務総長報告書や安保理の議長声明などが示しておりますように、PKO ミッ

ションは平和構築プロセスの早期において、平和構築支援の恐らく最も大きな担い手

であると言えます。紛争直後の国々おいて、PKO ミッションは当該国政府をサポートし

て、平和構築の優先事項や戦略を明らかにし、事務総長特別代表の政治的交渉や軍事、

警察部門の活動によって、現地市民を保護しつつ、国連諸機関やドナー各国の平和構

築支援活動を可能にし、また、治安部門改革や司法改革など、一定の分野において直

接平和構築支援プログラムを実施しています。 

 このような複雑化する活動において、国連 PKO の抱える大きな課題の１つとして、

近年の規模の急速な拡大によってやや低下してしまったとも言える要員の質と能力の

向上を図るというものがあります。まさに人材育成や訓練が国連 PKO 改革の要の１つ

と言えるわけです。 

 軍事部門においては、基本的に現在、発展途上国が部隊派遣国の主体となっている
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わけですが、PKO 軍事部門の活動のベースラインの基準を設けて、これに見合う能力を

保持するように訓練支援などを強化する途上にあります。  

 同時に、先進国からも国連 PKO への派遣を増加し、PKO 活動の効果を増大することは、

現在、国連の最優先事項であって、国際安全保障のツールの１つとしての国連 PKO を

より強化する一端として、広く国連加盟国から支持されていることでもあります。  

 日本の自衛隊施設部隊の南スーダンへの派遣は、南スーダンの平和構築にとって重

要だというだけではなく、広く国連 PKO の能力強化という観点からも、国連及び国際

社会の高い評価を受けているわけです。 

 国連 PKO 活動の最大の特徴の１つとして、文民の政治主導の下、軍事、警察、文民

部門が包括的な戦略の下で活動するということが挙げられます。この包括的な戦略と

民軍の統合的な活動の重要性は、NATO など平和活動に関わる国連以外の組織も強く認

識するところとなっています。 

 軍事活動のみによる平和構築が不可能であるということの再確認であるとも言えま

しょう。したがって、国連 PKO のみならず、さまざまな国際平和協力活動においては、

警察を含む文民の役割が今後一層大きくなることが確実と言えます。中でも治安部門、

司法部門の改革や能力強化に必要な専門性を持った文民の人材育成が急がれるところ

です。 

 現在、国連は、文民の能力見直しプロセス、Civilian Capacity Review Process と

いう重要な改革事業に着手し、これらの課題に取り組んでいるところです。  

 日本からも、より多くの有能な文民、軍事要員、そして警察要員が国連 PKO 活動に

関わって下さることを強く希望しております。特に文民においては、さきに挙げた治

安部門や司法部門などの分野によっては専門家の数が不足しているものもあります。

また、PKO 平和構築活動には、分野の専門性のみならず、政治的分析力、交渉力、判断

力、危機管理能力、そしてコミュニケーション能力など、さまざまなスキルも必要と

されます。不安定な状況下で国際的な環境の中で効果的に活動できる能力も欠かせま

せん。是非、現場での経験も積んだ有能な方々に多くチャレンジしていただきたいと

思っております。 

 御存じのように、国際社会における安全保障の環境は大きく変化しております。国

連 PKO 平和活動も、この環境の変化に合わせて、再び変革している岐路に立っている

と、私は PKO 局の政策責任者としては日々痛感しているところです。  

 これから必要とされる人材とは、まず何よりも既存のやり方にとらわれず、創造的

な視点で物事を考えられる人間、そして理想を現実とするための知恵や能力、行動力、

そして政治力を持っている人間とも言えるのではないでしょうか。  

 是非皆さんの御活躍を祈念いたしまして、このメッセージの締めくくりとさせてい

ただきたいと思います。 

 御清聴、ありがとうございました。 
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○司会 ありがとうございました。中満さんは国連本部にあって、PKO 局でまさに切実

に人材育成の必要性を感じておられることがこのメッセージからひしひしと伝わって

きたのではないかと思います。軍事部門、文民、警察など、さまざまな分野における

専門家が多く参加することによって、ミッションのクオリティも上がるということを

強く訴えられておられるように思いますし、今日のこの後の議論の中でも、中満さん

の呼びかけられたことも生かして御議論いただければありがたいと思います。 
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セッション１：国際平和協力における民軍連携と人材育成～ハイチの経験から～  

  

○司会 それでは、第１セッションに入りたいと思います。 

 第１セッションのテーマは「国際平和協力における民軍連携と人材育成」。実はハ

イチに日本は自衛隊も派遣されていますし、文民、NGO の方も行っておられますので、

ハイチの事例を取り上げて民軍連携と人材育成の問題を考えてみたいと思います。 

 ハイチは 2010 年１月の地震で大変大きな被害を受けておりますが、日本は国連 PKO

ミッションの MINUSTAHに司令部要員と復旧作業を行う自衛隊施設部隊を派遣していま

す。一方で、日本の NGO も多く支援に行っておられて、現地できめ細かい支援をする

ための民軍連携によるプロジェクトも実施されております。  

 民軍連携というのは、PKO あるいは平和構築でもどのように連携するのか、どのよう

に役割分担するのかが注目されています。日本でも民軍連携をさまざまな形で進める

中で、人材育成を行っていくことも大切であると思います。民軍連携そのものは、そ

れぞれの紛争地によって事情が違いますけれども、ハイチの具体的な事例を参照しな

がら考えを深めていくことができればと思います。 

 セッション１では、実際にハイチでの民軍連携に携わられた方々からの御報告と、

国際平和協力研究員の方から、今後の人材育成の方向性などについてお話をいただき

たいと思います。 

 では、まず最初に、陸上自衛隊小平学校教官で元ハイチ国際平和協力隊連絡調整要

員の井出匡則一尉から御発表をお願いいたします。 

 井出さんは、平成 17年６月から翌１月まで、イラク復興業務支援隊報道幹部として、

イラクの派遣に参加しておられ、その後、中央即応集団司令部、防衛部を経て現職と

承っております。なお、昨年の東日本大震災に伴う日米共同トモダチ作戦に連絡幹部

として災害派遣活動に従事され、更に去年５月～10 月、内閣府国際平和協力本部事務

局ハイチ連絡調整員として現地で勤務された御経験をお持ちです。  

 本日は、そのハイチでの御経験を踏まえて「ハイチ連絡調整要員の経験を通じて」

と題して御報告をお願いしております。 

 それでは、井出さん、お願いいたします。 
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○井出一尉  

 

今、御紹介いただきました井出です。 

 本日は、国際平和協力における民軍連携と人材育成について、ハイチにおいて連絡

調整員として約５か月間勤務した経験を通じて得た私見を述べさせていただきます。

時間が短いこともあり概要のみになりますが、セッションの際、忌憚のない御質問や

御意見等をいただきたいと思います。 

 

 

 

 まずハイチの概要ですが、御存じのとおり、カリブ海に浮かぶイスパラオラ島西半

分に所在し、東にドミニカ共和国、海を隔てた西にキューバという位置関係にありま

す。その経済基盤は極めて脆弱であり、国民一人当たりの GDP は約６万 7,000 円、日

に 100～200 円で生活している者が多く所在するという西半球最貧の国です。  



15 

 

 

 そのようなハイチにおいて、2010 年１月 12 日、首都に近い地域において大震災が発

生し、震災当初３月の復興支援会議において報告された資料によると、約 22 万人の死

者、その後、政府発表、2011 年１月では推定で 30 万人を超えるという状況にあります。

いまだその死者の数については正確には把握されておりません。  

 その後、150 万人に及ぶ国内避難民、通称 IDP と呼びますが、そのようなものが発生

し、また、東日本大震災の約３倍弱、東京ドームにして約 50 個分という膨大ながれき

が生じています。約２年が経過した今、いまだ約 60 万人の国内避難民がキャンプ等で

テント生活を余儀なくされ、町にはがれきがいまだ散見されます。 
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 これは震災前のハイチの大統領府です。震災後、このように崩壊しました。その後、

震災のシンボルとして報道されていると思いますが、私が派遣された昨年６月の状況

は、いまだこのような状況でした。そして、私が現地での活動を終え帰国する５か月

後、いまだにその大統領府は崩壊をしたままでした。 

 

 

  

そのようにそもそも社会基盤が脆弱であった現地に於いて、遅々として進まない復

興支援の中、当初から、震災前から展開していた国連ハイチ安定化ミッションの活動

に震災後の人道支援及び復興支援が加えられました。先ほど御紹介があったように、

日本からは約 320 名からなる施設部隊、そのほか司令部要員２名が現在活動していま

す。 
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 ハイチ安定化ミッション、通称 MINUSTAH のマンデートは以下のとおりです。統合ミ

ッションとして設立されている民軍統合による多機能型 PKO というのが見て取れるか

と思います。現在、日本隊は震災後の人道及び復興支援のため活動しています。  

 

 

 

本日の発表においては、現地の連携時で連携プロセス及び取組みを紹介し、私が感

じた民軍連携の実相、教訓、本分野における人材育成上の方向性について簡単に述べ

たいと思います。 
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まず民軍連携の一例ですが、本案件は国際移住機関（IOM）の職員大野氏により紹介

をされ、実現をした案件です。案件の概要は、IOM の依頼に基づき、MINUSTAH 司令部

の命令により、日本隊が倒壊家屋を解体し、がれきを除去した後、日本政府開発援助

ODA の資金を使用して IOM が仮設住宅を２棟建設するというものでした。 

 

 

  

もう一点の例ですが、本件は NGO 団体難民を助ける会（AAR）の丸山氏の紹介により

実現したものです。AAR の依頼に基づく MINUSTAH 司令部の命令により、日本隊が倒壊

した盲学校の施設を解体し、がれきを除去した後、AAR が盲学校を再建するという案件

でした。 



19 

 

 

 

 日本隊の活動は、軍事部門司令部から日本隊に対して発出されるタスキング・オー

ダー、作業命令に基づき実施されますが、PKO 内外の人道支援機関や現地住民等のニー

ズと MINUSTAH の軍事部門及び国連警察部門との連携を促進するメカニズムとして、ハ

イチには統合活動タスク策定センター、通称 JOTC（Joint Operations and Tasking 

Centre）という民軍連携を効率化する目的で設立された組織が初めて PKO に設置され

ています。このことにより、MINUSTAH への支援要請は民側から一本化されました。 

 

 

 JOTC は MINUSTAH 内に設置される、国連事務総長特別代表（SRSG）の直接機関であり、

軍司令官もしくは国連警察のトップたるコミッショナーの指揮外に置かれています。

具体的なプロセスとしては、NGO や国際機関が MINUSTAH に施設支援等を依頼する際、

要請書、リクエストフォームと呼ばれるものを JOTC に提出します。JOTC においては、
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日々調整会議が行われ、その支援内容に見合う部隊、要員、軍事的資産、それらの支

援提供について調整をされ、施設関係に関する案件については、軍事部門司令部工兵

部Ｕ８に送られ、同部内で日本隊を含めた各工兵部隊への案件の割り振りが行われま

す。その後、各種偵察、調整等を経て、タスキング・オーダーが下達をされ、作業実

施へと至ります。 

 連絡調整所はこのような民軍連携のプロセスの中にあって、日本隊、大使館、 NGO

等関係機関の橋渡し役として仲介するとともに、自らリクエスター、要請元となり、

連携案件の事業化に寄与しています。 

 昨今も ODA の草の根無償資金援助による病院再建事業に対して、当該事業の敷地を

整地する作業をもって連携するという案件において、連絡調整事務所が要請元となり、

事業化しています。そして、現在その事業については既に開始をされています。  

 連携窓口が一本化され要請手続が明確なものとはなりましたが、NGO と人道支援機関

が最大 5,000 以上活動しているハイチにおいては、関係組織が多いことによる調整コ

ストや非効率性の克服が困難であり、また JOTC の支援割振りに対して、施設部隊等に

ついては日本隊も含めて受け身的なこともあり、従来 JOTC を経由して日本隊に命ぜら

れる支援要請に基づく調整及び作業命令は、人道上の優先順位が不明確なものや、案

件の公益性について疑問符が残るといった案件もあり、作業案件は玉石混交というよ

うな状況でした。 

 この状況を打開するため、昨年６月から月に１回を基準として日本隊が主催をし、

情報交換会を実施しています。本会議には大使館、連絡調整事務所、JICA を始め、日

本隊で支援ニーズ元となる NGO や国際機関等の日本人職員が参加をし、各組織の活動

状況に関わる情報を共有するとともに、相互に民軍連携を期待できる案件を事前に調

整することにより、同内容に基づく要請を各組織から JOTC に提供してもらい案件化す

るという取組みの確立に務めました。このことにより、事前に公益性や裨益性につい

ての確認がとれるようになり、活動の質の向上、直接被災民に支援ができる活動の機

会の拡大等につながりました。 
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 これが実際の情報交換会の様子です。当時、私と同じく現地において連絡調整員と

して勤務をした PKO 事務局の職員が帰国後、本邦における３府省及び NGO 等の意見交

換の場を主要担当者として準備し、やはり昨年８月、ハイチ国際平和協力業務に関す

る会合という形で実施されています。このように連携の取組みは、現地における連携

のみならず、現地及び本法間の連接へと取組みはさらなる進展を見せました。民軍連

携の現状はスライドにあるような多角的視座と多元的な連携の観点から包括的にとら

える必要があると思います。 

 

 

 これは連携の在り方を個人的にイメージ化したものです。水平的連携としては、各

地層ごとに広がる多種多様な組織が関わるネットワークによりもたらされる情報は極

めて貴重であり、これらを共有する場を持ち、また、各地層ごとの枠組みを活用する

のみならずどのような連携が可能であるかを平素水平的に模索することが現地におけ

る情報交換会に見られるように有効です。 

 この際、留意すべきは、そのような意見交換の場をただのイベントごととはせず、
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平素からコミュニケーションを継続することです。現場においては、多種多様かつ膨

大な数の関係機関が活動していることに比し、連携窓口は担当者等に限定される傾向

があり、組織間の信頼性が個人の関係にのみ担保されないよう、部隊交代による関係

性の空白等を予防するため、意見交換の場を活用しつつ、連携する上での手順等を互

いに了解し、確実に次の活動舞台に申し送ることが重要であると思料しました。  

 活動における具体的連携の段階においては、案件ごとの計画及び実施の段階におい

て、結節ごとに認識を共有し、案件終了後もともに評価し、教訓等を次の案件に反映

し、ともに成果を積み上げていくことが有効であると思料します。  

 しかしながら、現地の日本隊は本邦との指揮系統及び現地国連ミッションにおける

軍事部門司令部との指揮系統によって定められた枠組みでのみ活動できます。よって、

より被災民支援もしくは支援すべき対象のためにいかによりよい支援活動を実施して

いくかについて広範な議論、意見交換が必要であると思います。  

 今後、更に本邦の上位組織において現地においてどのように連携をさせるかについ

て、共通の理解がなされることで現地において日本隊及び NGO 等、文民人道支援組織

が不安なく活動できると思料します。 

 また、垂直的には、深さによって得られる情報は違います。被災民の実情や真の苦

しみを深いレベルで把握している主体は、国際機関や NGO 等です。よって、それら組

織の知見を得て、軍事部門では届かない支援の現状をいかに連携により克服するかと

いった問題点を常に保持し、新たな選択肢を模索し、現在の枠組みを最大限活用した

活動をすることが重要だと思います。 

 最後に、時間軸ですが、時期的特性に応じて自己完結型組織である軍事部門が主体

となる活動、復旧・復興支援等の時期から人道支援機関の復興もしくは開発援助を経

て、現地機関による持続的な開発へと時期は移行し、関係機関のニーズは変化します。  

 当然、それにより国連自身が現地の軍事部門を改変することもありますが、日本隊

は本邦において定められた活動目的に基づいた編成や装備によってのみ活動していま

す。よって、本邦レベルにおいても、時とともに変化する日本隊に対する支援の在り

方やニーズ、各種機関、組織がそれらについて積極的に提示をすることにより、日本

隊の編成装備等を含めて時期的な特性に応じた連携を将来計画に反映していくことが

できるのではないでしょうか。 
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これはそのように時とともに変化をしていく現地のニーズに対応する支援の在り方

の一例です。復旧及び初期復興段階では、施設解体やがれきの除去もしくは道路整備

においても応急的な砂利舗装のニーズがありますが、復興の進展に伴い、そのニーズ

は開発を視野に入れたものになります。よって、道路舗装についてもコンクリートや

アスファルトといったもののニーズが向上します。そのような状況において同一の編

成装備により支援する１つの方策として、現地機関等の能力構築支援（ Capacity 

Building）が挙げられます。日本隊はハイチの公共事業省の職員内定者４名に対して、

施設機材教育を約１か月実施し、この写真はその最終段階において技術判定をしてい

る場面をとらえたものです。現在、修了者４名は、公共事業省等の作業現場において、

重機操縦士として正式に職員として活動しています。 

 このように復興支援の段階移行に伴い、軍事部門から民間組織、特に現地機関への

活動主体は移行していく状況の中にどのように対応していくかという考察が必要にな

ると思います。 
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最後に、民軍連携における人材育成について、簡単に私見を述べたいと思います。

まずは関係機関等との交流、研修、講師の相互派遣といった教育連携と現事業を拡大、

深化することです。具体的には広島平和構築人材育成センター等への国内研修や陸上

自衛隊に対する文民講師の派遣、国内外 PKO センターへの留学、研修、勉強会への参

加といったものです。また、陸上自衛隊には国際活動教育隊及び統幕学校には国際平

和協力センターが現在教育機関として存在し、各種家庭教育や基礎的講習等を実施し

ています。 

 これら計画的な人材育成に関わる教育に連携した各種多国間演習や訓練、そういっ

たあらゆる機会をとらえて、統合ミッションの複雑な組織構造や調整メカニズムに習

熟した人材を育成することが必要であると思います。また、それら演習等に参加する

各諸外国の要員から、多くの情報や教訓を収集し整理し、実務に反映することも有効

かと思います。 

 以上、元ハイチ連絡要員かつ一自衛官の立場から考察した内容について述べさせて

いただきました。御清聴、ありがとうございます。私の発表を終らせていただきます。

（拍手） 

 

○司会 井出さん、どうもありがとうございました。ハイチでの御経験を踏まえて民

軍連携、そして今後の人材育成の方向性についてもお話をいただきました。ありがと

うございました。 

それでは、次に、このような支援活動で重要な役割を果たす民側の御経験につきまし

て、難民を助ける会からお二人お話をいただきます。最初はプログラム・コーディネ

ーターの加藤亜季子さんにお願いします。 

 加藤さんは、開発学と紛争解決学を研究され、在コロンビア日本大使館専門調査員

を経て現職と伺っております。ハイチ現地にも派遣されておられたと伺っており、そ

の経験をも含めて御報告いただけるものと思います。 

 テーマは「国際平和協力における民軍連携～NGO の視点から～」です。 

 それでは、加藤さん、お願いいたします。 
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○加藤プログラム・コーディネーター  難民を助ける会の加藤と申します。本日は発

表のお時間をいただきましてありがとうございます。 

 

 

 

私からは、ハイチにおける NGO の活動の事例、そして今回民軍協力の事例につきま

してお話をしたいと思います。内容は１番、ハイチにおける NGO の活動、そして当会

の活動、最後の３、４と民軍協力につきましてお話しさせていただきたいと思います。  

 

 

 

まずハイチにおける日本の NGO の活動につきまして、簡単に御説明いたします。 

 震災前からハイチではいくつかの日本の NGO が活動していました。しかし、2010 年

１月、ハイチで大地震が起こった後、更に多数の支援団体がハイチに入り活動を始め

ました。日本からは、緊急援助 NGO が集まっており、当会も加盟しておりますジャパ

ン・プラットフォームから民間、政府から資金を得まして、我々を含むさまざまな NGO

が大地震被災者支援を開始いたしました。 

 当初は８団体程度が出動いたしましたが、それぞれの NGO の特徴を生かしましてハ

イチで活動を進めました。その後、初動の緊急支援がひと段落した夏ごろからは、幾
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つかの NGO がハイチから撤退し、現在、ジャパン・プラットフォーム加盟団体のうち

ハイチで活動しております団体は当会を含め６団体になっています。 

 

 

 

 当会の活動を簡単に御説明いたします。2010 年ハイチ大地震の後、１月 25 日に緊急

支援チーム４名が現地に向けて出発いたしました。当初はドミニカ共和国に入りまし

て、その後、調査を経てハイチ、ポルトープランス市、そして近郊におきまして物資

配布を行いました。 

 

 ７月からは中長期の支援を開始するに当たり、事務所を開設いたしまして、３名の

駐在員を常駐させることといたしました。その中長期の支援の内容ですが、大きく３

つございます。医療支援、児童養護施設の支援、障害者支援。これは障害者の方であ

ったり、孤児、貧困家庭の子どもたちがいる児童養護施設の方々など支援が受けにく

い人を支援するという方針に基づいて行っております。これから紹介いたします民軍

協力の例となったハイチ盲人支援協会につきましては、この３つのうちの障害者支援

に当たります。 
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 先ほど元ハイチ国際平和協力隊井出様より言及のありました国連 PKO 日本隊の皆様

との協力が実現した施設がこのハイチ盲人支援協会です。この施設は当初、視覚障害

者の自立支援と社会参加の推進をするために 1952年に設立されたハイチでも古い障害

者施設です。 

 被災前は 100 名ほどの利用者の方がいまして、点字の使い方、白杖の使い方、こう

いったことを教えたり、そのほかハイチもしくはポルトープランスの市民の皆さんを

呼んで啓発活動を行ったりしておりました。 

 

 

 

 しかし、被災によって１階の壁のいたるところに亀裂が入りました。この写真が 2011

年５月の写真になります。更に２階は大破いたしまして、とても施設は利用できない

状況にございました。 

 これまで施設に通っていた利用者の方々は、遠方に引っ越さざるを得なくなってし

まったり、もしくは近隣の視覚障害者専門ではない施設を使って、もう一度障害者支

援をさせてもらえるようにあちこちでお願いをするなど、かなりの不便を強いられて

いました。当会はジャパン・プラットフォームからの支援を受けまして、仮設施設を

建設することにいたしました。 

 工事はこの施設が視覚障害者の施設であることを考慮いたしまして、平屋建てとい

たしました。その際、内閣府国際平和協力本部事務局ハイチ連絡調整事務所から日本

隊との協力につきまして打診をいただいたことを思い出しまして、このたび申請をす

ることといたしました。 
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 書類が非常に複雑で我々も慣れていない書類を埋めることに苦労しておりましたが、

その際にかなりの御協力をいただきまして、書類の書き方から施設の調査までいろい

ろなお手伝いをいただいたと聞いております。このような御指導をいただいたお陰で、

がれきの撤去が実現いたしまして、これは 2011 年７月の写真になりますが、日本軍の

皆様にハイチ盲人支援協会にお越しいただきまして打ち合わせをしている様子です。  

 

 

 

 昨年７月にがれきの撤去が始まりまして、その後、当会が建設を開始いたしました。

12 月に完成し、730 名の利用者の方が戻りました。重機を見かけることが少ないハイ

チでは、がれきの撤去に多大な時間がかかっていました。今回、日本軍の皆様は重機

を使用して撤去作業をしていただいたこと、それにより建物の解体、そして撤去にか

かる時間が大幅に短縮でき、工期内に工事を終えることができました。ハイチ盲人支

援協会の代表者の方も今回の協力につきまして好意的にとらえており、感謝をしてい

ると聞いております。 



29 

 

 

 

 ハイチ盲人支援協会は今回の連携が可能となった一例となりました。しかし、実は

当会ががれきの撤去の申請を MINUSTAHに対して行ったのはこれが初めてではありませ

ん。７月から行っておりますポルトープランス近郊の養護施設の中で被災状況が著し

かった施設のがれき撤去を以前に申請しておりました。この写真をご覧いただいてわ

かりますとおり、ハイチの児童養護施設は非常に厳しい状況に置かれています。通常、

我々の活動報告会ではこの現状を詳細にお伝えいたしますが、今回は時間の関係上、

割愛させていただきます。 

 今回、MINUSTAH によるがれき撤去が認められなかった理由として、施設が IBESR と

いう社会福祉省の一局に登録をしていないということがございました。しかし、当会

はこれまで 36 施設の養護施設を回っておりましたが、その中で登録をしている施設は

ほぼございませんでした。その理由は、登録の手続が煩雑であったり、または個人で

設立しているために地域には届出をしたものの申請をすることを知らなかった、理由

はさまざまです。 

 しかし、この IBESR に登録していないという理由で MINUSTAH からがれきの撤去もし

くはそれ以外の支援も断られてしまった。それによって本当に困っている施設に対し

て支援ができないことは我々としても大変残念に思いました。また、同時に IBESR に

登録をしている施設に支援が集まってしまうおそれがあるのではないかとも考えまし

た。 
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 もう一点、不便を感じたことがございます。それは解体時のフレキシビリティにつ

いてです。当初、申請をいたしました施設は、ハイチの宗教であるブードゥー教の施

設を併設していました。写真にございますが、その中には奇跡的に倒壊を免れた祭事

用の柱がございました。 

 施設の所有者はそちらの柱を残してほしいと我々に依頼していました。しかし、そ

の際、MINUSTAH からの回答は、作業上残すことはできない、の１点張りでした。結局、

先に述べました IBESR 登録ができていないという理由もございまして、現地の業者を

通じて我々が柱を保存して解体することとなりました。  

 写真の下の方にあります白い服を着た人たちがいっぱいいるこの状況は、ブードゥ

ー教の死者の日を祝うお祭りです。こういった現地の文化、歴史を尊重して歩み寄る、

このような方針で活動しております我々NGO にとりましては、この件は民軍連携につい

て再考させられる１つの内容となりました。 

 しかし、それ以外にも勿論不便なことはございましたけれども、今回、協力をさせ

ていただきまして盲人支援協会のがれきを撤去できたこと、それ以外にもさまざまな

情報を交換できたことは大変有益であった。こちらも併せて最後に述べさせていただ

きたいと思います。 
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 私の発表は以上です。（拍手） 

 

○司会 ありがとうございました。 

 続きまして、難民を助ける会理事長の長有紀枝さんにお願いいたします。  

 長さんはジャパン・プラットフォームの理事、立教大学教授などを兼任しておられ、

さまざまな現場も経験しておられますので、民の立場からハイチの事例に限らず、国

際平和協力業務における民軍連携のポイント、課題についてお伺いできればと思いま

す。「NGO による民軍関係のとらえ方」というテーマで御発表いただきます。 

 

○長理事長 ありがとうございます。皆様、こんにちは。御紹介いただきました長と

申します。本来、難民を助ける会からは１名、私がお話しする予定でしたが、ハイチ

が主テーマでしたので、担当の加藤からお話させていただきました。  

 

  

私の方は、ここはハイチのセッションではあるのですが、今、お話がありましたと

おり、少し一般的なお話も含めてしてまいりたいと思います。  

 民軍の連携の場合、自衛隊の方々にとってのお相手というのは国際機関と NGO にな

ると思うのですが、その NGO の立場から何点か留意事項などを申し上げたいと思いま

す。 
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 まず NGO に御理解をいただきたいということなのですが、どういう御理解をいただ

きたいかと申しますと、その特色、つまり多様性です。１つの組織との経験がすべて

の組織に当てはまるわけでもないですし、その多様性を御理解いただくのが非常に重

要ではないかと思っております。 

 もう一つ、先ほどの御発表にもありましたが、自衛隊の場合、施設部隊といいます

か、土木プラス人道支援というのが１つの典型的なメニューになるかと思うのですけ

れども、そのメニューは NGO にとっては多くのメニューの１つに過ぎないという不均

衡な状況が多分にあるのではないかと思います。 

 これは恋愛関係に例えますと、必ずしも両想いではないと申しますか、同じ情報を

持って同じだけを思っている訳ではないようなところが多分にありますので、その背

景について簡単に限られた時間ですがお話しできればと思っています。  

 

 

 民軍関係についても NGO は本当に多様な意見を持っています。それはすなわち NGO

自身が非常に多様であるからで、その理由は活動の領域であったり形態であったり、

資金の出所であったり、方針であったり、活動の拠点であったり、また成り立ち、そ

ういったものがさまざまであるからです。 
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 民軍関係の局面を考えますときに、これまでも自衛隊による国際協力活動あるいは

PKO がいろんな場所で盛んになる以前からも、特に人道支援をしている NGO と軍との関

係というのはもう既に存在していました。この表でいきますと３番の部分で、軍隊と

国際協力をしている NGO などの関係はあったわけですが、先ほど明石先生からお話が

あったような PKO の進化とともに、国際的な PKO 部隊と国際 NGO との局面というのが

非常にクローズアップされて、今までとは違う文脈でいろいろ語られるようにもなっ

てきています。 

 

 

 

 

 そういう中で NGO の立場を大雑把に分けるのであれば、どういう状況においても絶

対に NO という組織と大体は OK という組織と、ケース・バイ・ケースで判断していき

ましょうという組織に分けられるのではないかと思います。  

 多くの場合、難民を助ける会も含めて、日本の団体は３番に入るのではないかと考

えています。私たちも現在、例えばスーダンでは自衛隊はまさに今出動したところで

ありますが、日本のジャパン・プラットフォームの傘下の NGO も、2006 年からでスー

ダンで活動しておりまして、難民を助ける会も、北部と单部と２つ事務所で置いて、

両方で７～８名、日本人職員が駐在しています。特に北部ではダルフール近くでも地
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雷の回避教育をしておりまして、そのときに、治安上 UNMIS のエジプト隊が同行しな

ければ行ってはいけないと言われる地域があって、そういうところで一緒に移動する

とか、これまでもスーダンでも民軍連携はございましたが、そういったものもすべて

ケース・バイ・ケースで判断しております。 

 そのケース・バイ・ケースで判断するときには、当然相手がどういう形で出てきて

いるか、どういう国から来ているのかということともとに、民軍連携の具体的な内容

においても判断がさまざまに異なるところです。 

 いかなる状況においても NO と言うグループなのですけれども、多くは赤十字国際委

員会であったり、欧州の国境なき医師団など比較的大手の NGO で、軍との協力関係が

人道支援活動に絶対的に必要とされる独立性であったり中立性であったり公平性に決

定的に害を及ぼして、まさに人道支援団体がアクセスすべき相手の方へのアクセスが

できなくなる、そのような点から NO とするグループがあります。 

 あるいは先ほどの中満さんのお話の中で、PKO に途上国の部隊が多数派遣されている

というお話がありましたが、例えばバングラディッシュ、常にインド、パキスタン、

バングラディッシュというのは派遣国のトップ３を占めているかと思いますが、バン

グラディッシュは国連 PKOではそういった常にトップに出てくる国であったとしても、

国内的にどういう存在かというと、例えばチッタゴンなどでは、少数民族を抑圧した

り、政府の治安維持装置、治安抑圧装置的な側面も持って活動していると。そういう

ときにバングラディッシュで活動している NGO にとっては、バングラディッシュ軍と

いうのは国連 PKO の軍ではなくて、国内の自分たちが支援している少数民族を迫害し

ている組織としての軍であるわけで、そういったところとの協力は非常に難しい。そ

れぞれの活動地とか軍隊の性質によっていろんな状況がございます。  

 常に可というわけではないのですが、比較的、いかなる状況においても可に近いの

が、アメリカの NGO であると言われています。ウッドロウ・ウィルソンの系統と言わ

れるのですが、基本的にアメリカの外交政策の推進と人道主義の一致を見ていたと言

われるウィルソンの系列という解釈もありますが、多くの場合、アメリカの人道支援

NGO はアメリカの軍との連携というのをそれほど拒否感というのは持っていないとこ

ろが多いという印象を持っております。 

 他方で、ケース・バイ・ケースで判断していくというのが多くの日本の NGO であっ

たり、あるいは欧米でもそれほど大きくない中小の団体はこうしたものに入るのでは

ないかと思います。 
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 更にこれをもう少し詳しく見ていきますと、軍隊の中立性であったり、展開時の状

況、平時なのか、平和活動の最中なのか、戦時なのかであったり、さまざまな支援の

内容によってケース・バイ・ケースで判断していくというところでございます。  

 以上、申し上げましたが、連携ありきという議論は NGO の側、人道支援団体の側に

はありません。あくまでも人道支援をしていく上での特別な場所での特別な事情で必

要となる、ラスト・リゾート、最終的な手段と言われているものの１つでございます。

そういった背景があるということをご理解いただきたく思います。 

 特に日本の NGO にとっては、こういった PKO が展開するような地域で活動している

人道支援 NGO にとりましては、既に他国の軍事組織との連携なり情報交換なりが進ん

でおりまして、そちらとまた別の政治的案件のような形で自衛隊との連携というのが

出てきます。自衛隊の方々が NGO との協力をする際に、日本国民の目といいますか、

日本社会にどう映るかとか、そういったことの御関心をお持ちであるように、NGO 側も

自衛隊と協力している私たちはどう映るのだろうかと、寄附者の方々にどう映るのだ

ろうかというのは常に NGO の側も非常にセンシティブな側面です。 

 また、もっとざっくばらんに言ってしまいますと、表立った連携がないところでも、

よく私どもお食事に招いていただいたりですとか、ハイチでもそういった例が多かっ

たと聞いておりますが、そういう食事を介した意見交換の場を通して非常に大事な人

間関係とか、お互いの違いや特性を理解する上で重要な情報交換ができていると思い

ます。 

 最後に１つだけ。自衛隊の皆さんの側で、あるいは内閣府の側でこうした人材育成

のためのさまざまな取組みがなされていると思いますが、NGO の側でもそういった勉強

会がありますし、難民を助ける会で限って申しますと、私ども今、日本人だけで 100

名おります。海外に約 25 名、東北に 20 数名、東京に 50～60 名なのですが、年に１回

全体でスタッフのミーティングをするときに、民軍協力といいますか、民軍連携のコ
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マというのを設けまして、私たちに NGO が軍事組織あるいは自衛隊と協力ないし連携

するときにどういった点に気をつけるべきなのかといったことは私たちなりにしてお

ります。 

 

  

以上です。ありがとうございました。（拍手） 

 

○司会 長さん、ありがとうございました。民の立場から見た民軍連携を正式なもの、

非公式なものも含めてお話しをいただき、多くの考えるポイントも提供していただき

ました。 

 それでは、このセッションの最後に、佐藤美央国際平和協力研究員から、これまで

のお三方の御報告を踏まえた上での人材育成の在り方についてお話しいただきます。  

 佐藤研究員は、国際移住機関（ IOM）のアソシエイトエキスパートとして、ケニア、

ベルギー、インドネシア、ヨルダンなどに駐在された御経験をお持ちです。その中で

も 2001 年から４年間、アンマンに駐在をされて、イラク事務所に勤務された経験をお

持ちだそうですが、そのときに民軍関係というものに関心を持たれたと伺っておりま

す。佐藤さんはまたマレーシアの PKO センターでも数回にわたって講師を務めておら

れます。 

 それでは、佐藤さん、お願いいたします。 
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○佐藤国際平和協力研究員  内閣府国際平和協力国際平和協力研究員の佐藤美央です。

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 私は MINUSTAHと呼ばれる国連ハイチ安定化ミッションに参加している日本隊の民軍

連携の経験を通して、民軍連携と人材育成について国連 PKO における民軍連携の視点

から考えてみたいと思います。 

 

 

 

 民軍連携を考えるときにいろいろな切り口があると思いますが、今日は人道支援に

関する軍事部門を持つ国連統合ミッションと NGO や国際機関などの文民の援助機関と

の関係に焦点を当てます。初めに、どのような主体がこの人道支援に関する民軍連携

に関わってくるのかという全体的な背景について触れた後、ハイチにおける民軍連携

を MINUSTAH の枠組みから見てみます。そして、民軍連携に携わる人材面での課題を検

討して、人材育成についての視点を述べてみたいと思います。  
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 まずハイチの支援現場では、どのような主体が国連統合ミッションと援助機関との

連携に関わってくるのでしょうか。民軍連携の背景となる３つの点を挙げたいと思い

ます。 

 第１点目として、援助の現場には同じ地理的範囲内で類似の活動を行っている非常

に多数の関係者がいます。当事国のハイチ政府に加えて MINUSTAH と呼ばれる国連ハイ

チ安定化ミッション、ここには現在も軍事部門、文民警察、文民部門、合わせて１万

2,000 人以上の人員が働いています。そして、民の側には更に国連関係機関が 18、ク

ラスターで報告を行っているだけでも NGO が約 400、そして米州機構、カリブ共同体の

ような地域機構が現場で支援活動を行っています。また、軍の方の主体を見てみます

と、MINUSTAH の軍事部門に加えてアメリカやカナダ、キューバ、ベネズエラなどの軍

隊が現地に駐在しています。 

 

 

 

 ２点目に、これらの非常に多数の主体の活動を調整するために、支援調整メカニズ

ムも多数あります。人道支援に関わる NGO や国連機関に参加する人道支援国別チーム
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というものがありますし、活動分野ごとに集まるクラスターというものが 12あります。

そのクラスターを調整するためのクラスター間調整、国連の人道問題調整部が主催し

ている情報交換の場である人道支援フォーラムというものも存在しています。  

 18 ある国連機関にとっては、国連国別チームというものがありますし、先ほど井出

さんの方から御紹介がありましたが、MINUSTAH の中には MINUSTAH の軍事部門と人道支

援関係者をつなぐ統合活動タスク策定センター（JOTC）というものが存在しています。 

 ３つ目の背景として今、長さんからも説明がありましたけれども、現地で活動して

いる主体というのは、支援目的や活動内容、軍事部門に対する姿勢など非常に多様な

存在が集まっています。 

 

 

 これらの環境に多様で多数の主体が活動しているハイチにおいて、日本隊との民軍

連携の試みや連携がうまく進んだ事例が AARの加藤さんから紹介されましたけれども、

国連ハイチ安定化ミッション（ MINUSTAH）の枠組みから見ると、必要な連携がスムー

ズに進められるような幾つかの要素があったと思います。ここでは３つ挙げてみたい

と思います。 

 まず１つ目ですが、井出さんからも御紹介がありましたとおり、 MINUSTAH の展開時

において、大規模な地震という自然災害が発生しました。このことを受けて、MINUSTAH

の中に災害復旧支援と人道的活動の支援というものが新たなマンデートという形で任

務に加えられました。このことは人道活動を支援することが MINUSTAH の正式な任務と

なりましたので、人道支援活動全体の中における MINUSTAH の役割が非常に明確になっ

たと思います。 

 次に制度面ですけれども、MINUSTAH の中に先ほどから話の出ている JOTC というもの

が設置されたことにより、このことも連携が比較的スムーズに行われる後押しとなっ

たと思います。井出さんが詳細を説明してくださったので詳細は説明しませんが、JOTC

のような制度は国連統合ミッションの中でも非常に新しい試みで、勿論、JOTC は完璧
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な制度ではありませんけれども、必要な手続や手順というものが非常に明確になりま

した。 

 そのために、人道支援部門の方からしてみると、軍事部門や警察部門と調整する際

に直接的に交渉することが最低限で済むようになりましたし、軍事部門や警察部門の

方から見ますと、人道支援の側で一旦優先順位などについて調整された要請が１つの

窓口から下りてくることになりまして、比較的効率のよい調整が可能になるシステム

が設置されたと言えると思います。 

 ３つ目に、ハイチにおける民軍連携の指針として昨年８月に国連人道支援調整部の

方から、ハイチにおける民軍連携の指針が出されています。これにより、多様な背景

を持つハイチの人道支援関係者が、もし必要であれば参照できる共通の指針が示され

ました。これらの一連の動きは、MINUSTAH の一員である日本隊の民軍連携をより進め

やすくするのに役立ったと言えると思いますし、NGO などが MINUSTAH だけが持ってい

る能力を活用するべきかどうかという検討と判断を行って、そして実際にその能力に

アクセスすることをより容易にしたと言えると思います。  

 

 

 

 2010 年１月の震災後、MINUSTAH では災害復旧支援や人道的活動への支援が新たな任

務として付加され、JOTC という民軍連携の窓口も一本化されました。これからこの環

境の中で実際に民軍連携に携わる人材に関する課題について考えてみたいと思います。 

 連携あるいは調整を行うためには、まず相手方の担当者がだれなのかを知ることが

必要ですが、部隊を含め国連要員には定期的な交代があり、先ほど井出さんの方から

お話もありましたけれども、引継がしっかりと制度化されていないとせっかくでき上

がったネットワークや関係性が交代のたびに失われてしまうということがあります。

人道支援機関の方も同様の問題を抱えており、特に緊急期においては、短期間でスタ

ッフが交代することが多く、人の異動とともに、それまでに培われた現場での調整の

コツのようなものが消えてしまうおそれがあります。ハイチの日本隊の場合には、紹
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介されましたとおり、邦人援助関係者による情報交換会を定期的に行うようなことで

この継続性が維持されています。 

 また、支援の現場では、民軍調整だけではなく、先ほど見たように人道支援機関の

間でもさまざまな調整があり、支援業務をこなしながら多くの調整メカニズムを活用

するにはどうしても人員的、時間的な制約もあると思います。また、軍事部門の方も

人道活動の支援以外にさまざまな任務を行っているので、いつも人道活動の支援が最

優先というわけではありません。スタッフや要員の交代のサイクル、あるいは現場に

派遣されるスタッフの人数といったものは、組織の戦略的なレベルで決められること

です。 

 しかし、個人レベルの人材育成に直結する課題もあります。先ほど見たように、ハ

イチでは既にハイチの状況に沿った民軍連携の指針がありますが、それ以外にも民軍

それぞれ多様な背景を反映した指針や方針といったものが存在しています。自分が調

整を行う相手がどのような指針、方針に基づいて活動を行っているのかについて知る

ことは、長さんもおっしゃっていたように非常に重要なことですけれども、それまで

の経験などによって、個人によって知識や理解のレベルが違うという問題があります。 

 担当者が頻繁に入れ替わる中、各人の民軍連携に関する指針や方針の知識や理解の

レベルに差があると、組織としての一貫した対応が難しくなり、必要な連携がなかな

か進まなくなります。 

 

 では、民軍連携に関するこの方針や理解のレベルが異なるという問題に関して、頻

繁な人員の入れ替わりの中でどのような取組みがなされているのでしょうか。１つの

方法として、一貫性のある研修や意識向上活動があると思います。ハイチの例を紹介

しますと、こちらのスライドにありますように、既に幾つかの研修やワークショップ

などが行われています。現場において民軍連携に関わる可能性がある場合には、これ

らの機会を活用して、各主体における民軍連携の指針、活動方針等に関するスタッフ

の正しい知識、スキル、そして対話の姿勢の獲得を積極的に促していくことが必要だ
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と思います。 

 

 

 ハイチのような現場レベルでの取組みに加えて、民軍連携に関する方針や指針につ

いての知識や理解のレベルの個人差を少なくしていくためには、人材育成としてはど

のような取組みが可能でしょうか。 

 １番に取り組めることは、緊急支援の現場に行く前に、平時から研修や訓練に参加

して必要な知識を獲得し、関係性を築くことで各人が民軍間の相互理解を深め、民軍

連携に精通した担当者となれる人材を養成することだと思います。  

 民軍連携の研修では、３つのポイントを挙げたいと思います。  

 １つ目は、民軍連携に関する知識や理解の差を少なくしていくために、研修はある

一定水準の内容のものであることが重要だと思います。人道支援に関わる根本的な原

則である人道原則や、民軍相互の任務や支援目的、活動範囲に関する基本的な知識の

獲得が重要です。そして実際にさまざまな主体との調整や連携を可能にする相互理解

に基づいた対話や交流のスキルを学ぶことも非常に大事だと思います。  
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 次に、研修の方法ですけれども、原則や指針、組織の背景などの理論的部分を学ぶ

講義に加えて、現場の状況に近い形でのシナリオに基づくロールプレイなどの演習、

課題ごとのグループワークなどがあると、現場で直面する可能性のあるいろいろな問

題について講義で学んだ理論を実際に行動に移すという、より実践的な研修になると

思います。 

 また、研修を更に実践的なものにするために、だれが研修に参加するかということ

ですけれども、現場にいることが予想される民軍の主体が一緒に参加することが重要

だと思います。実際の現場では、いろいろな国の出身者がいますし、男性スタッフも

女性スタッフもいます。いろいろな国からの男女の NGO、国連機関、政府機関、軍事部

門、警察部門等の関係者が参加すると、研修の中での議論や演習を通じて実際に実践

に役立つ想定の幅を広げることができると思います。 

 

 

 

 ここで私が実際に参加した民軍連携研修の例を御紹介したいと思います。昨年６月

と 12 月に日本の外務省が支援を行っているマレーシアの PKO 訓練センターで行われた

民軍連携訓練コースに参加する機会を得ました。これは CIMIC オフィサーと呼ばれる

民軍連携担当者のための２週間の研修で、軍人、文民、警察部門からおよそ 30 名が参

加して、国連平和維持活動における民軍連携に関するさまざまな手順や原則について

講義が行われるとともに、それらの内容に基づいた演習やロールプレイを行いました。 

 私はコースに参加するとともに、文民の援助機関や NGO の活動について、あるいは

人道原則などの科目について講義を行いました。参加者の多くが PKO 派遣経験者で、

人道支援というものに関する何らかのイメージあるいは断片的な知識は持っていたの

ですけれども、それが基づくところの諸原則などの基本については漠然とした理解の

レベルでした。また、私自身を含め、文民の援助関係者の軍事部門の活動内容、行動

原則といったものに関する知識も限られたものです。現場の状況に応じたシナリオに

基づいたロールプレイなどの演習、そしてその後の全体討議を繰り返すことで自分た
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ちの理解があいまいなところや現場で直面する課題がはっきりとし、民軍連携全体に

関する研修を民軍が一緒に受け、共通の認識を得ることは非常に貴重な機会であると

実感しました。 

 

 

 MINUSTAH という国連 PKO に参加している日本隊の民軍連携の経験について、連絡調

整要員としての経験と NGO の視点からのお話を聞いて、ハイチの民軍連携の事例につ

いて人材育成の視点から考えてみました。 

 最後に、私の発表のまとめとして３点申し上げたいと思います。  

 人道支援の現場では、多数の多様な背景を持った民軍の主体が活動を行っており、

ハイチの MINUSTAH では JOTC が設置されるなど、民軍連携が進む要素があったと思い

ます。けれども、連携ありきではないという長さんのお話もありましたが、人道支援

の現場において、民軍各主体のそれぞれの任務や支援目的に沿ってケース・バイ・ケ

ースの適切な判断を行っていくためには、人道支援がよって立つところの人道原則及

びそれに関わる諸原則あるいはそれぞれの民軍連携指針に関する十分な理解を持つこ

とが必要で、その理解が欠けていると必要な連携はなかなか進みません。  

 支援現場に必要な民軍連携を進めていくためには、平時より民軍双方が参加する研

修を通して、お互いの活動原則や指針、活動の実施手順などについて共通の理解を持

ち、関係性を構築し、民軍連携に関する専門的知識を持った人材を育成することが重

要だと考えます。また研修の中身についても、講義に加えて現場で起こり得るシナリ

オに基づいたロールプレイなどを行うことで、より実践的な内容にすることができる

と思います。 

 ハイチにおける国連統合ミッションに参加している日本隊と援助機関との民軍連携

について、人材育成の視点から考えてみたことをお話ししました。御清聴ありがとう

ございました。 

 

○司会 佐藤さん、どうもありがとうございました。 
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 マレーシア PKO 訓練センターでの御経験なども御紹介いただき、参考になったと思

います。ありがとうございました。 

 ここで討論の時間を設けたいと思います。皆様から御質問あるいはコメントをいた

だきたいと思います。恐れ入りますが、手を挙げていただいて、こちらから指名させ

ていただきますので、お名前と御所属をお話しいただいた後、御質問かコメントかを

おっしゃっていただいて、もし御質問の場合にはどのパネリストに対する御質問かも

おっしゃっていただきたいと思います。 

 それでは、どなたからでも結構ですので、どうぞ。 

 

○質問者（赤尾氏） 東京大学公共政策大学院の赤尾と申します。本日は貴重なお話、

ありがとうございました。 

 長先生にお伺いしたいことがあります。 

 民軍連携としまして、軍の方から提供するのは土木などがメインであり、NGO として

は多様なサービスを求めている、そういった話を伺いました。そうした場合、先生の

おっしゃるケース・バイ・ケースの NGO の場合、より協力ができるために、例えばど

ういうふうなサービスを軍の方から提供していただくことができるならば、より民軍

の連携が強化できるのかということをどう考えてらっしゃるのかということをお伺い

できたらなと考えております。よろしくお願いします。  

 

○司会 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○質問者（河原氏） ありがとうございました。河原と申します。外務省から今、研

究所に出向しておりますが、ハイチについては緊急人道支援を送るときに関わってお

りましたので、その後、PKO のフェーズになって民軍連携などの具体的な成果があった

ということを聞いて非常にうれしく思います。 

 ちょっと質問をさせていただきたいのですけれども、ハイチの特に緊急フェーズの

人道支援については、いろいろな問題がありまして、国連の方でも課題を全部とりま

とめて反省のレポートというのを既に出しておるのですけれども、幾つかの大きな反

省点のうちの１つは民軍連携がうまくいかなかったと非常にはっきり書いてあります。 

 民軍連携がうまくいかなかった理由として３つ書いてありまして、１つは NGO 側で

明らかにポリシー上協力しないという人たちがいたということが１つ。２つ目は、民

側のリーダーシップをとれる人がいなかった。これはある意味仕方がなかったと思い

ますが、３つ目は、組織体制のネイチャーが違うので、コミュニケーションをお互い

取ろうと思っていても、お互いとり方がわからないという、意欲はあっても例えばデ

ィシジョンメイキングメカニズムは全然違いますね。上からとにかく指揮命令で動く

ような組織と、みんなで話し合って決めるという組織体制、決める権限が非常にフィ
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ールドに落ちている NGO と、トップからとにかく指示が下りるという軍の仕組みと、

もうネイチャーとして非常にコミュニケーションがとりにくいということが書かれて

いた。それについて、特に井出さんはどういう解決策があるか、または同じ感じを持

っておられるか教えていただければと思います。 

 

○司会 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、今の２つの質問にそれぞれお答えをいただきたいと思います。  

 長さん、最初に赤尾さんの御質問についてお答えいただけますか。 

 

○長理事長 私の説明が悪くて誤解を生んでしまったかもしれないのですが、多様な

サービスを私たちが求めているわけではなくて、NGO の活動がより多様であって、その

中で自衛隊なり軍の組織が提供するものと合致するところは多様なサービスの一部門

にすぎないということは申し上げたかったのです。 

 常にどういうサービスを求めているかというと、やはり私たちが一番率直に言って

求めているのは、本当に危険なときに万が一のことがあったときに、その脱出ですと

か、私たち、トルコでこの前震災があったときに１名職員を亡くしているのですけれ

ども、当然そこは軍隊がいるような場所ではなかったのですが、そういうことがあっ

たとき、例えばハイチであっても、民軍連携そのものよりもそういった何かあったと

きに自衛隊の方がいるということの安心感、あるいは具合が悪いときに別のスタッフ

が自衛隊の方にお世話になったなどという話も聞いております。そういった部分の安

心感というのは何よりも実は一番大きい部分かなと思っております。  

 繰り返しになりますが、私たちが常に自衛隊ないしは軍事部門と連携を求めている

わけでは全くなくて、たくさんある活動の中の１つがたまたま連携できるものに当た

ったから連携しているというようなところが実態かもしれません。その中でさえ先ほ

ど加藤が問題点として指摘させていただいたように、自衛隊なりが活動するときにあ

くまでも相手側の国家が認めたものの枠の中に入っているもの。多くの場合、私たち

が支援している相手側の組織はそういったものから漏れてしまっている人たちが多い

ので、そもそも支援してほしい部分があったとしても、あるいは同じ分野であったと

しても、そういううまくいかない部分が出てくるというのが実情かと思います。  

 

○司会 要は連携のために連携を求めているのではなくて、ミッションというか、そ

の活動の目的を達成するために必要な場合は連携するということですね。場合によっ

て連携のニーズを判断すると理解してよろしゅうございますか。 

 

○長理事長 はい。そうです。 
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○司会 それでは、河原さんの御質問について、井出さん、いかがでいらっしゃいま

すか。 

 

○井出一尉 NGO 等の文民組織と自衛隊、または所属をしている軍事部門、この間の意

思決定の違いや、組織文化の違い、もしくは指揮系統の組織的な違い、そういったも

のをいかに解消するかというご質問でしたが組織文化の違いというのは結局のところ

は互いをよく知らないところから来る不安だと現地では思いました。その解消という

点において、今回現地で実施をした取組みの１つである情報交換会等を通じて、非常

に現地では成果があったと思います。 

 しかしながら、当然文民組織、NGO 等民間の民の組織からは、いわゆる我々日本隊の

施設に来て情報交換会というような形で会議に参加する際に、大勢の迷彩服に取り囲

まれることに非常に緊張するとか、威圧感を感じるというような個人的な意見も聞き

ましたし、そのために最初は会議形式にしていたものを円卓にしてみたり、参加する

日本隊側の参加者を限定して民側の人数と合わせたり、もしくは情報交換会後簡卖な

懇親会のようなものを設けて、余りかたくない席で互いにある程度本音の部分で話を

できる、そういった雰囲気の醸成には努めました。 

 そういったことで、ともに共通に求められる目的や連携できる分野という部分を共

有できれば、比較的連携案件の構築は容易だったように現地では思います。ただ、そ

の連携をするに当たっての窓口が、先ほど言ったとおり JOTC に一本化されたというの

も非常にプラスになっていると思います。そういった事前調整の中で、互いに「この

案件についてはお互い連携できそうだね」という意識になれば、日本隊には施設の解

体、がれきの除去、整地を、その後、実際の建物を NGO 団体と構築するというような

連携の案件は、それを JOTC に上げることで日本隊は正規に国連のミッション内での根

拠を得て活動に従事できますし、その養成の仕方についても極めてシンブルな１枚紙

ものでしたので、民側も比較的要請しやすかったのでないだろうかと思います。  

 また、副次的な効果で、そういった意見交換の場を設けることで、例えば MINUSTAH

にはこの JOTC という枠組み以外に日本隊が独自に国連の広報的な、もしくは震災にお

ける人道支援活動上の効果が大きいと判断される事業については、日本隊が計画・申

請をして国連の予算で事業をするといったようなやり方もあります。これは Quick 

Impact Projects（QiPs）と言うのですけれども、そういった案件でも NGO と連携をし

ました。これはピースウィンズ・ジャパンという団体との連携案件ですが、そういっ

たものも NGO 団体側はそういった仕組みが国連側にはあるということを知らなかった

ので、意見交換の場を通じて、そういった連携の手段もあるのだということを知って

もらうというのが一番重要でした。 

 もう一つ、言いたいのですけれども、組織文化の違いというのも先ほど言ったとお

りですが、例えば IOM（国際移住機関）の現場ですけれども、２年間かけて現地、住民
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との人間関係を構築していた仮設住宅を建設する予定地を日本隊に整地してもらうと

いう案件で、日本隊はどうしても MINUSTAH であったり、日本の政令に指定されている

枠組みの中で行動しなければならないので、当然 MINUSTAH に指定をされた警備態勢で

あったり警戒態勢というものを MINUSTAH の治安部隊に依頼をしなければなりません。

その治安部隊が警戒をしたり警備をするに当たって、その姿が IOM からは過度な警備

ではないですかという疑問が上がったことがありました。IOM 側には、そういった不安

があったのですけれども、そういったこともやはり現場での話し合いを通じてちゃん

と住民に、これは必要な、ただ物品の紛失防止であったり、もしくは危険を回避する

ために必要な措置として現場では MINUSTAHに定められた処置なのですよという丁寧な

説明をすれば必ず相手はわかっていただけましたし、そういった丁寧な対応で組織文

化の違いであったり、軍事組織が必ずやらなければならないという処置事項であった

り、そういったものをしっかりと理解していただくことで、同じ現場で共に活動する

というのは現地では可能でした。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 ほかに御質問あるいは御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。  

 それでは、第１セッションはこれで終わらせていただきたいと思います。御報告を

いただきました４人の方々に拍手をもってお礼を申し上げたいと思います。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 
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セッション２：国連 PKO へのより積極的な貢献～幹部人材養成の視点から～  

 

○司会（福島） それでは、セッション２を始めたいと思います。このセッションは

「国連 PKO へのより積極的な貢献～幹部人材養成の視点から～」というテーマでディ

スカッションしたいと思います。将来的に国連 PKO で日本の要員が指導的なポストを

務めるためにはどういった人材育成が必要なのかということを考えてみたいと思いま

す。このセッションでは３名の有識者の方々から御発表をお願いいたします。  

 それでは、まず最初に、法政大学教授、長谷川祐弘先生からお願いいたします。 

 長谷川先生は、2004 年～2006 年９月まで、東ティモールにおいて国連事務総長特別

代表を務められたほか、さまざまなミッションで重責を担ってこられておられます。

実は長谷川先生が東ティモールにおられましたときに私もお邪魔をしていろいろお教

えいただいたことを覚えております。 

 それでは、長谷川先生、早速でございますが、よろしくお願いいたします。  

 

○長谷川教授 今、御紹介にあずかりました、法政大学で教授をしております長谷川

祐弘と申します。 

 

 

 今日は、内閣府からの依頼で、国連 PKO の幹部の方々の育成をするための役割と資

格ということについて説明していただきたいとのことでしたので、具体的な例も含め

て私の経験を基にして、そして PKO のミッションに携わった場合の幹部はどのような

ことをして、なおかつどのようなことを心がけていったらいいかということを話した

いと思います。 
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 まず第１に、御存じのように安全保障理事会が決議を出して、国連の事務総長へ執

行権限の行使を与えるということで、それが DPKO の方に行く、あるいは山下さんがお

られる政治部の方にも行って、その後、現地の私たちがいる SRSGの方へ回ってきます。

そこで現地での執行権限（UN operational authority in the field）ということを事

務総長に代わって行っていくことであります。 

 

 

 

 そこで３つの分野がある。１つは文民、２番目に軍、３番目に警察隊という大きく

分けて３つがあり、なおかつここで書いてありますように、DMC、CMC というどちらか

というとミッションの運営に当たっていく部門がございます。 

 ここで今見ていただきたいのは、指揮系統の面において、 HC、RC、人道開発部門の

方々は、私もそうだったのですけれども、各機関にスタッフとして給料が払われてお

り、各機関の本部の方からも指令が来ます。それでもって大体 10 年前ぐらいまで、こ

のように２つに分かれていた指揮系統を何とか一緒にしようということになったわけ

です。すなわち、ここで軍部、文民、警察隊というものが一緒になってやっていくべ
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きであるという理解の下に、統合ミッション（ Integrated Mission）というものがで

きました。 

 

 

 

これは今国連の PKOの一般の組織図でございます。ここで私たちがよく言っている、

幹部というのは SRSG、そして新たに２人の Deputy SRSGs というものを任命して、アフ

ガニスタンでもほかのミッションでもほとんどそうですけれども、１人が治安部門を

見る DSRSG になります。ただ、指揮系統の上には立っていないのです。国連平和維持

隊の軍司令官(Force Commander)にしろ、国連警察隊の隊長も、特別代表（SRSG）に直

接にリポートするという権限を持っております。しかし、チームワークとして SRSG の

下でまず治安部門は１人の Deputy を置くということです。 

 それともう一人の DSRSG は、文民の方、先ほど詳しく説明された人道援助活動を、

総括していくようにということで、国連の funds and programs というユニセフ、UNHCR、

みんな集まって、そして UNDP と同時にここで Deputy、SRSG の下に入ることになって

おります。 

 私はルワンダでこの職務に携わり、そして東ティモールでは 2002 年から２年間、

この役目を果たしました。そして、最後の２年間というのは、SRSG として務めました。

そのころは安全保障理事会の方もなるべく国連の経費を節約しようよということで、

私の方にＳＲＳＧのほかに、RC そして HC の役目もやるようにと云われ、仕事の量は大

分多かったわけです。そこで今日の幹部の職員というと、私たちが考えられるのはこ

こではこういう各々の機関の代表、そして UNDP、OCHAとかそういうところになります。 
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 よくあるのは、今日も聞いていてやはり難しいのではないかなと思うのは、今まで

学者、practitioner と呼ばれる実務家の間で定着している概念では、紛争の予防から

それが成功しなくて、そして紛争が起こってしまった、それを peace enforcement と

いう平和執行をする、すなわち軍隊を使ってそれを鎮圧するということです。そして、

その後、peace keeping、平和維持活動をしていき、平和構築へといくという、どちら

かというと案外概念的なものが大分受け入れられていたわけです。しかし、私の経験

から言いますと、必ずしもそうではない。これはほかの方々が見せられるのと比べて

いただきたいのですけれども、私自身やはりこれを三角にしましたね。ということは、

その peace keeping と peace building というものは同時進行されるべきであるという

ことです。 

 

 そして、なおかつあることは、私たちが非常に心にとめておかなければいけないこ

とは、平和執行、平和維持活動、そして平和構築というのは、必ずしも sequential に

行われるものではないということです。 

 そして、この平和安定とか自由と正義、最近私たちが非常に興味を持っている国家

に対して人間の安全保障ということを守るべきであるというような概念、理解という
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ものが必ずしもお互いに相互支援するものではない。どちらかというと競合すること

も多いのです。ですから、指導者になった幹部の方々たちは、やはりこういう点を十

分理解しておくべきであるということになります。 

 

 

 

 ここで見ますと、先ほど長さんとか佐藤さんが詳しく説明されておられたのですけ

れども、佐藤さんいわく、各々の指針、方針などがあるということ、全くそのとおり

でございます。なおかつ私の方から見ますと、それをもう一歩行って、NGO の方々にし

ろ、国連の機関が持っている理念とか価値観を十分理解しておくべきであると強く感

ずる次第です。 

 

 

 

 ここに先ほど言っていた多くある国連の人道援助機関というものがありますけれど

も、この機関は各々自分たちの創立理念に基づいて活動しているということでござい

まして、ここで１つどちらかというと案外一貫しているのが、UNHCR などが言っており

ます non refoulement の理念です。これはフランス語の言葉を使われているそうです
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けれども、要するに個人の意思に反して避難民あるいは難民などを強制送還すること

はいけないという鉄則みたいなものがございます。 

 そういう理念を持った、価値観を持った人道支援機関と、国連の軍事部門あるいは

その国の受け入れ国の軍隊というものが協力しなければいけないのだけれども、その

場合にお互いに理解できない場合どうなるかというと、私が経験した限りでは、ルワ

ンダなどでは、私が行ったときにそこで避難民を返す、それに対して、絶対個人の意

思に反して送還することはできないというルワンダ政府、そして人道援助機関との対

立があって、その結果、国連の推定ですと 3,000 人ぐらいが亡くなっております。や

はりそれは私はその当時、行ってばかりなのですけれども、私はレジデントコーディ

ネーターでやっていたのですけれども、もう一人の方がヒューマニタリアンコーディ

ネーターといて、いろいろ話して、やはり文民と軍部の方々が非常にお互いをもう少

しより深く理解すべきであると、その点について加藤さんとか井出さんなどが詳しく

述べられたので非常に私も共感いたしました。 

 

 

 第２点として、幹部の方々は「紛争の木」conflict tree という DPKO の方で作って

いるのを私自身少し変えてみたのですけれども、上の２つは見えるのです。要するに

武装闘争が行われているということ、そしてよくそこで言われることは、アフガニス

タンにしてもいろいろな腐敗などがあった場合において、それではいつまで経っても

だめだよと、どちらかというとそれは root cause、根本的な紛争の原因と言われてい

るということなのですけれども、確かに権力欲、腐敗、差別、貧困、無知というもの

が紛争の原因である。それと同時に、私として非常に感ずることは、まだその下に根

っことしてあるのが政治、経済、社会、文化環境というか、体制というものであると

思います。 
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 もう少し具体的にいいますと、例えば東ティモールでの暴動が起こったということ

を考えてみますと、どうしてそういうことが起こったのかということを現地のラモ

ス・ホルタ氏は大統領をしておりますけれども、実は彼は今、日本へ訪問していて電

話がかかってきて、夕方一緒に 2 時間くらい二人だけで食事をしながら話しました。

そのラモス・ホルタとか当時大統領であって、現在は総理大臣をしているシャナナ・

グスマンや、マリ・アルカティリ、反対政党の方で当時は総理大臣をしていたのです

けれども、彼たちといろいろ話していてお互いに認識される点は、現地の人たちの精

神状態 mentality と思考方法 mindset が国際社会から来た人たちとは非常にかけ離れ

ているというか、違う点があります。これを十分熟知してわからないとだめであると

感じます。 

 

 

 

 これは後ほど山下さんがいろいろ話されると思うのですけれども、UN competencies 

for the future とあるのですが、やはり大事なのは指導者としては integrity も大事

であり、その多様性と言いますけれども、特に現地の社会においての人々の考え方、

思考方法、mindset、mentality というものを十分に理解しなければいけない。そして、
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professionalism ということです。 

 

 

 

 その professionalism ということは何であるかともう少し考えてみたいのですけれ

ども、そこでは要するに重要なものが見え聞こえるか、そして指導者としてつながり

が見えるかということです。各多くの NGO とか国連機関がいろいろ活動していますけ

れども、やはりそのつながりということも十分沈断できるようにならなければいけな

い。そして、その力の結集をして方向性というものを見つけ出していくのが大事であ

ると思います。 

 

 

 そこで私が感ずるのは、指導者にとって必要なものは、孫子いわく、「敵を知り己

を知らば百戦して危うからず」という、要するに２点です。これは非常に私の PKO に

携わって感じたことなのですけれども、敵と言わなくても partners とか agency の方々、

そして現地の人たちを十分知るということが大事ですけれども、それだけではだめで

す。非常に大事な点は、やはり己を知らなければいけない。いろいろな場面に接した

場合において、自分がどのようにそれに対応していくことができるかということを知

らなければいけない。 

 １つの方法は、いろいろな経験をしてその時に自分がどのように行動するかという
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ことでもって知っていくのも１つですが、もう一つは、私は学生と一緒によくやるの

ですけれども、マイヤーズ・ブリッグス・タイプ・インディケーターのようなアンケ

ートなども使ってやると、大体人間というのは４×４＝16 のパーソナリティがあり、

もっと深くいけば 16×16＝256 というので大体自分の得意とする点あるいは自分がな

かなかしたがらない点などが大分わかってくると思います。ですから、その点を大い

に知っていただければと思います。 

 

 

 

 ということで、最後に、中満さんが今日言っていたこと、これは私が自宅の前で撮

った写真なのですけれども、私にとってみるとこれが平和だと感じております。そこ

でアインシュタインいわく、その知識というものは武力よりもより強いと。しかし、

イマジネーションというものが知識（knowledge）よりもより必要である。想像力、そ

ういうものが必要である。心を全く開いて何が起こっているかということを認知する

ということが現地のところに行って指導者に求められるべきことだと思います。  

 ありがとうございます。（拍手） 

 

○司会 長谷川先生、どうもありがとうございました。 

 今までの PKO や PBO の現場での御経験なども踏まえつつ、幹部の人材に求められる

資質というのでしょうか、どういう視座を持たなければいけないかということをお話

しいただきました。ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、山下真理さんにお願いをいたします。  

 山下さんは、国連職員として選挙支援、調査官など、現場の活動に従事されたほか、

ニューヨークの国連本部において政治局、アフリカ局及びアジア局の政務官を務めら

れ、国連ネパールミッションの政務室長もお務めになられました後に、 2010 年から国

連広報センターの所長をお務めでございます。 

 それでは、山下さん、お願いいたします。 
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○山下所長 ただいま御紹介にあずかりました山下真理です。 

 

 

 

 2010 年から国連広報センターにおりますけれども、実は 20 年近く国連本部を中心に

政治の仕事をしてまいりました。今日は簡単に実践者の観点からということでお話を

させていただきたいと思います。 

 

 

 

 国連は世界が大きく変わったのと一緒に、追いかけるような形で変わっていったと

言えますが、まずは大きな枠組みをお話ししたいと思います。今日のポイントは４点

ありますが、その最初に、今、PKO ミッションを含む「フィールドミッション」がどう

いう状況にあるかというお話をさせていただきます。 
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 先ほど中満さんの方からもお話がありましたが、まず世界中の国連職員を見た中で、

今現在 4 万 4,000 人ほどおりますけれども、その半分以上が世界各地の現場で働いて

います。さらに 16 の PKO ミッションと 11 の政治ミッションが展開されています。そ

れを合わせると、今ここに 10 万人以上と書いてありますが、それが確か一番最近の数

字を見ますと 12 万人近くになっております。 

 

 

 

 これを見ると、これは皆さん御存じかと思いますけれども、平和維持活動、 PKO は

16、このようにアフリカを中心、まだヨーロッパにありますコソボとキプロス、中東

がほとんどです。アジアはティモールとアフガニスタンがあります。政治ミッション

はこのような形です。やはりほぼすべてがアフリカに集中しておりますが、中東、中

央アジアにもあります。 

 これで申し上げたいのが、国連自体が非常に変わったと。世界は過去 20 年を見ます

と第１世代、第２世代の PKO ということがありますが、私が国連に入ったのが 1990 年

12 月だったのですが、90 年代という PKO が本当に大きくできた時期だったのですけれ

ども、冷戦直後の世界が大きく変わり、それに合わせて国連も変わったのです。 
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 国連自体はそれまでは安保理ですとか総会を支援するような事務局だったのです。

secretariat というのはそういう意味だったと思うのですが、国連職員の仕事もそうい

った会議を補佐するという仕事がほとんどでした。それをこういった職員の数を見て

比べてみますと、1949 年の職員数は 1,549 人とここにありますけれども、それが今で

はおよそ 30 倍になっているのです。まず職員数が増えた。それからフィールドと本部

との割合を見ますと、当初は半分以上が本部にいました。それが 2010 年では 52％、2011

年では 54％までになっています。要するに、国連職員自体がほぼ半分以上は現場にい

ると。多くの人が勿論 PKO というのが大きいのですけれども、やはり国連自体仕事が

現場にあるようになってきております。 

 人事の話に戻しますと、国連の仕事をやる上では現場の状況を認識し、あるいは経

験していないと仕事にはならない。ですから、したがって幹部になるような人も当然

ながら現場での経験を持った人でないと今後国連の PKO ですとか政治ミッション、現

場で国連がどういう形でその国あるいは状況を支援していくかということには全く携

わる資格がないのではないか。そういう考えに完全に移りました。  
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 それに併せて、人事状況ですとか契約状況、いろいろ改革が進んでおりまして、大

きく国連の中で変わっております。実は国連に 20 年、30 年勤めている多くの方々は、

やはり入った当初と今の国連が余りにも違うのでかなり動揺しているというのも現実

でありまして、入った当初は、当然本部勤務ということが約束の上で入ったのに、定

年退職近くになると、いやいや今からフィールドに行かないともう最後の昇進はでき

ませんよという現状がかなり厳しいのは１つの現状だと言えると思います。 

 もう一つ、後で多分ジェンダーの話が出てくると思いますが、こちらは国連でも力

を入れている、特に今の事務総長の下で力を入れていることですので尐し簡単に述べ

させてください。 

 

 

 まずは地域配分、これは日本にとって重要なことなのですが、国連全体の中でも対

象となるポストが 2,000 と尐ししかないのですが、日本のように望ましい枠に達して

いない国が実は 56 か国もあるのです。それよりも実は枠があるのに１人も職員がいな

いというのが 20 か国もある。要するに 2,000 幾つのポストをこの 70 か国ぐらいの出

身者の人が競争して取るということです。これも国連全体の話にはなります。  

 男女比を見ますと、国連はここ 10 年ぐらいで随分意識的に女性の特に幹部レベルで

も上げていこうということをやっておりますが、まず職員全体に占める女性の数は

33％、そのうち本部にいるのが半分近く 47%。フィールドが 21%。女性の中でも専門職

に就いているのが４割、40％です。ただし、幹部クラスを見ますと、事務次長、事務

次長補、フィールドで言うと特別代表あるいは副代表というレベルの人たちは、女性

は 24％。部長クラスは 27％。まだまだ足りないという現状です。 
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地域配分の簡単な話、先ほど羽田事務局長からもお話がありましたが、PKO に軍を出

しているのは、トップ３はいつも言われる国々ですが、2011 年現在で日本は 48 位にな

っておりますが、例えば 10 年前は 63 位でしたから、これはアップしている。当然、

ハイチに加えて南スーダンに派遣されるということで、恐らく 30 位ぐらいには上がる

のではないかと、非常に心強い傾向です。 
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 さて、こういった状況の中でのミッション、幹部の状況、人材はどういうことかと

いう話に移りますが、先ほど長谷川先生から幹部ポストとはどういうポストを言うの

かという、とてもいい図があったのでそちらを見ていただいた方がわかりやすいかと

思いますが、これは見にくくて申し訳ありませんが、幹部というポストは特別代表、

副代表レベルのところが当然ですが、その下に戦略的に重要なセクションが幾つかあ

ります。戦略的に重要なセクションというと、政策形成に直接関わるようなセクショ

ンです。そういった観点から見ますと、平均的に言われるのが政治関係、人権関係、

あるいは人道関係です。そういったところのセクションヘッド、国連のランクで言い

ますと大体Ｐ－５ぐらいが幹部として扱われると言えると思います。 

 

 

 ですから、この組織図で見ると、まさに真ん中にある特別代表あるいは副代表に直

属のオフィスあるいは先ほど言いました幾つかのオフィスのヘッドとして活躍する人

たちが幹部ポストと言えると思います。 

 もう一つ、ここには書いてありませんけれども、重要なポストになります。尐しラ

ンク的にはジュニアになるかもしれませんけれども、特別代表あるいは副代表の補佐

官は恐らく日本の官僚でも同じですが、やはり代表の補佐官というポストはキーポス

ト、代表にアクセスする意味でもどういった情報が流れるかということを整理する非

常に重要なポジションにありますので、そういったところも幹部あるいは戦略的に重

要なポストの観点の中に入れるべきだと思います。 

 さて、そういう中から見まして、例えば幹部ポストで見られる SRSG、ディビジョン

ヘッド、特別補佐官、そういったところから政策決定に関わるわけですけれども、私

自身、初めて PKO に長期間参加させていただいたのが、まさに 90 年代のバルカン紛争

後の UNTAES という PKO だったのです。これはバルカン紛争のデイトン合意後の小さな
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暫定機構、国連が１つの地域を行政機関として任務した場所なのですが、そのときに

選挙支援部門がありまして、そこの次席選挙事務官という形で行きました。そのとき

は、小さな領土でありましたが、20 人ぐらいのチームを率い、その領土の中に４つぐ

らいの支部を地域オフィスというのですけれども、支部を置いて選挙の準備をするわ

けです。これは大体６か月ぐらいの期間をかけて準備します。そういった立場から、

まずはミッションの幹部クラスの会議に毎日出ることになるわけです。これが一番キ

ーポイントだと思います。幹部クラスに人を送り込む、何が重要かというと、やはり

一番重要な政策決定あるいは情報交換をするときにそこにいるかいないか、その違い

だと思います。 

 それを始めて UNTAESというところに行ったときに私もやらせていただいたのですが、

もう一つ初めて経験したのが、そのときが軍と民の連携です。選挙支援というのは非

常に広い意味でロジスティックスを担当もするのですけれども、PKO という枠組みでや

るときは、必ず軍の部門からの支援をたくさんいただきます。ただ、情報の共有と先

ほども話題になりましたけれども、それが文化の違い、まさに１つの PKO あるいは国

連の中でも出てくるのですが、やはり文民部門では当然と把握しているようなプロセ

スというのがきちっと軍の方に伝わっていないことが多いのです。そこで私たちのと

きに導入させていただいたのが、これは選挙に関しての話ですが、選挙日が近づくに

つれて、ロジの面で準備するものがたくさんある。そういったことから毎週のように、

あるいは日にちが近づくと毎日のように軍のそれぞれの担当の方々等を含めたブリー

フィングとある意味では勉強会なども幾つかやりました。これが 1996 年。 

 もう随分前の話になりますが、もう一つ、政治ミッションというところにも 2010 年

にネパールで参加させていただいたのですが、政治ミッションと PKO とざっくりと言

うと大きな違いは、政治ミッションには軍がないのです。軍部隊が入らないけれども、

大きな国連のプレゼンスがその国の和平プロセスにサポートしていくというものなの

ですが、それがあったのがネパールです。 

 私は 2010 年に６か月だけ参加させていただいたのですが、ネパールの人事面から考

えて特徴だったのが幾つかありまして、１つはまずはネパール自体、社会問題として

階級、尐数民族制度が非常に複雑に入り組んでいるところなのですが、国連あるいは

国際機関は全般的に現地の人を導入するときにエリート層から人を導入する傾向があ

ります。それはなぜかというと、やはり経験重視で、教育と経験をきちっと持ってい

る人はエリート層に多いという、ただそれだけの話なのですが、ネパールの場合、国

連はやはり和平プロセスに参加するという観点から、国連自体がインクルーシブであ

るということが重要だということを掲げている中で、ほかではなかなか実施されては

いませんでしたけれども、いろいろな尐数民族からも、いろいろな階級からも人を積

極的に雇う。男女比もなるべく五分五分に近いように努力するということをその当時

の特別代表が非常に力を入れておりました。それは国連の象徴的な意味ではとてもい
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いインパクトがあって、多くの人に望ましい姿の１つのモデルとなったと思います。 

 もう一つ、私はそのとき政務室長という肩書で参りましたけれども、非常にいい試

みだなと思ったのは、ほかのミッションでは余りないのですけれども、まず国連が派

遣されるときには特に政務分野でのスタッフというのはその国の人はなかなか採用さ

れないのです。中立性ですとか国際性というようなところから、例えばネパールにあ

るミッションでは本来であればネパール人は政治関係のことにはなるべく採用しない

というのが今までの慣行だったのですが、それを全く覆すような形で、ネパールの政

務室にはネパール人の政務官がたくさんおりました。これはそこの政務室長をやった

上で非常にいいプラクティスだと思ったのは、当然我々は国にどんなに専門家として

行っても、やはり現地の人と比べ物にならないほど現地の状況の把握の力は限られて

いるのです。そういった中で、やはり現地の状況、先ほども話がありましたけれども、

文化をきちっと理解しなければいけない、mentality を理解しなければいけない、それ

を理解した上で初めて国連がどういう動きをとることが助けになるかということがわ

かるわけです。 

 それを理解するために非常に助けになったのが、やはりネパール現地の元記者とか

政治分析を専門としてきたアナリストとか何人か雇ったのですが、彼らと仕事をやる

ことによって、国連がアクセスできる層が本当に何倍にも増えました。これは政治的

にネパールミッションがいろいろな意味でまだ調停活動も続けておりましたので非常

に役に立った１つの例だと思います。 

 

 

 ほかにもそういう例は幾つかあるのですけれども、そういった環境から見た幹部に

求められる人材をここに挙げてみました。SRSG、特別代表クラスは先ほどもお話があ

りましたけれども、実質的には知名度のある人が求められます。その地域で知名度が

あり、この人だったら大臣クラス、首相クラスとも簡単に話し合いができるだろう、

そういう人を国連はもう求めています。あるいは電話一本で大統領につなげてもらえ

るような人、そういうクラスの人をトップクラスで求めています。では、そのトップ
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クラスの幹部クラスの人をサポートするような人はどういう人が多いかというと、今

までの傾向を見ますと、国連システムの中で例えば政務分野あるいは人権分野、それ

ぞれの分野でやはりトップレベルの経歴あるいは履歴を持っている人が優先的に入っ

ています。そういう人たちはどうしても国連組織内にいた人が多いというのが今まで

の傾向だと思いますが、今後はやはり外部からも人をどんどん入れるという方向にな

っておりますので、国連職員のみならず幅広く人が起用されるような気がいたします。 

 

 

 さて、そういったところに日本人を送り込むメリット。これは先ほどの地域配分で

すとか、あるいは日本のプレゼンス、国際貢献という話につながると思います。やは

り PKO の幹部レベルを見ますと、本部の状況も反映されていると思いますが、日本の

プレゼンスは大分減っているような気がいたします。幹部レベルの話ですから、本当

にトップクラスなのですが、事務局レベルで言いますと 10 年前、20 年前と比べると、

それこそ事務次長、事務次長補レベルの人が減っている、部長クラスの人も残念なが

ら今を見ると尐し心細いのが現状です。 

 そういった中でやはり国際貢献できる日本人はたくさんいると私は確信しておりま

すが、日本人職員は増えてはいないのですが、大幅に減ってもいない。逆に今はいろ

んなフィールドで活躍されている方がたくさんおります。そういう活躍している人た

ちを幹部クラスまでに育て上げる必要があると思います。幹部ポストに日本人がいる

か否かは、安保理に日本が入っているか否かと同じくらい重要。これは本当に 20 年働

いてつくづくそのように思います。大きな組織ですから、政策決定に直接携わるよう

なところに日本人がいるのといないのでは大きな違いがありますし、情報の共有、そ

れを戦略的に日本の外交にいかに生かしていくか、あるいは逆に日本との連携によっ

て国連にいかに活かしていけるか、そういった流れが日本人がいるのといないのとで

は雲泥の差があります。なので、やはり日本人を幹部クラスに送るということは、国

連にとっても日本にとっても非常に重要なことだと思います。  

 政策議論、本部にしろ、PKO の今後の方向性を議論するにしろ、現地の PKO での先ほ
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ど言いましたような幹部クラスの議論にしろ、そこにいるのといないのとでは、人に

聞かないと情報はもらえないわけです。２次的な情報しかもらえない。そこは大きな

デメリットになると思います。ネパールの例をもう一度申し上げますと、ネパールで

は一応安保理の決議を基にしたミッションですから、安保理のＰ－５とよく言うので

すが、Ｐ－５プラスジャパンという。 

 まとめに入ります。Ｐ－５プラスジャパンというドナーグループあるいは政策決定

のお話をするグループがあるのですけれども、そういうところの話もやはり幹部クラ

スの人がするのです。特別代表がいない場合はその副代表。私がネパールにいたとき

はミッションがかなり小さかったので、私が大使レベルの人たちとネパールの今後あ

るいはミッションの今後を話し合う場があるわけです。そういうところに日本人がい

るというのは先ほども言いましたような観点からもいいのと、アジアの声をより強く

反映させるという意味でも重要なのではないかと思います。  

 

 

 日本人を増やすためにはいろいろ考えられますが、幅広く今後探していく必要があ

るのではないかということです。国連システム内外、勿論、政府からの派遣は昔従来

どおりやってもいいと思うのですが、それよりも幅広く、例えば JICA、青年協力隊な

どで実績を上げてきたような人たち、彼らは十分に国際的にも通用するような幹部ク

ラスの候補がいると思います。 

 政治家と書きました。ほかの国籍の人を見ますと、特別代表クラスの人は元大臣だ

ったとか、ジュニアミニスターだったとか、政府の中で物事を動かした人、そういう

人がほとんどです。そういった意味でも、日本の政治家の中で国際的に尐しずつ動き

出しているような人がいれば、彼らもやはり候補になるのかと思います。また、民間

からも探す必要があるかと思います。 

 それがすぐにはできないかもしれませんが、今の段階でそういう候補になるような

人を探しておいて、数年がかりで準備する必要があるかと思います。どんなに優れた

人であっても、国連関連の経験が全くないと、特に幹部クラスで押し込むのは非常に
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厳しいと思います。ですので、このような人事戦略は２～３年計画、尐なくとも５年

先、10 年先を見据えながら今から着手されるのがよいかと思います。 

 尐し話が長くなってしまいましたけれども、以上で私の話は終わります。ありがと

うございました。（拍手） 

 

○司会 山下さん、ありがとうございました。 

 まさにこのセッションのテーマである幹部人材の問題に焦点を絞ってお話しいただ

きました。また、バルカン、そしてネパールでの御経験に基づいた話で、大変力強い

ものであったと思います。 

 それでは、このセッションの最後に、防衛省統合幕僚学校国際平和協力センター長

の石橋克伸一佐から御報告をお願いいたします。 

 石橋さんは、伺いましたところ、1993 年国連カンボジア暫定統治機構に停戦監視要

員として行かれましたほか、2005 年イラク復興業務支援隊のクエート分遣隊班長を務

められ、2007 年のネパール国際平和協力隊第１次隊長としても活躍されたと伺ってお

ります。また、2010 年にはハイチにも行かれたと伺っており、非常にさまざまな国際

平和業務あるいは復興支援に関わってこられたと承っております。 2010 年３月から統

合幕僚学校国際平和協力センターの初代センター長をお務めでございます。  

 その経験を踏まえて、今日は「国連 PKO へのより積極的な貢献～軍部門の幹部人材

育成における視点と方向性～」というテーマで御報告いただきます。  

 よろしくお願いいたします。 

 

○石橋センター長 統幕学校国際平和協力センターの石橋です。本日はよろしくお願

いします。 

 

 私の方から軍部門の幹部人材育成における視点と方向性についてということで発表

させていただきますけれども、まず最初に私はここに立って非常にヘジテイトしてお

ります。と言いますのは、非常に御高名な先生の後にその並びで発表させていただく
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ということと、自衛隊は実は、いわゆる今お話にあったような幹部人材をまだ出して

いない。その中でいかに育てるかと話すのは多尐気が引けるところはあったのですけ

れども、私の国際平和協力センターというのは、防衛省の中のそういった人材を育成

するための組織ということで立ち上げられておりますので、その中で私の個人的な考

えでありますけれども、こうあるべきであろうというやや具体的なところをお話しさ

せていただきたいと思います。 

 

 

 本日発表させていただきます項目は、こちらのとおりです。 

 国連 PKO が必要とする能力と、これまでも幾つか話が出てきましたけれども、これ

らについて概観しまして、私の私見で我が国要員の特性を比較し、そこから教育訓練

において重視すべき事項、人材育成の方向性等について説明させていただきます。  

 

 

 まず最初に、本日私に与えられたテーマである軍事部門は、国連 PKO においていか

なる役割を果たすのかについて考えてみたいと思います。  

 既に御案内のこととは思いますし、これまでも話に出てきましたが、伝統的な PKO
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においては、軍部門は活動の主体であり、外交的な性格を持つ、物理的あるいは精神

的な紛争のクッションであったと言えます。いわゆる軍はある程度本来的なものを期

待されていた。そして、現在、展開されている多機能型あるいは多元的と言われる PKO

においては、軍は重要な部分を占めてはいるものの、文民を含む大きな組織の一機能

という位置づけになると言えます。 

 この中で軍部門は、紛争再発の抑止という本質的な役割に加え、政情や治安が不安

定な環境下において、平和の構築に対し、より積極的に貢献することが求められてき

ていると言えます。また、他方では、不安全な環境下においても PKO 要員や文民の保

護をしっかりと行う、よりロバストな PKO の必要性もうたわれており、この文脈にお

ける軍組織としての役割も期待されていると考えられます。  

 

 

 このような状況を軍に求められる能力という観点からまとめると、軍事組織として

の本来的な能力の必要性は変わらず、更に文民組織と連携しつつ、より平和構築に貢

献する能力についても必要とされてきているということが言えるのではないかと思い

ます。本日の私の発表は、このような状況認識を前提とした上で、教育訓練、人材育

成がいかにあるべきか、ということについて話をさせていただきたいと思います。  

 これは長谷川先生のところからも出てきたのと大体同じなのですけれども、国連が

一般や管理職職員に必要な能力ということで示しているものです。国連の職員募集に

関するウェブサイトから抜粋したものです。 

 和訳すると微妙なニュアンスを間違えるおそれもありますので英語でそのまま表示

させていただきました。また、それぞれの説明は時間の関係もあり、省略させていた

だきます。 

 コアな資質、能力及び管理的な能力について示されておりますけれども、これらは

いわゆる教育等を企画する人間がどのような教育をしていくべきか、ということを考

える上で大変参考になるものだと思います。また、実際に私がネパールの政治ミッシ

ョンに行って軍事監視員として働いたときも、おおむねこれと似たようなことで、こ
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れに軍事的なところを加味したもので実際に評価されておりました。実際、日本の要

員がどのように評価されたかというのは後ほどまた説明いたします。  

 

 

 

 先ほどの一般的な職員対象ではなくて、PKO 要員に対しては、2008 年に DPKO が出し

ました国連 PKO の訓練ニーズ評価報告において、スキルギャップという形で共通して

必要な能力としてここにあるような能力が挙げられております。  

 また、スライド下段になりますけれども、我々として関心を持つべき事項として、

DDR や民軍の連携、法の支配等の具体的あるいは技術的な事項、すなわち要員の一般的

な能力のみではなく専門的な知識についても必要ということがうたわれております。  

 では、ここからは難しいところなのですけれども、我々日本の要員がこういった能

力をどの程度保持しているのかという現状を分析することは教育訓練を企画する上で

非常に重要なことです。しかしながら、このような分析は同じ日本人であってもそれ

ぞれに特色が異なること、あるいは任務によって活動の内容やその能力の優先順位も

異なること、一番大きいのですけれども、具体的な評価資料というものは個人情報と

いう観点であったり、あるいはほかの観点からも非常に入手しづらく、客観的に正確

に把握することは非常に難しいものがあります。 

 しかしながら、それでは議論を進めることはできませんので、私の微々たる経験で

はありますけれども、それを基に分析をしてみたいと思います。  

 



72 

 

 

 ここに例示しましたものは、私がネパール政治ミッションに参加した際、私のみで

はなく一緒に勤務した日本の要員それぞれに対する印象についてインタビューをして

得たものです。 

 対面で実施したために否定的な意見は弱められていることは否めませんが、６名の

日本要員に対する共通的な評価はごらんのとおりであり、私自身が他国の要員と比較

しつつ後輩たちの勤務ぶりを見聞きして感じたものもおおむねこれと同様です。  

 ○はいいというかそのとおり御理解いただけると思いますので、×の部分を多尐説

明させていただきますと、社交的でないという点は性格的には必ずしもそうではない

と思うのですが、語学能力から来る消極性といいますか、そういったところによるも

のが大きいと思います。また、厳しさを要求するという点もそのとおりだと考えます。  

 さまざまな国の要員が集って、能力にも大きな差がある中での活動において、完全

性を追求しすぎて真面目で融通が利かないというのは１つの特性であろうかと思いま

す。 

 また、過保護という点については、これは個人の能力の問題ではないのですが、で

きない仕事があるということはメンバー間のさまざまな軋轢が生じる原因にもなり、

また安全志向が強すぎて仕事に消極的であるという印象を与えてしまうということが

あるのではないかと思います。 

 このインタビューをしているときに、ある国の要員は、日本のように独自の制限を

付けて活動することは国際的に無責任なのではないかというような厳しいことを言う

人間もおりました。 
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 こちらのスライドはそれこそ全く私の主観になりますけれども、PKO のみならず国際

緊急援助活動等を含めて、自衛隊が国際的な活動をした際に現地などから受けた、自

衛隊や自衛官に対する評価をいろいろ報道の記事とか、自衛隊内の報告を見てそれを

概観したものです。 

 これを全体をまとめて言いますと、意思疎通は語学能力のみならず、相手を説得す

る能力までを含むと思いますが、それ以外の能力や資質という点においては、日本の

要員は全く見务りするものではないと思います。ただ、その一方で、国際環境下にお

いて多様なアクターとの活動を行うための能力等は向上させていくべきであると考え

ます。 

 また、日本人全般にあるのですけれども、優れたその能力に比して自己評価は非常

に謙虚であるという状況が見られますが、これはいわゆる経験を通じた自信というも

のが不足しており、その自信の不足が現場における調整や交渉における必要な妥協、

そういったものも困難にしているという点があるのではないかと思います。先ほど言

いましたように、いわゆる真面目すぎるという点にも共通しているところであろうと

思います。それが逆に短所になっているという点も否めないと考えております。  
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 このような評価を最初に出しました国連が必要とする能力というのと比較してみた

いと思います。先ほど私の主観と言ったのと最初のネパールの１次要員に対する実際

の評価をここで表してみました。青が私が優れると思う能力、赤が不足する能力、白

については私の分析では評価できないという部分であります。  

 真面目さやプロフェッショナリズム等の軍事要員としての一般的な資質は十分にあ

り、かつ、基本的な事務能力や技術も比較的優れていると思います。特にここでクラ

イエントオリエンテーションというのがあるのですけれども、これは私なりに意訳す

ると、現地目線あるいは相手目線の活動ということであり、自衛隊が過去最も高く評

価されてきているところだと思います。しかしながら、語学能力を含む総合的なコミ

ュニケーション能力の不足は否めません。また、これと関連すると言えますが、多様

な価値観を理解し、尊重しつつ活動するという点では、精神的な面も含め、自国の制

度や成功体験に縛られすぎており、またそれらを理解するための勉強や経験というの

はかなり不足しているのではないかと思います。 

 実際に自衛隊では派遣前に相当な教育を実施しているにもかかわらず、任務を終了

して帰国した要員の所見には、もっと国連の制度であるとか現地の歴史や文化を勉強

しておくべきだったという所見が多く見られます。 

 他方、管理者の能力については、これまで自衛隊から国連本部や現地の司令部の主

要ポストに派遣したことはなく、どのような評価をする、あるいはされるのかという

のは不明ですので、この場では言及しません。 

 では、このような分析に基づいて今後どのようにすべきかについての説明に移りた

いと思います。 

 

 

 先ほど分析したとおり、軍事組織としての一般的な能力については、これまで良好

な評価を受けており、このことは平素の自衛隊における教育訓練の国際平和協力活動

現場における有効性を示しており、引き続き自衛隊内の通常の活動や教育訓練の中で

向上させていけばよいと考えております。 
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 指揮管理者としての能力については、先ほど評価できないとは言いましたが、この

項目をよくよく見てみると、何も国際平和協力活動に限ったことではなくて、いわゆ

るどの組織においても、自衛隊の中においても非常に重要な要素であるということが

わかります。 

 すなわち、これらは短期間の教育訓練や知識付与で養成できるものではなくて、組

織内のキャリアアップを通じて涵養させていくべきものであると考えます。例えばリ

ーダーシップ等については、まずフォロアーの気持ちを身をもって体験させ、次いで

小さな組織の指揮官あるいは管理者としての職務を付与して、悩ませ、試行錯誤させ

ながら徐々に大きな組織を任すなどといった過程を踏まなければ身に付かないもので

あるということです。 

 ただし、ここで長谷川先生とか山下様から御指摘ありましたけれども、忘れていけ

ないことは、単一の組織の中の理論だけではなくて、国際環境下の活動を連携させて

視野を広げ、あるいは多様性を理解する機会を付与することが必要だと考えます。そ

してこれも教育訓練と言うよりは、勤務の経験という中から学び取り、身に着けるべ

き能力であると考えております。 

 一番下にありますけれども、こういったベースの上に、先ほどあった DDR であると

か PKO 固有の技術や知識等もありますので、こういうものを付け加えるための専門的

な教育訓練、先ほどまであった弱点の補強があると考えます。  

 

 

 では、先ほどの３項目目の付加すべき特有の教育訓練の在り方ですが、スライドに

提示したことを重視すべきであると考えます。 

 まず最初は、中満さんの方からありましたけれども、国連はさまざまな教育の基準

とか、教育に関する取組みをされておりますので、これに従って実施をしていくとい

うこと。これらを網羅しつつ、必要なレベルを確保していくということが必要であろ

うかと思います。 

 これは当然 PKO 派遣国としての義務でもありますし、他国の経験、ノウハウを導入
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するよい機会である。また、この項目を網羅することによって自らの弱点というのを

理解することができると思われます。 

 次は我が国の経験及び教訓の分析、蓄積、反映であります。私は個人的に、日本は

独特の美点というものがあって、それなりに高く評価されている部分があると思いま

す。これは単によかったよかったというのではなくて、それがなぜそうなったのかと

いうことをよく分析して継承していくことが必要であろうかと思います。また、独特

の制約といったものがあるということも現実でありますので、そういった状況の中で

現場でいかに活動していくかということをよく考えて行動していくということが必要

であろうかと思います。 

 ３番目としましては、やはり PKO は刻々と変化しておりますので、最新の活動状況、

国連の動向等を把握して、これを逐一教育へ反映していくということが大変重要であ

ると考えます。 

 

 最後に結論としまして、先ほどまでの教育訓練を含む大きな考え方としての人材育

成の方向性について私の考え方を説明します。 

 まず１つ目が長期的な視野に立った人事育成ピラミッドの構築が必要です。これは、

国内のいわゆる基本的なリーダーシップとか国内の勤務で身に着けつつ、PKO 独特の教

育、PKO に限らずいわゆる国際的な海外の勤務を連携させたキャリアアップが必要であ

ろうかと思います。このような機会を与えることは非常に限られた人間になると思い

ますけれども、そのためのすそ野を広げておくことが大変重要であると考えます。  

 ２点目が、この１点目がいわゆる組織内の縦軸としたら、その横軸の部分になろう

かと思いますけれども、他省庁あるいは海外との連携及び教育機関の能力向上が必要

であると思います。これはいわゆる情報の交換であるとか、教育訓練の相互協力とい

うのもありますし、さまざまな場面での連携というのが必要になってこようかと思い

ます。そして、このようにすることは、実はこのような連携すること自体が先ほども

出てきた民軍連携のみならず、いろんな組織との連携、そういった能力をつくる基礎

づくりになるのではないかと考えます。 
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 非常に駆け足でお話しさせていただきましたけれども、以上で私の発表を終らせい

ただきたいと思います。（拍手） 

 

○司会 石橋さん、どうもありがとうございました。 

 個人のお立場で率直にお話をいただき、また経験を踏まえてお話をいただいて大変

参考になったと思います。実はこれから討議に移りたいのですけれども、その前に１

つだけ予定もせず、またお願いもしていないのですが、先ほど石橋さんの御報告の中

で、経験を通じた我が国の要員の特性というお話を聞いていらしたときに、長谷川先

生も山下さんもニコッと笑っておられたので、この石橋さんの評価をどういうふうに

お考えになられるか。今までは国連の立場からどういう人材が求められるかというお

話をしていただきましたが、石橋さんからは軍部門の立場からご報告いただきました。

今、石橋さんからお話をいただいた点について、何かコメントがいただければありが

たいのですが、長谷川先生、いかがでしょうか。 

 

○長谷川教授 全く同感です。このような点が文民の方にもあると。ただ、私が最近

非常に勇気づけられているのは、JPO とかそういう過程を踏まえて、非常に若い方がど

んどん育ってきているということで、実は外務省の方も２年に一度、９月に２週間、

アメリカの国防省と協力して GPOI というＧ８のサミットが始めた、要するに国際平和

協力要員を育成する訓練があります。それに毎年大体 25 人ぐらいが２年に一度来てい

ます。そこで今年も日本人の方が５人そこに入られ、すばらしかったです。皆さん非

常に発言して、勿論、英語力も十分でしたし、その方たちは先ほど言われたＤ－１と

かＤ－２レベルの方々なのですけれども、私は彼たちの中から１人、２人と幹部職員

になっていかれると確信しております。 

 

○司会 ありがとうございます。山下さん、いかがですか。 

 

○山下所長 ありがとうございます。本当にとてもいいお話をいただいて、全く私も

同感し、そのとおりだと今申し上げたばかりだったのですが、一番同感したのが、先

ほどお話があった経験に基づく自信。まさに日本の美徳あるいは強みと弱みは、国民

性もそうなのですけれども、謙虚である。相手目線で物事に対応し、気配りと気遣い

が非常によくできる。これはとても重要な要素というか、スキルなのです。これはそ

う簡単に身につくものではなくて、日本の場合は国民的な生活の中にももう入ってい

ますから身についている。これを活かすのが重要なのです。ですので、謙虚であるけ

れども、まさにおっしゃったとおり、経験に基づく自信と組み合わせると、大げさに

言っているようにはならないのです。国際社会ではそういった観点というのがすごく

歓迎されると思います。 
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 あともう一つ思ったのは、これはよくいろんなところで議論されることなのですけ

れども、幹部に人を送り込むというのは非常に重要であることは間違いないです。た

だし、すべての人が幹部に入ったからといってそのまま残るというわけではないので

す。日本に戻りたい人もたくさんいるわけで、戻ってきた人の行先が余りない。それ

が余り評価されていない現状があります。それをどの組織も変える必要があると思う

のです。これはそう簡単に変わるものではないのですが、海外のキャリアあるいは海

外の経験を重要なものだと評価する認識が欠如しているのと思いますので、その観点

が１つ重要になってくるかと思いました。ありがとうございます。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、皆様からの御意見あるいは御質問をいただきたいと思います。先ほどと

同じように手を挙げていただいて御発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

 

○質問者（目賀田氏） 座って失礼します。防衛省の統合幕僚監部の国際平和協力室

の目賀田と申します。 

 お話ありがとうございました。非常に興味深く聞かせていただきました。私の質問

に関しては、山下さんのところで PKO 組織における戦略的幹部クラスにおける日本人

のプレゼンス不足というか減尐の傾向があるというお話があったのですけれども、皆

さんに対して質問をしたいのですが、こういう戦略的な幹部クラスにおいて日本人が

プレゼンスを発揮できない根本的な原因といいますか、直接的な原因というか、そう

いう原因について何かお考えのところがあれば教えてください。以上です。  

 

○司会 ありがとうございました。ほかにいかがでございましょうか。  

 それでは、とりあえず今の御質問について、これはどちらかというと山下さんと長

谷川先生にお答えいただいた方がいいかと思いますが、いかがでしょう。  

 では、山下さんから。 

 

○山下所長 ありがとうございます。難しい質問です。私も国連に 20 年勤めて、先ほ

ど申し上げましたように邦人職員の数はもともと尐なくて、国連の事務局の観点から

見ると大体 100 人前後なのです。それは増えもせず減りもせずなのですが、明らかに

明石先生とか緒方先生がいらした時代、もう長谷川先生も退職されてしまいましたし、

その時代から比べるとちょっとギャップがあるのです。次に続く人材がなかなか育た

なかったのか、人が尐なかったのかはわからないです。ただ、１つ言えるのは、先ほ

ども言ったように、国連組織の中でもう 100％キャリアをやっていく人は大分増えて来

ているのです。今、国連に入る人は大体みんな国連をキャリアと思って入ってくる人
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が多いです。ただ、国連自体の現状が大分厳しくなりまして、先ほども申し上げたよ

うな大臣クラスですとか政務官クラスの人たちがどんどん入ってくるのです。そうい

う人たちとの競争になるわけです。そうすると、勿論、キャリア志向で上がっていく

人もいます。ただ、それだけではもう幹部に行くという保証はもともとないのですけ

れども、より尐なくなった。 

 そうすると、加盟国の外交戦略の一環として送り込むというところにより力を入れ

る必要が出てくると思うのです。そういったところで今までなかなかうまくマッチン

グができなかったのではないかというのが１つあります。あともう一つは、まさに国

連キャリアとして来る人ではなくて、外部から人を送り込むときに、ではその人たち

は何年残り、戻ってきたらどういうところに行くか、先ほど言ったことにつながるの

ですが、そういったビジョンがどうしても見えてこないので、なかなか日本からは人

が来ない。人がいないわけではないと思うのですね。優秀な人材はいます。そういう

人たちを幅広く掘り出して、やはりいろんな形で支援しながら送り出す必要があると

思います。 

 

○司会 ありがとうございました。長谷川先生、いかがでございますか。  

 

○長谷川教授 私も同感で、１つ付け加えるとすると、やはり日本の政府、社会が今

までどちらかというと国連の平和維持活動に対してどんどん人を送っていくというこ

とが重要であるという認識がこの５～６年前までは深くなかったと思うのです。そう

いう意味で言って、今日、羽田事務局長、明石さんが言われていたように、いろいろ

な研究員とか受け皿もつくって育てていくという政策を採り始めたので、その結果は

出てくると思うのです。日本はどちらかというと何事にしろ非常に時間がかかるとい

うか、ただ着実にやっているという気がいたしまして。ですから、今まではどちらか

というと UNDP とかユニセフとかそういうところに人を入れようよと、拠出金も大分出

しているのだからというので、それなりに成功してきたと思うのです。この４～５年

になって、今度、PKO の方にも入れようよということをなされていると。 

 それは非常にいいことで、私の方から言わせていただきますと、速度を速めてどん

どんいい人を見つけてその人たちを支援していただければ経過もよくなってくるので

はないかと思います。 

 

○司会 ありがとうございます。 

 ほかに御質問あるいは御意見、いかがでございましょうか。どうぞ。  

 

○質問者（飯塚氏） 以前に UNDP ミャンマーで働いていました飯塚涼子といいます。 

 山下さんに質問なのですけれども、私は４年半くらいミャンマーで働いていまして、
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コミュニティデベロップメントとかサイクロンの復興などに携わっていたのですけれ

ども、とてもいい仕事をさせていただいたのです。でも、最後の方に感じたのは、や

はり村のレベルでも、ガバメントレベルでも、現地の人がリーダーシップをとってや

っていかなければいけないと本当にすごく感じたのです。でないとサスティナブルに

ならないと思ったのです。 

 でも、私はこれからも国際機関でやっていきたいですし、そういう強い意思がある

のです。では、外国人としてその国のために本当に効果的に貢献をしたいと思ったと

きに、外国人として何ができるのかなといつも思っているのですが、日本人として幹

部に入るにはというお話があって、すごくそうだなと思ったのですが、日本人として、

また外国人として本当に意味のあることをしたいと思ったときに、ではどういうやり

方でやっていけばいいのかなとか、ぼやっとした質問なのですけれども、もしお考え

があるところがあればお知らせいただければと思います。  

 

○司会 ありがとうございました。ほかに御質問あるいは御意見がおありでしたらお

受けしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。  

 

○質問者（水野氏） 朝日新聞の水野と申します。 

 私、ちょうど 20 年前にカンボジアで国連のミッションが立ち上がったときに現地で

取材していたのですけれども、当時、明石さんがヘッドでいらして、長谷川さんが UN

ボランティアの次長で、日本人が殺されたときなども収拾に当たられたときの取材な

どをしたのですが、あのとき私たちマスコミは日本にとっての国連 PKO 元年と言って

たくさんの日本人の若い人たちとか国連ボランティアとか日本の国連職員の人たちが

あそこにたくさん集まっていたわけですね。今、福島さんがおっしゃったみたいに、

あれから 20 年経って、あそこで PKO の現場に参加した人たちの何人が国連組織の中に

生き残って、今何をしているのだろうと数えてみると、多くの人が残念ながら国連組

織を離れたりとか、残って、先ほど長谷川先生がおっしゃった国連の PKO 幹部研修に

参加されているのは、井上健さんという方が今は残っているぐらいで、本当に尐ない

のです。 

 ただ、そこから離れても、例えば学会の方に行かれている佐藤先生とかいるのです

が、日本の場合の組織の難しさは、欧米社会だとあそこで１回入って、例えばゴール

ドマンサックスに行ってまたここに戻ってくるとか、回転ドアといいますか、キャリ

アパスが行ったり来たりできるパスですね。ところが、日本の場合は、国連に残って

いくと PhD を取らないとＰ－５まで行けないとか、なまじ日本の場合は受け入れ先の

機関がしっかりしているので、外務省だったら外務省に戻った方が確実に出世できて

将来は大使まで行けるとか、結局日本の中に戻った方が生活設計の面でも子どもがで

きてしまうとか、そういうことがあると思うのです。そこら辺の日本の社会との受け
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渡しといいますか、日本の社会の側で受け皿みたいなのをちゃんとつくらないと、い

つまで経っても明石先生とか突出した人材は残りますが、それ以外の普通の人材は結

局残らなくてどちらかに行ってしまうということになるのではないかという気がする

のです。 

 そこら辺、是非長谷川先生とか山下さんとか長く国連の側から見てきた方に、日本

の社会との継ぎ目、その部分をどうしたらいいか御意見を伺いたいのです。  

 

○司会 大変重要な御指摘だと思います。先ほどから、山下さんが御指摘になってい

る点とも相通じるところがあるのではないかと思いますが、御質問はそれでよろしゅ

うございますか。ほかにいかがでございましょう。長さん、どうぞ。 

 

○長理事長 短いコメントなのですけれども、今、皆様御指摘されたように、日本人

はまだまだ尐ないという一方で、やはり文民の部門は今日いらっしゃる長谷川先生に

しても山下さんにしても緒方さんにしても、あるいは中満さんにしても、モデルケー

スというような方たちが結構いらっしゃると思うのです。その点で石橋さんが御指摘

になった、防衛省の軍の部分ではそういう人がまだ出ていないというのは、やはりす

ごく面白い指摘といっては申し訳ないのですけれども、そういう意味で全体の底上げ

も必要なのですが、何か突出した人でもそういう人が１人でも出ると全体の自衛隊の

方々の励みにもなると思いますし、モデルケースにもなるのかなと改めて思いました。 

 

○司会 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。  

横田先生、どうぞ。 

 

○横田理事長 横田です。昨年３月までは大学で教えていまして、国連研究、平和維

持活動などについても関心を持って研究してきました。石橋さんにちょっと伺いたい

ことなのですが、日本の自衛隊の PKO 参加というのはもう御存じのとおり、自衛隊の

在り方から始まって国内で非常に政治的に議論されてきた問題で、参加自体が初めか

らだめだという意見もある中で、尐しずつ法律を整備してやってきたわけなのですが、

私が伺いたいのはこういうことなのです。 

 自衛隊としては、本当は人材をきちっと教育し訓練していきたいという希望がある

と思いますが、それがまだそういう国民の世論や何かの制約で思い切ってできないと

ころがあるのではないかということを質問したいのです。  

 中身は、直接的に申し上げますと、ハイチに派遣されたとき、ハイチのことを恐ら

く知っている自衛隊員というのはほとんどいなかったと思うのです。要するに、海外

に PKO で派遣されるとしたら、地域研究というのがある程度行われていて、しかもそ

の地域についての基本的な授業が行われていないとおかしいのです。外国の軍隊は、
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外に派遣されることを前提にしていますから、アメリカもそうですけれども、地域研

究はものすごくやっているのです。第二次大戦当時、日本のことを一番よく知ってい

たのは多分アメリカ軍だったと思うのです。つまり、そういうところでアメリカの中

でも日本の研究者のかなりの人は実は軍から始まっているのです。  

 そういう中で、自衛隊は恐らく海外派兵はいけない、専守防衛ということですから、

外国のことを勉強したら、すぐに海外派兵を考えているのだろうと言われると困るの

で勉強しなかったのではないかと思うのです。言語もそうです。アメリカの軍は諜報

情報機関も含めて言語教育をものすごくやるのです。アメリカの国際関係論というの

も軍から始まって言語教育を徹底的にやっているのです。ですから、ハイチに行くと

なれば、クレオールを話せる人が何人かいないと本当は軍としてはおかしいのですけ

れども、自衛隊の場合、多分いなかったと思うのです。 

 そういうことで、私は実は自衛隊がやりたいと思ってもできない政治情勢といいま

すか、国民の理解が全くない中で苦労しておられたと思うのですが、質問は、そうい

う時代が尐しずつ変わってきて、今は派遣しなければいけない時代になったときに、

そういう地域研究とか言語というものはきちっと教えられるような体制になってきて

いるのか、それともまだその辺は不十分だという状況なのかということを教えていた

だきたいということ、これが質問です。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 ほかに御質問あるいは御意見ございますでしょうか。どうぞ。  

 

○質問者（落合氏） 貴重なお話ありがとうございました。学生の落合と申します。  

 今、コメントを聞いて考えたことを申し上げたいのですけれども、国連に興味を持

っている学生とかたくさんいると思うのです。でも、日本の社会の方が温室というか

生きやすいという感じがして、特に国連は終身雇用がないのでそういう部分で足踏み

してしまう人も多いと私の中では思っています。あとは海外というのがキーワードと

なって、海外だと戦いの場になって、日本国内では余り基盤にならないというか、ど

ちらかというと留学経験のある人が重視されたりとか、そういうのが私の中では違和

感があって、日本人なのだから日本で教育を受けていれば間違いではないし、日本人

であって日本の社会で経験したことは決して海外に行って弱みになるとは思わないと

いうのが１つ。 

 あとは先ほど先生からお話を受けたことで、有名な話で、ブッシュ大統領は中東に

ついて全然知らなくて、イラク戦争のときも何も本を読んでいなかったのに戦争した

という情報があるのですけれども、ナポレオンにおいては、国に攻め入る前にその国

のことを知っていたとも聞きまして、ちょっと頭に浮かんだことがありまして、アメ

リカの軍とかは戦争に行く前、軍事学校みたいなところで倫理の勉強をするという。
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例えば戦争論を読んだりして、どうして戦争は正当化されるのかとかそういうのを勉

強するそうなのですけれども、日本はまだ倫理、そういうところの部分がまだ勉強が

浅いのかなと思っておりまして、そういう倫理の勉強とか根本的な勉強はどうやって

していけばいいのかというのをコメントいただければ、お願いいたします。ありがと

うございました。 

 

○司会 ありがとうございました。今までいただきましいた御質問について、お三方

からそれぞれのお答えをいただきたいと思います。 

 最初に飯塚さんからの御質問も含めて、水野さんからも問題提起があった点を、ま

ず山下さんにお答えをいただきたいと思います。その後、長谷川先生から水野さんの

御指摘あるいは御意見についてコメントをしていただければありがたいと思います。

また最後になって申し訳ないのですけれども、石橋さんに長さんから御指摘があった

点、これはどちらかというとコメントだと思いますが、何か御意見があればお願いし

ます。横田先生から具体的な御質問がございましたので、これについてお答えをいた

だければと思います。また、お三方共通で今の落合さんの意見について、何かコメン

トがあればお願いいたします。 

 

○山下所長 いろいろなコメントを本当にありがとうございました。ミャンマーにお

られた飯塚さん、とてもいい経験をされていると思いますので、是非その経験を生か

して、ミャンマーなり東南アジアなり、あるいは日本でいろいろな次のステップが考

えられると思います。幹部に入ることだけが貢献ということは全くなくて、外国人と

してその国のためにどういうことができるかということがあるのですけれども、それ

は人それぞれだと思うのです。私は国連という組織に入って国連を通しての支援とい

うのが自分では一番納得いくし、大きな組織があるからこそできること、できないこ

とがあると思っておりますので、国連を通しての支援というのは非常に今までに 20 年

やってとても有意義な仕事をさせていただきました。 

 でも、そうとは限らず、例えば地域機構を通すとか、NGO 活動を通すというやり方も

ありますし、全くコミュニティの中に入って、そのコミュニティ１か所を決めてそこ

で自分でボランティア活動をするというやり方もいろいろあると思うので、やはり自

分に合ったものを１つ見つけるのがいいのではないかと思います。せっかくの経験で

すので、是非それを活用してください。 

 朝日新聞の水野さん、ありがとうございました。まさにキャリアとか人生設計とい

うのは、だれもが直面する問題だと思います。ただ、私の観点から言わせていただき

ますと、２点あります。 

 １つは、国連は確かに厳しい環境です。終身雇用もほとんどなくなりましたし、競

争が非常に厳しい。その競争の環境というのがいろいろな意味で競争しなければいけ
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ない。国籍で競争するとか、職種で競争すること、職歴、どういう人脈があってどう

いう付加価値を持ってこられるとか、そういういろんなことを上に行けば行くほど求

められます。ただ、それは恐らく大きな組織であれば似たような課題はあると思うの

です。私自身、日本と国連を見ていると、日本人は本当に優秀な人材がいろんな分野

でいますので、十分に競争できる環境ではあると思います。ただ、やはり日本的な環

境ではないので、かなり厳しい環境でやっていく自信と情熱がないとそれはもたない

というのはあると思います。 

 もう一つは生活設計の話ですが、私も女性として 20 年やってきましたが、１つ言え

るのは、まず女性として差別を受けたことはないと思っております。専門性を生かす

こともできましたし、キャリアの上でも女性だからということはまずなかったと思い

ます。逆に私も子どもが１人おりますが、そういった福祉面もかなり充実しておりま

すし、職場復帰も保障されているので、そういった意味では全体的に見るとバランス

がとれていると思います。ただ、日本に戻るとかそういったところは大きな課題とし

て残ると思います。 

 最後に、学生の落合さんからのコメントですけれども、今、言ったこととつながり

ますが、海外で勉強しないといけないということでは全くなくて、十分に日本での教

育でも国連ですとか国際機関あるいは国際社会で活躍できる基盤はできると思います。

問題は語学力です。語学力がネイティブ並というか、仕事ができるだけの語学力があ

れば、それは日本で勉強する知識で十分に対応できると思います。  

 以上です。 

 

○司会 どうもありがとうございました。長谷川先生、お願いします。  

 

○長谷川教授 朝日新聞の水野様からの御質問で、非常によく御存じなので質問も非

常に的をついていると思うのです。質問の中に答えがもう既に入っているというか、

そういう感じがいたしました。 

 やはり日本においてまた帰ってきたときの受け皿として、もっと政府にしろ、大学

にしろ、機関がすべきであると。それで内閣府もやったし、私自身、実はこの国連大

学の８階にある UNDP の事務所に２つポストをつくりました。それはＰ－３とＰ－４の

レベルなのですけれども、今そこに日本人の UNDP の職員が帰ってきて２年ぐらいいて

また出て行っています。その方たちが今上っていって、 UNDP のカントリーディレクタ

ーなどになっております。ですから、私が期待しているのは、そういう人たちがあと

４～５年経つと、もし PKO の方へ行くとなれば、その幹部の部門に就けると思います。 

 もう一つ、先ほど石塚さんが言われた点で、現地の人に対してどうしたらいいかと

いうことなのですが、レベルによりますけれども、私はうちの理論として primordial 

leadership というのを現地において大いに育成する。その現地に根がついている。し
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かし、外からの新しい考え方を入れていけるような指導者をどんどん探していくとい

うか。 

 それで１つ私がしたことは、成功したと思うのです。それは現地の人に挑戦すると

いいです。そして、彼たちが絶対西欧社会というか先進国には負けないぞということ

をやれというと、案外反応よかったです。１つは、私がルワンダにいたときにポール

カガメと大分やったのです。ポールカガメは副大統領だったのですけれども、彼に私

は絶対ルワンダで西欧社会が今まで行けなかったということを言うのはやめろと。西

欧社会の人たちができないかもしれない民族間のフツとツチ族の間の憎しみを乗り越

えていけるようにやれるということを世界にとって示してくれと。初めは、彼はそれ

は難しいと、選挙などできないよということも大分言っていたのですけれども、今、

いろいろ批判はございますけれども、人権とかいろいろありますけれども、御存じの

ようにルワンダは非常にアフリカで成長している国の１つですね。  

 もう一つ、東ティモールもそうだったですね。東ティモールでも現地のリーダーに、

私はあなたたちは絶対できると、見せてくれと言ったのです。先ほど言ったのですけ

れども、ラモス・ホルタにしろ、きっと明日会うとこう言うと思うのです。ラモス・

ホルタは、長谷川、見ろ、私たちはちゃんとやっているよと、うまくできるんだと。

要するに、何とか今までは SRSG とかそういうのが現地の人をぼんぼん叩けばいいと、

そういうやり方が西欧式みたいだったのです。だから、そうでなければいけないとい

うのではない、日本人だから日本のやり方もあるし、それでやっていったらどうです

かと言うと思います。 

 最後に１つお願いがあるのは、日本の政府の方たちも、今、日本人を一生懸命入れ

よう入れようとやっていたのです。でも、それもいいのですけれども、ちょっと心を

広げて、例えばハーフの方も今日本人でいるのです。よくたくさんできる方がいるの

です。それが日本人でないからだめだという、私にとってみると、余りにも日本日本

すぎると思うのです。もう尐しゆったりして半分日本人でもいいではないですか。で

きる方は大いに支援していく。そういうふうに心を広げて対処していっていただきた

いと思います。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 石橋さん、お待たせいたしました。お願いいたします。  

 

○石橋センター長 いずれも答えづらいところはあるのですけれども、まず長先生の

方からですと、確かにモデルケースとかそういうのはないと思います。ただ、これは

いわゆる PKO 法が制定されてもう 20 年経ちますけれども、我々の業務で言う PKO の本

体業務というのは当時まだ凍結されていて、その後、解除されていったと。このほか

にいろいろ武器の使用の話とか、また整理しなければいけない問題が幾つかあるとい
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う中で、いきなり上部のところに日本から出せるかという問題が多分あるのではない

かと思います。 

 皆さんが言われていると同じように、自衛隊の中でも国際平和協力業務というのは

本来任務化されましたけれども、位置づけとしては従たる任務でありまして、キャリ

アパスをつくるべきと私は言いましたけれども、今実際にそれはない状況です。 PKO

に行って帰ってきたら普通の訓練をして、次、また PKO に行くかどうかというのはわ

からないような状況の中でなかなかそれをつくるのは難しいのではないかと考えられ

ます。ただ、とは言いつつ、自衛官からも DPKO に人を入れようとする努力とかそうい

ったことはしていますし、我々も出せないからそういう人材を育成しなくていいのか

というわけではないと思いますので、そういった議論とは別に、いざそういうことが

できるようになったら対応できるような人材を育成するために一つひとつやっていこ

うという努力はやっているところだと考えております。これは余りお答えにならない

ですけれども、そういう状況であります。 

 横田先生の質問ですけれども、尐なくとも専守防衛という考え方があるから外国の

知識とかを勉強してはいけないということはないと思いますし、実際にそれぞれの地

域に関する、いわゆる研究まではいかないのかもしれないですけれども、情報収集と

かそういったことはなされていると思います。もう尐し端的に言うと、これまで全然

予測していない地域に国際緊急援助隊を出そうとしたときに、昔で言うと地図がない

という状況から始まっていたのですけれども、今はとりあえず地図はあります。そう

いう程度には行っていると思われます。 

 あと言語というのは確かに問題であろうかと思いますし、自衛隊自身もとりあえず

英語だけでもと言っていろいろ努力はしているのですけれども、なかなかうまく伸び

ていかないというところがあろうかと思います。ただ、いろんなところの言語という

観点では、自衛隊の制度として予備自衛官補といって、これまで自衛隊の勤務をして

いないのですけれども、そういう特別な技能を持った人を予備自衛官として雇用する

というか確保して、いざというとき使おうという制度もできていますので、そういう

制度を活用していけばまた今後いろんなところにも対応できていくようにはなるので

はないかというように思います。以上です。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 大変参考になる御発表をいただき、また質問に対して丹念かつ率直にお答えいただ

きました。３人のスピーカーの方々、長谷川先生、山下さん、石橋さんに心から感謝

をして拍手をさせていただいてこのセッションを終らせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。（拍手） 
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第３セッション：紛争経験国支援への取り組みと人材育成  

～選挙支援、ジェンダーを例に～  

  

○司会 それでは、引き続きまして第３セッションに移りたいと思います。  

 第３セッションでは、再び国際平和協力研究員の方々に御報告をいただくことにい

たしております。 

 第３セッションでは、紛争経験国支援への取組みと人材育成というセッションテー

マで、選挙監視にとどまらない選挙支援、ジェンダーを取り上げてみたいと思います。

御発表はお二人の国際平和協力研究員の方にお願いし、横田洋三先生にコメントをお

願いしております。 

 それでは、まず選挙支援につきまして、栃林昇昌研究員から御報告をお願いいたし

ます。 

 栃林さんは、国連スーダンミッション選挙支援、東ティモールにおける選挙支援、

国連アチェ・ニアス復興調整官事務所などに勤務された御経験がおありでして、文民

として実際の国連 PKO に参加された経験をお持ちです。 

 それでは、栃林さん、選挙支援について御報告をお願いいたします。 

 

○栃林国際平和協力研究員 ただいま御紹介にあずかりました内閣府国際平和協力本

部事務局、国際平和協力研究員の栃林と申します。 

 

 

 

 本日は、国際選挙支援による平和の定着という論点について、まずその問題意識、

一般的な国際選挙支援の特徴、東ティモールにおける国際選挙支援の事例を紹介しま

す。続いて、国際選挙支援がいかにして平和の定着に貢献し得るのか、その仮説を明

らかにした後に、最後に、セッション３のテーマである紛争経験国支援への取組みと

人材育成について、国際選挙支援の側面から意見を述べてまいりたいと思います。  
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 まず、なぜ国際選挙支援による平和の定着に着目するのか、その問題意識について

お話しします。私は、東ティモールと現在の南スーダンで国連平和維持活動、PKO の一

部として現地で選挙支援に従事しておりました。従来の選挙支援は、選挙そのものの

成功が最大の目標ですので、選挙が終われば選挙支援要員は風のように去ってしまい

ます。また、PKO についても、選挙の成功が重要なマイルストーンですので、選挙の終

了とともにその規模を縮小、最終的に撤収するというのが一般的です。  

 

 

 

 ここで疑問なのは、民主的な選挙が成功裏に終わり、民主的な政府が実現すればそ

の国はその後も平和であり続けるのか、という点です。例えばポール・コリアーが「過

去の紛争の４割が紛争終結後 10 年以内に逆戻りする」と指摘していることは皆さんも

よく御存じと思います。 

 したがって、私たちが平和維持活動や平和構築活動をする際に注意を払うべきは、

紛争終結後の民主化の成否もさることながら、むしろ持続可能な平和をどう実現する

のかという点だと考えます。 

 そこで、私は自らの経験も踏まえ、国際選挙支援は民主的選挙後の、あるいは PKO
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撤収後の平和の定着にどう貢献するかという問題意識にたどり着きました。  

 

 

 

 

 では、現実に国際選挙支援が平和の定着にどう貢献し得るのか、その可能性を示唆

する国際選挙支援の３つの特徴を指摘したいと思います。 

 第１の特徴は、国際選挙支援が行う市民・有権者教育という活動です。平和構築活

動や復興支援というと、とかく政府や行政機構、国家の制度といった大枠に対する支

援が中心になると思います。国際選挙支援も選挙に関わる法制度の整備や政党に対す

るキャパシティビルディングなどを行いますが、他方で、市民教育や有権者教育と呼

ばれる、一般市民を直接相手にする活動も行います。ですから、国際選挙支援は紛争

経験国の一般市民に直接的に民主主義や平和の重要性を広め、暴力をやめ、政治的な

紛争解決を促すことができると言えます。 
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 第２の特徴は、最近の国際選挙支援が採用する「選挙サイクル支援」という新たな

アプローチです。選挙サイクル支援は選挙期間中のみならず、選挙前期間及び選挙後

期間も支援の対象とするため、長期的、継続的に紛争経験国の復興や国づくりに関わ

っていけると期待できます。また、選挙サイクル支援では、それぞれの期間にどうい

う活動をするべきかを明確にしています。 

 

 

 

 第３は、紛争経験国で行う国際選挙支援の活動範囲についてです。紛争経験国では、

インフラが破壊され、あるいは未整備であるがゆえに、川を渡ったり山間部を移動し

たりするのは大変な困難を伴います。しかし、国連が中心となる国際選挙支援の場合

には、先ほど山下さんからもお話があったとおり、軍などの協力も得られますので、

ヘリコプターなどのリソースで困難な条件を克服し、紛争経験国のほぼ全域にわたっ

て活動を展開、先ほどの市民・有権者教育なども全国のより多くの人々を対象に行い

ます。 
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 以上、３つの特徴を踏まえ、具体的な国際選挙支援の例を御紹介します。本日は、

東ティモールにおける国際選挙支援の例を取り上げます。東ティモール民主共和国は、

日本とも縁浅からぬ国ですので、どこにあるか既に御存じの方も多いのではないでし

ょうか。東ティモールはかつてはポルトガルの植民地でしたが、1974 年、カーネーシ

ョン革命によりポルトガルが海外植民地を放棄すると、翌年、東ティモールも独立を

宣言。しかし、直後にインドネシアが侵攻、1999 年まで占領しておりました。1999 年

の住民投票で独立を決定してからは、国連による暫定統治期間を経て、 2002 年によう

やく事実上の独立を果たしました。 
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1999 年以降の東ティモールの選挙の歴史を振り返ります。選挙の歴史は大きく２つ

の時期に分かれております。まず、こちら、国連によって選挙が行われていた時期で

す。東ティモールでは、独立まで国連によって選挙が実施されていました。選挙支援

というよりも国連による選挙そのものだったわけです。独立後は東ティモールに選挙

管理委員会（CNE）と選挙管理技術局（STAE）が設置され、選挙の実施主体は国連から

東ティモール政府へと移りました。東ティモール主体で行った国政レベルの最初の選

挙は 2007 年の大統領選挙、同じく決選投票、そして国民議会選挙でした。私はこの３

つの選挙に UNMIT の選挙支援要員として従事しました。ちなみに、今年予定されてい

る大統領選挙の投票日が先週金曜日、13 日に大統領府より発表されました。今年の大

統領選挙は、３月 17 日の土曜日投票と決まりました。 

 当時の市民・有権者教育は、いわゆる選挙を啓発する内容が主体でした。投票日は

選挙へ行きましょうといった宣伝や、大統領候補者や政党の周知、どのように投票を

行うのかといった内容です。 
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 例えばご覧の写真は投票用紙の使い方について周知を図るために掲示されたもので

す。実際の投票用紙のイメージを使用し、支持する政党の横の空欄をペンでチェック

するか、釘で穴を開けるようにと教えているのがおわかりでしょうか。 

 こうしたポスターを貼るだけではなく、現地住民と直接対話をする形の市民・有権

者教育も行っておりました。残念ながら、当時の写真が手元に残っていないのですが、

2007 年の選挙支援で実際に行った市民・有権者教育の様子をお話ししたいと思います。 

 毎日日が暮れてから、小型発電機、プロジェクター、スクリーン、ポータブル DVD

プレイヤーを持って村々を回り、最初にハリウッド映画を上映します。これは住民の

皆さんに集まってもらうためです。しかし、途中でこの映画を止めて、本題である選

挙や民主主義に関するビデオを上映し、更に口頭で市民・有権者教育を行うという活

動を行っていました。ちなみに、本来ならここで我々の活動は終了のはずでしたが、

いかんせん娯楽の尐ない東ティモールですので、いつも住民の方々にせがまれて映画

を最後まで上映することになり、宿舎に戻るのは毎晩深夜という日々を繰り返してお

りました。 

 

 

 このように、2007 年の選挙支援でも市民・有権者教育に力を注いだものの、選挙後

の国内の治安に関して２つの重大な事件が発生しました。第１に、 2007 年６月末の議

会選挙後、議会第１党でありながら与党になれなかったフレティリンの支持者が８月

に各地で暴動を起こしたことです。若者たちが安易に暴力へ向かったことは、市民・

有権者教育の観点から大変重要な反省点と言わざるを得ません。  

 第２に、2008 年２月の大統領及び首相暗殺未遂事件です。この件に関しては、2007

年の選挙及び国際選挙支援との間で関連性を見出すことは困難ですが、東ティモール

の平和が脅かされたことは紛れもない事実です。 
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 話を再び国際選挙支援に戻しましょう。従来の国際選挙支援であれば、2007 年に選

挙を支援した後、支援要員を東ティモールから撤収、次の選挙の直前までは選挙支援

は行わなかったことでしょう。しかし、現地では 2007 年の選挙後、現在に至るまで、

継続的な選挙支援が行われております。現在、東ティモールで実施されている国際選

挙支援の主体となっているのが、国連による「東ティモール選挙サイクル支援」とい

うプログラムです。国連開発計画（UNDP）は、2007 年の選挙終了後、アセスメントミ

ッションを現地に派遣、選挙及び選挙支援についての評価を行った結果、継続的な選

挙支援が必要との結論に至りました。これを受けて、それまでの選挙支援を見直し、

選挙サイクル支援アプローチを採用したプログラムを 2007 年末から始めました。 

 このプログラムは、その後、UNMIT の選挙諮問チームと統合し、2008 年９月以降、

現在に至るまで「国連東ティモール選挙支援チーム」（UNEST）として現地で選挙支援

に当たっています。 

 

 

 UNEST による選挙支援はご覧の４つの柱で構成されています。１つ目は、こちらの選

挙プロセス支援です。選挙を行うためにはさまざまな手続きというものがございます。
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こと途上国の場合には、有権者登録から始まり、選挙法の整備、選挙手続の見直し等、

多くの手順を踏むことになります。選挙プロセス支援はこうした一連の手順のそれぞ

れに関して支援を行います。市民・有権者教育もこの第１の柱に含まれます。 

 ２つ目の柱がこちらの選挙管理機関支援になります。これは現地の CNE と STAE に対

するキャパシティビルディングが中心となります。 

 第３の政党支援、第４の調整支援に関しましては、読んで字のごとくですので、説

明は割愛させていただきます。 

 

 

 

 UNEST による市民・有権者教育は、2009 年に行った村長選挙、また今年予定してい

る大統領選挙及び国民議会選挙を念頭にご覧のような取組みを行ってきました。この

うち、モバイルチームによる啓蒙活動は東ティモール国民に直接メッセージを伝える

上で有益だと思われます。 

 また、東ティモールの全国 13 県、65 準県において市民集会を開催したというのは、

先に申し上げた地域網羅的な活動という特徴と合致します。また、こちらの学生や生

徒を対象とした市民教育というのも平和の定着を意識した施策として注目に値します。 
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 以上、国際選挙支援の一般的な特徴及び東ティモールにおける具体的な事例を申し

上げてきましたが、これらを念頭に、国際選挙支援による平和の定着というものを考

えてみたいと思います。 

 

 こちらの図は、市民・有権者教育が平和の定着をもたらすまでの主な要因をその流

れに沿って図で示したものです。実際の国際選挙支援はもっと多岐にわたります。ま

た、この図に出ていない要因もたくさんありますが、本日は特に市民・有権者教育を

中心に主要な要因のみ明示させていただきました。 

 注目していただきたいのは左上の「市民・有権者教育」、「市民との直接対話」、

そして「政治参加の促進」という要因です。これらの一連の要員を国際選挙支援が強

力に後押しすることで、一般市民を平和の定着に資する人材として育成する可能性が

考えられます。 

 

 

 以上の図とこれまでの内容を基に、国際選挙支援による平和の定着について２つの

仮説を立ててみました。 

 まず仮説１、「国際選挙支援がその活動の一部として行う、市民・有権者教育は、
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紛争経験国の一般市民に暴力ではなくて政治参加による平和的な紛争解決を促すこと

により、選挙後の平和の定着に対し重要な結果をもたらす。」なぜ市民・有権者教育

なのかは先ほど申し上げたとおりです。 

 仮説２、「仮説１を踏まえ、国際選挙支援は市民・有権者教育を長期的かつ地域網

羅的に支援することにより、紛争経験国の平和と安定に貢献することができる。」こ

れは国際選挙支援の特徴２と３を反映させたものです。  

 これらの仮説は、今年実施される大統領選挙並びに国民議会選挙後の東ティモール

の平和と安定の状況をつぶさに観察することにより検証できるのではないかと期待し

ています。 

 

 

 

 最後にセッション３のテーマであります紛争経験国支援への取組みと人材育成とい

う論点に立ち返りまして、国際選挙支援の側面から、紛争経験国支援の人材育成とど

う向き合っていくべきなのか、お話ししたいと思います。  

 まず、国際選挙支援をする側、すなわち、専門知識や経験を持つ人材の育成という

側面から、２点申し上げます。ここでは、特に我が国を意識しつつ、あくまで個人的

見解として披露させていただきます。 

第１に、「国際選挙支援における人的援助の重要性を認識し、支援相手国における

平和の定着を志向する、長期的、戦略的ビジョンの中で、国際選挙支援経験者を体系

的に活用した人材育成を行う。」わかりやすく説明しますと、まず人的援助の重要性

を認識するというのは、資金援助主体の日本の選挙支援を、資金のみならず人も派遣

するような支援にした方がいいという意味を込めています。そして、人を派遣するに

当たり、平和の定着を長期的かつ戦略的に志向するとなると、派遣される人材は支援

相手国の政治的、社会的背景に精通していなければなりません。この点に関しては先

ほどの長谷川先生と山下さんの発表でも触れられていたこととオーバーラップすると

思います。 
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 そこで、過去に国際選挙支援の経験がある人たちの知識や技能などを体系的に結集

して、日本の貢献に寄与していくことが求められると思います。 

 第２に「国内の選管職員や専門家を国際機関などへ派遣することにより、日本人の

知識、技能を国際選挙支援の現場に役立てると同時に、日本人の国際選挙支援、専門

家の育成及び能力向上を図る。」各国の選管職員が国際選挙支援要員として PKO の現

場などで活躍する事例は既に多数ございます。現場におりますと、選挙支援の同僚の

中には、ついこの間まで PKO が展開していた国で現地の選管職員として紛争終結後の

選挙を切り盛りしていたという人を多く見かけます。また、先進国の選管からも、経

験、知識、技能を持った人材が国際選挙支援に従事しています。日本からも選管職員

や選挙の専門家を国際選挙支援に派遣することにより、彼らの能力を生かすだけでは

なく、彼らの能力のさらなる向上にも結び付くのではないかと期待しています。 

 ただし、実際には地方自治体の選管職員というのは、ほかの業務と兼務している場

合が多いと伺っております。したがって、まずは国内の各選管で選挙に長く関わる専

門家を育成する必要があろうかと思います。 

 さて、国際選挙支援による平和の定着から人材育成を考える際、支援する側のみな

らずされる側の人材育成も忘れてはなりません。すなわち、「市民・有権者教育を通

じて紛争の経験国の市民を暴力から政治的紛争解決へ誘導し、平和の定着を草の根レ

ベルから実現する重要な人材として育成する。」これは専門的人材の育成とは毛色が

異なりますが、武器を捨て、暴力をやめ、政治的、平和的に問題を解決する市民の育

成は、平和の定着実現に不可欠ではないでしょうか。 

 

 東ティモールで持続可能な平和が実現するかどうか、実現したとしてそこに国際選

挙支援がどれだけ寄与したか、これらの疑問に対する答えは東ティモールのみならず

世界各地で行われている国際選挙支援の効果を考える上で大変重要な発見になると思

います。私も引き続き研究をしてまいりますが、皆さんにも今後是非注目をしていた

だきたいと思います。 

 御清聴ありがとうございました。 
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○司会 栃林さん、どうもありがとうございました。今まで人材育成と申しましても

どちらかというと国際社会、国連であるとか、各国、NGO の立場からの人材育成の話で

ございましたが、今の栃林研究員の御報告は、その部分とプラス紛争経験国あるいは

そういう支援を受ける側の人たちの人材育成の両面をカバーしていただいたと思いま

す。東ティモールでの経験を踏まえながら、いわゆる選挙監視にとどまらない選挙支

援による平和の定着という視座を提供していただきました。ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、ジェンダーの視点について、与那嶺涼子研究員から御

発表をお願いいたします。 

 与那嶺さんは、JICA 青年海外協力隊として内戦終結後間もないネパールで紛争被害

者の支援プロジェクトの責任者を務められた御経験があり、そのときからジェンダー

に深い関心をお持ちだと承っております。国際平和協力本部事務局では、ジェンダー

と平和構築あるいは PKO 関連の研究をしておられるとともに、国内外の PKO 要員のジ

ェンダー関連の研修の講師を務めておられると伺っております。  

 昨年は、３回にわたって、佐藤さんも講師を務められたマレーシア PKO 訓練センタ

ーの研修で講師を務められました。 

 それでは、与那嶺さん、お願いいたします。 

 

○与那嶺国際平和協力研究員 皆様、私が最後となりますので、あとちょっとだけ我

慢していただいてお付き合いをよろしくお願いします。  

 

 

 

 私の方からは、がらっと変わりまして、PKO におけるジェンダーの視点を話してまい

りたいと思います。内容は、ジェンダーとは、それから PKO におけるジェンダー主流

化、そして人材育成、研修が果たす役割、日本の PKO 要員の果たせる可能性及び研修

に関する提案、これは完全な私見でございます。最後にまとめてまいりたいと思いま

す。 
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 まずジェンダーとは、非常に簡単に言いますので是非持ち帰っていただきたいと思

います。社会的、文化的な性差と覚えてください。固定せず時間で変化します。また、

権力構造が含まれるということが特徴的です。これは生物としての性差との違いでわ

かりやすく図にしましたので後でご覧いただきたいと思います。 

 

 

 

 では、どうして PKO にジェンダー、どうしてそれが大事なのかというところなので

すけれども、PKO が展開する場所というのは、ほとんどが紛争経験国であります。紛争

下において、ジェンダーのインパクト、男女の人生にどう影響を与えるかというイン

パクトは非常に違います。特に女性に対して紛争の手段として性暴力が行われている

ことがほとんどでありまして、その後、紛争が終結しても PKO が駐留した後において

も、なお性暴力、レイプ、セクシャルハラスメント、ドメスティックバイオレンス等

といった性に特化した、ジェンダーに特化した暴力と言われておりますが、これがず

っと続いている現実が大半であります。 

 そして、人口の半分以上を占める女性の身の安全、ニーズを確保せずして平和構築、

平和定着はないということが言えると思います。そういったさまざまな背景、いろん

な PKO の反省点を踏まえまして安保理決議が採択されまして、 PKO を展開する上では、
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女性、女児の紛争下におけるインパクトを理解し、支援を展開していくことが必須と

なってまいりました。この安保理決議に関しては後で御紹介します。  

 

 

 では、２番目、PKO におけるジェンダー主流化。これは安保理決議 2000 年に採択さ

れました女性、平和、安全保障という非常に歴史的な決議でありまして、国際安全保

障をジェンダーの視点から初めて述べられた決議であります。決議 1325 の内容は、要

約するとすべてのレベルにおいて女性を十全に参画させること、性暴力からの保護と

予防、ジェンダー主流化、ニーズの違いを反映させていくことです。また、紛争下に

おけるインパクトを理解して女性の十全な参画を行い、同時に PKO に関わる平和構築

人道支援すべてに関わる人全員がジェンダーの視点を持つため、派遣前に研修をきち

んと受けてくださいということが書かれてあります。新たにその後も 10 年間で４つ強

化するための決議が採択されております。 

 

 

 PKO におけるジェンダー主流化について具体的なことを簡単に申し上げますと、まず

PKO の中に女性の要員を増やすということ。それは軍事部門、警察部門も含めてです。

文民の方は結構多いのですけれども、全体として女性はまだまだ足りないです。次に、



102 

 

活動においてジェンダー分析によってニーズの掌握をし、政策レベルから実務のレベ

ルすべてにおいてジェンダーの視点を入れて行っていくことが言えます。 

 ４番目は、１番と関わってきますけれども、PKO 内の女性の参画もそうなのですが、

当該地の女性たちをただの紛争の被害者という受け身の存在ではなくて、平和構築の

主体者として人材育成の支援をしていく、こういった視点が入っています。 

 

 

 

 では、必ず好事例として紹介されるリベリアの事例を御紹介させていただきます。

リベリアの背景ですが、14 年に及ぶ内戦で 40％以上の女性、女の子がレイプをされた

と報告されています。また、PKO が駐留して以降もレイプがなかなか止まない、そうい

った状況がありました。 

 このリベリア・ミッションの特徴として、①ジェンダー主流化がミッションマンデ

ートとして焦点を当てられていた。②PKO のミッションの中のジェンダー部局に非常に

力があった。③地元の女性たちから、自分たちをしっかり参画させてくれといったよ

うな大きな運動が起こりまして、その草の根の声を取り上げた特徴があります。  

 ④DDRR、武装解除、軍の解体及び元兵士のリハビリ。リベリアの場合は「R」が２つ

あるのです。SSR、治安部門改革です。警察や軍事部門における、採用から能力開発、

人材育成まで支援を受けられる側の定義と女性枠を拡大した特徴があります。  

 ⑤は、政治的意思。アフリカで選挙で選出された初の女性大統領、エレン・ジョン

ソン・サーリーフ大統領がジェンダー主流化を非常に決意を持って、特に治安部門改

革等しっかりやっていくという意思が強くあったため、国連 PKO との連携・協力体制

が強いという特徴があります。 
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 最後⑥に、国連初の女性のみの警察部隊がインドから初めて派遣されました。また、

ナイジェリアの女性警察もたくさん来られまして、現地の治安パトロールや警察の方

の能力開発支援・指導等を行いました。これは非常にインパクトがありまして、今で

も当然６か月ごとに要員を交代して続いております。 

 ①から⑥の結果、どういうことが起きたかといいますと、DDRR、SSR への女性の参画

を非常に増やした。特に警察部門は、一番最近は 15％になっております。 

 そして、インドの武装警察が駐留しているところの治安がよくなったという報告が

出ています。現地の女性が警察を見て、安心を感じているといった報告も挙がってお

ります。このようにリベリアはジェンダー主流化を実際に行った PKO ミッションの好

事例の一つということで紹介させていただきました。 

 

 

 

 それでは、ジェンダーの視点で PKO を効果的に行う上で支える人材育成、研修の果

たす役割ということで話をさせていただきます。 

 PKO に派遣される要員というのは、すべて派遣前に研修を受けることになっておりま

して、内容は国連 PKO 局のマニュアルに基づいております。そして、その中にはジェ
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ンダー関連の研修が入っております。ジェンダー研修の目的は、性別あるいはジェン

ダーによって差別されずにきちんと保護を受けるという、文民の保護という目的のた

めに研修を行います。私が内外でトレーナーとして、マレーシアの PKO センターや日

本国内の自衛隊の教育、PKO の派遣前研修、そういったところで担当させていただいた

中で気づいたことなどを、これから述べさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 まず全体的に日本の方だけのみならず、アジア、アフリカ出身の PKO 要員及び予備

軍、警察の方、文民の方も含めてジェンダーのことを勉強したことがないという人が

ほとんどでした。ですから、まだまだジェンダーに関する研修はこれから必要なのだ

なと思いました。 

 また、研修において女性の参加者、文民の参加者が少ないなというところで、意見

交換が若干偏りがちだと思いました。 

 PKO 経験者、軍の方は結構いらっしゃるのですけれども、実際に今 PKO のミッション

の中で働いているという文民の方、警察の方でさえも、国連全体の取組みがどうなっ

ているのか、全体的に知っているというよりも断片的にしか知らない場合が多く、同

時に PKO におけるジェンダーの重要さというのがちょっと見落とされがちなのだなと

いうことを講師をしながら感じました。 
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 あと２つですが、そもそも国連の定めるジェンダーに関する研修時間は非常に短い

と感じます。すべてのマニュアルをやっても７時間 30 分ですけれども、国連の調べに

よると、30 分～２時間というのが各国で行っているトレーニングの平均時間のようで

すが、これではとても難しいなという気がします。また、概念の説明、講義だけでは

なくて、非常に具体的な演習の必要性を感じ、今後はもう少し開発されるべきだと思

いました。 

 安保理決議に基づいてジェンダー関連の研修はしますが、要員が派遣国の自主性に

委ねられているため、ほとんどやらないところもありますし、非常に意識のギャップ

があり、その意識のギャップはそのまま任務遂行能力に影響してくると感じました。  

 

 

 

 これは私見というか提案なのですが、国連側に対しては、やはりもう少しモジュー

ルを充実させるべきだと思います。2011 年 11 月に文民の保護のモジュールが新しく開

発されました。紛争における性暴力に特化した演習が加えられております。また、加

盟国なのですけれども、やはり派遣前だけの研修だと非常に難しい。ですから、ジェ
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ンダー教育をふだんいるときからやった方がいいと思います。同時に充実を図る。女

性の要員をもっと研修自体にも取り入れることによって、視点の違いを学ぶことがで

きる。先進地域の研修を学ぶということが必要かと思います。  

 

 

 

 

 時間の関係で少しここは飛ばします。 
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４つ目になりますけれども、日本の PKO 要員の果たせる可能性ということで、ジェ

ンダー視点を取り入れたことによってどういうことができるのかなという私の私見を

話させていただきます。先ほど前のセッションで長谷川先生や山下さんや石橋さんか

らもお話がありましたけれども、日本の PKO 要員というのは非常に規範が高くまじめ

で評判が高いというのは私もネパールにいたときも感じましたし、それ以外にも時々

いろんな国に行っていますので、非常に感じております。その上にジェンダーの視点

があれば、また更にモラル、人々の模範の姿として PKO マンデートの一つでもある、

人権意識の向上に貢献できるのではないかと思います。 

 民軍連携、クイックインパクト、コミュニティサポートなど、PKO が行う活動におい

てジェンダーの視点を持ったプランニング、実行というところで非常に細やかな支援

ができる可能性が高くなると思います。ジェンダー視点から波及して高齢者、子ども、

障害者、少数民族など、社会的弱者のニーズを見るきっかけになると思います。  

 例えば水汲み場を設置する場合ですけれども、その道のりは安全なのか。だれが運

んでいるのか、女性なのか、それとも男性の仕事なのか、そういったジェンダーの分

析をするというのは非常に有益だと思います。 

 ジェンダーの視点からの情報収集、分析能力で文民の保護のために今後政策提言な

どができるのではないでしょうか。これは軍事連絡要員などで派遣された人だったり、

あるいは PKO 事務局の連絡調整員でもこういったジェンダーの視点での情報の収集能

力というのは非常に有益になると思います。 

 また、当然、安保理決議だけではなくて現場のニーズに合わせて日本ももっと女性

の要員を派遣することが大事だと思います。それをすべて可能にするのも大きな原因

として、やはり人材育成の研修強化が必要だと思いますし、派遣国の政府として日本

ももっと強く取り組んでいくことが必要ではないかと思います。  
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 まとめます。ジェンダー主流化は、人材育成、能力開発を促進する、ジェンダー主

流化というのは、PKO 要員に関しては、ジェンダーの視点を持った要員の育成、そして

女性の要員の増加になりますけれども、これが PKO 活動全体の効率性、効果性を高め、

現地のキャパシティビルディングを同時に促進する。それを支える研修訓練のさらな

る充実が不可欠。先進地域から学び、取り入れることが必要。  

 

 

 

 最後に私の非常に個人的な何度も同じような話なのですが、日本人の要員は、やは

りモラルの高い有能な方が多いので、是非ジェンダーの視点を持った PKO の要員がも

っと活躍していく場というのは非常に広がっているのではないかと思いますし、やは

り先進国でありながら、西洋人ではないというのは現地の目線に立てるとかいろんな

表現がありましたけれども、実際、日本人はそういった器用なことができる人たちで

はないかなと思いまして、是非今後期待してまいりたいと思います。  

 それでは、以上で私の発表を終りたいと思います。ありがとうございました。（拍

手） 
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○司会 与那嶺さん、どうもありがとうございました。 

 ジェンダーの視点について御発表いただきました。 

 それでは、ただいまの栃林さんの選挙支援、そして与那嶺さんのジェンダーについ

ての御発表につきまして、横田先生にコメントをお願いしたいと思います。  

 先ほどもう既に自己紹介をしてくださいまして、またここにお集まりの皆様は横田

先生のお書きになられましたものを勉強してきていると思いますので、今更御紹介の

必要はないかと思いますが、国際基督教大学、東京大学などで教鞭をとられましたほ

か、国連人権委員会の特別報告者などもお務めになられておられ、国際法において私

ども研究者に１つの海図を示していただいております。私も個人的に横田先生に紛争

予防、紛争解決など多くのことを学ばせていただいております。現在は、人権教育啓

発推進センターの理事長をお務めでございます。 

 それでは、横田先生、コメントをお願いいたします。 

 

○横田理事長 ありがとうございます。お二人の御報告、興味深く聞きました。二人

とも内閣府の国際平和協力本部事務局に勤務しておられる国際平和協力研究員の方で

すが、いずれも実務を踏まえて非常に重要なテーマについて整理されたプレゼンテー

ションをされたと思います。 

 栃林さんが扱った国際選挙支援における「平和の定着」、与那嶺さんが扱った PKO

活動における「ジェンダー主流化」、いずれも大変重要な問題だと思います。それを

実務、現場を踏まえて整理して報告されたということは非常に価値のあることだった

と思います。とりわけ私のようにどちらかというと研究畑でこれまで活動をしてきた、

その中に実務も入れてきましたけれども、どちらかというと学界、大学での研究活動

を中心に行ってきた者から見ますと、こういう実務に基づく報告というのは大変刺激

になりますし、考えさせられるところがたくさんあります。 

 ところで、日本の大学、学界というのは、実務をどちらかというと意識的に軽視す

る傾向がこれまでありました。これは大学で学んでこられた皆さん、あるいは大学に

関わったことのある皆さん、共通して感じておられると思うのです。実務にちょっと

触れると、大学では彼は実務家になった、研究者ではないと見る傾向があります。学

界でもそういう感じがありまして、実際、私のように早い時期から世界銀行とか国連

などで実務をある程度経験する機会を持った者は、学界でも決して主流にはなれませ

ん。主流になれないということは別に悪いことではないと思うのですけれども、そう

いう状況がある中で、そういうところで研究をしたり大学で学んでこられた方という

のは、どうしても理論に偏った物の考え方あるいは知識というものを持ってしまう傾

向があります。これで実際に国連の現場にいきますと、とたんに実務の問題ががんと

目の前に来て、今まで教わってきたことが全然役に立たないというのが実際の最初の

経験ではないかと思うのです。 
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 そういうことを考えますと、お二人の報告というのは、実務を踏まえて論点を整理

してプレゼンテーションしたというところで非常に価値があると言えます。しかし、

だからといって、実務だけを前面に出していったらいいという問題でもありません。

実は大学や学界で行われている実務警視、理論重視の傾向は、私はちょっと批判的な

言い方をしてしまいましたが、同時にそこで行われている営為というのは決して無駄

でもないし、価値のないことでもなくて、理論的な整理、一貫性というようなことは

学問にとって大事なことなのです。是非お二人に今後心がけていただきたいと思うこ

とは、そういう理論あるいは大学などで教えられていることに自分が経験したことが

議論の発展に生かしていけるかというような点を尐し考えてこれからの研究を進めて

いっていただくといいなと思います。 

 これからのコメント、栃林さんと与那嶺さん一人ずつについて簡単にさせていただ

きますが、そのコメントはそういうことを私が念頭に置いて、今後こういった点につ

いて理論がどういうことを言ってきたかということを知って、そこにかみ合うような

実務からのコメントなり研究なりを進めていく、そういうことを心がけていっていた

だきたいと思います。 

 まず栃林さんの御報告ですけれども、おっしゃっていることは、私はもう全部全面

的に賛成です。つまり、どういうことかと言いますと、選挙支援は平和の定着に生か

していかなければいけない。選挙支援そのものは平和の定着ではなくて、平和の定着

を導く１つのきっかけなのです。それがうまく平和の定着に結び付かないと逆戻りと

いうことをおっしゃいましたけれども、そういう現象が現実に起こっているのです。

東ティモールもそうだったわけですから、そういう意味で平和の定着が必要だ。そう

すると、どうやって定着させるかということなのですけれども、長期的、永続的な選

挙支援だけでは絶対だめなのです。 

 どういうことかというと、大体選挙をきちっと行うには、人口統計がしっかりして

いないといけなくて、住民の登録がきちっと行われて、子どもが生まれたのがちゃん

と登録されるというところから始まらなければいけないのですが、紛争地域、東ティ

モールもそうでしたけれども、実は人口統計さえはっきりしていないのです。そんな

ところで選挙をやる。国連の援助、支援で暫定的にどこに人が住んでいるというので

やりますけれども、これは完ぺきな人口統計ではないし、登録制度でもないのです。

これを皆さん日本に住んでいますと、子どもが生まれたらちゃんと出生届を出すし、

家族でもし不幸にして亡くなった人がいれば死亡届を出す。これは当たり前のように

やっていますけれども、どこの途上国に行っても実は当たり前ではないのです。特に

紛争地域はそれが全然行われていなくて、誰が紛争で亡くなったのかということさえ

よくわからない。日本のように統計が進んでいるところでも実はこの前の大震災の中

で行方不明の方がまだ数千人おられるというのが人口統計の難しさなのですけれども、

途上国を想定したときにこれは至難の業です。 
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 しかし、これがしっかりとできてこないと選挙はできない。ですから、選挙をきち

っとやって永続化するためには、制度的なインフラをきちっと整備しなければいけな

いのですが、そういうところまでをフォローする仕組みを考えていかなければいけな

いのだろうと思います。 

 東ティモールについて触れられたので、２点東ティモールについて申し上げます。

まず第一に、長期的、永続的に選挙支援を平和の定着に結び付けるということが指摘

されました。その場合に市民教育、選挙民教育が重要だということは私も全く賛成で

す。東ティモールの問題について、長谷川先生がいらっしゃるのですけれども、長谷

川先生には御意見があるかもしれませんので後で伺いたいのですが、私は東ティモー

ルの公用語をポルトガル語にしたのは、実はこの観点から言うと非常に問題があった

のではないかと考えます。東ティモールで一番よく広く使われている言葉はテトゥン

語ですが、それが全部の人にわかるわけでは必ずしもないでしょうけれども、現地の

住民の話す言葉でもって選挙民教育、市民教育をやっていかないと、本当に浸透しな

いのだろうと思うのです。 

 日本は英語教育をこれだけ一生懸命やっています。中学校から高校、大学とやって

いますが、果たしてその英語で皆さん選挙の重要性を教えられたときに、本当にわか

って実行しようというところまで日本でさえいくかどうかということです。それを考

えると、多分 90％以上の東ティモールの人がポルトガル語をわからない中で、ポルト

ガル語の教科書で小学生に教えるとかということが起こっている中で、本当に選挙民

教育というのがきちっとできるか、私は疑問に思っているのです。それを指摘させて

いただきたいと思います。 

 もう一点、たまたま与那嶺さんの御報告を伺って思ったことなのですけれども、東

ティモールで PKO 活動を行い、そして選挙支援を行う中で、ジェンダーの主流化とい

うことがどのくらい実際に自覚され、実行されたのかがわかりません。私の知る限り

は余りそういうことはなかったような気がしているのですが、実はなければいけなか

ったのではないかという感じを持ちました。 

 次に与那嶺さんの御報告ですけれども、これも大変重要なテーマで、日本ではジェ

ンダーの主流化などといってもほとんどの人が何のことかよくわからないと思うので

すが、国連ではこれはごくごく当たり前の言葉になっていて、認識のギャップが国連

と日本の間で非常にある問題の１つです。 

 この PKO におけるジェンダーの主流化の問題について、まず第一に感じるのは、な

ぜ PKO でジェンダーの主流化が必要かということがまず問われなくてはいけません。

これについて与那嶺さんは簡単に答えておられます。要するに性暴力はやがて、それ

が平和の破壊につながっていくという認識があるからですね。ですから、PKO、平和を

維持し、確立し、定着させようということを考えたら、性暴力が継続するということ

は平和の定着の障害になりますから、これを乗り越えるためにジェンダーの主流化を
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するということが非常に重要な点だということになるわけです。 

 ここで理論との関連をちょっと取り入れますと、御存じのとおり、ヨハン・ガルテ

ィングという平和学の先生が、要するに戦争がない、武力衝突がなければ平和だとい

うのは間違いであって、「構造的暴力」というのがあるのだと主張しました。性暴力

というのは構造的暴力の最も典型的なもので、それがはびこっている状態を平和など

ということは言えないということです。そうすると、平和維持活動の目的の中にジェ

ンダーの主流化、女性に対してそういう暴力が行われないような状況をつくるという

ことは、当然 PKO 活動の目的に入らなければいけないわけなので、その点をきちっと

押さえるというのが重要だろうと思います。 

 PKO やピースビルディング（平和構築）の中ですべてのレベルでジェンダーの主流化

を図る必要があるという与那嶺さんの主張も全面的に賛成です。次の問題は、それを

例えば政策立案の段階、政策の実行の段階でどう反映させるかという具体論をこれか

ら示していかないといけないと思います。率直に言っていまだに PKO 政策立案者のか

なりの人たちは男性です。男性にどうやったらジェンダーの主流化を PKO の政策立案

実施の段階に反映されるかといっても、それは適当な作文はするでしょうけれども、

本当に役に立つことは男の人だけではだめなのだろうと思います。そこのところにや

はりきちっとした示唆を与えられるような人が出てくるといいと思うのです。やはり

１つ重要な点は、女性がもっと PKO の意思決定の中にきちっと入って、実施していく

場合にも重要な地位に女性が入っているということが大事です。同時にもう一つ大事

なことは、そうは言ってもやはり本当にジェンダーの主流化を実現するには、男性が

わかっていないとだめなのです。女性はわかっているのです。だから、教育というと

きには実は男性教育なのです。これはきちっとやらなくてはいけなくて、女性からの

インプットが重要であると同時に、わからない男性に対して、どうしたらジェンダー

問題の重要性を教育できるかについて、ちゃんと女性の側にも教えてもらう必要があ

ると思います。そしてそれを効果的にやっていく必要があると思います。 

 第３点、最後になりますけれども、こう言いましたが、そして、与那嶺さんの結論

にも私は全面的に賛成ですが、実は例えばイスラム教国というのを考えた場合、ジェ

ンダー主流化を広めることは、そんなに簡単ではないのです。ジェンダーの主流化な

どというのは女性差別撤廃条約の実施についてもリザベーション（留保）を付けてい

るのはイスラム教国ですから。例えば、アフガニスタンという紛争地域を考えた場合

に、あそこでどうやってジェンダーの主流化というのを現地の人に対しても、そこに

派遣される PKO の要員に対しても教育していくかということは、抽象的に考えればそ

れは大事だと言えますけれども、どうやるのですかと言われたときにはかなり難しい

問題なのです。 

 この点、どうやっていくかということを考えていく必要があるだろうと思います。

先ほどマレーシアで PKO の訓練センターがあると言いましたけれども、マレーシアは
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イスラム教国ですから、当然、そういう問題に対しては非常に理解がある地域ですか

ら、そこで例えばジェンダーの主流化についてきちっと議論をして具体的にどういう

政策立案に反映させ、政策の実行に反映させるか考える必要があります。もう一つ、

どうやって結果を評価するかということも重要です。こういうジェンダーの主流化の

政策を立てましたけれども、何を目標にしてどこまで実現できたらそこそこ 80 点ぐら

いの合格点が与えられるというような結果の評価の仕方についても、考える必要があ

るのではないかと思います。 

 ちょっと長くなりましたけれども、私のコメントは以上です。 

 

○司会 横田先生、どうもありがとうございました。冒頭にお話しくださいました理

論と実践をリンクして考えていくことというのは、お二人だけではなくてほかの国際

平和協力研究員の方あるいはこの道で働く我々共通に肝に銘じておかなければいけな

いことではないかと思います。 

 いかがでしょうか。長谷川先生、先ほど東ティモールの例を横田先生が言及をされ

て、ポルトガル語、テトゥン語での現地での教育はどうなのかという御質問がござい

ましたが、あと東ティモールの場合はジェンダーの主流化がどうなのかということに

ついて、もしコメントしていただけましたらありがたく存じます。いかがでございま

しょうか。 

 

○長谷川教授 まず横田先生が言われた第１番の理論と実践なのですけれども、是非

最近国連大学が出しました critical review of liberal peace building という本を

参考にしていただきたいです。というのは、今、ここで問題提起させていることに対

して、世界の学者がいろいろ批判ではなく検証しているということがあります。特に

横田先生が言われたように、私も選挙と定着の関係、やはり何を紛争後の国に対して

支援すべきか、というので、今までは御存じのようにジョン・ロールズの『Theory of 

justice』に基づいたインスティチューションビルディングを行っていて、その中で選

挙というのが非常に大きな目玉なのです。しかし、栃林さんが言われたように、コリ

アー教授は必ずしもそうではないよと言っておられるのです。 そうであるかないか、

例えばアフリカのジンバブエ、アイボリコースト、シエラレオネ、ケニアのケースと

東ティモールと比べて違いがどうであったのかという問題意識が必要です。私の考え

方ですと、そこではシステムも大事ですけれども、より重要なのは指導者がその選挙

の結果を遵守するという気持ちがないと一生懸命選挙をやっても駄目になってしまう

というケースがあると思うのです。 

 言語のことに移りますけれども、ポルトガル語を押し付けるのは適切でないという

説もありますが、実は国連も英語でなんでもしようとして、どちらかというと英語を

乗り越えられないのです。英語でいろいろ教えようとするというので、通訳を使って
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することはしますけれども、やはり言語の問題が一番大事であるということは言えま

す。ですから、現地の人をどんどん使ってする。それは UNDP の方はやっております。

国連をミッションと UNDP に分けますとやっている。そこで東ティモールで案外成功し

た理由は２つあると思うのです。 

 １つは先ほどの指導者とは別にして、言われていた STAE と。要するに選挙監視委員

会が非常に伸びてきてよくなるのではないかと思ったのですけれども、それなりにま

だ成長していない。それよりも選挙を実施する日本で言いますと自治省、今は総務省

のところでみんな選挙を行うのです。私がいたときにはそれがかえっていけないので

はないかと、要するに政治的に使うと。総務省を通じて政府の首相がコントロールす

るのではないかと、カンボジアの例をとって大分危惧したのですけれども、それが余

り思ったほどなくて、非常にそれがよくやっているのです。それが１つの原因だと、  

 もう一つは、東ティモールはメディアが悪くないのです。案外自由にいろいろ報道

して、悪いところは間違っているところはどんどん報道に流すということがあると思

います。 

 ジェンダーの点なのですけれども、先ほど横田さんが言われていたのは、読んでい

て PKO の隊員が、PKO が一旦いなくなっても続いていますと言うので、その因果関係が

問題で、東ティモールでもその点が出たのです。ですから、ちょっと教えていただき

たいのは、PKO の方々が来られてそういうことが起こったということもあります。それ

に対しては、国連の方はゼロトレランスでやっていくということなのですけれども、

そこで感じたのは、実はカルチャーといいますか、ラテン系の軍隊と北の方とは違う

のです。ですから、ポルトガル兵とかそういう方々の問題意識というのが非常に違う。

それも例えば御存じだったら是非説明していただきたいと思います。  

 

○司会 ありがとうございました。 

 ジェンダーの主流化については民の立場からイスラム教国も含めて活動しておられ

る長さん、国連の立場から山下さんに後で結構でございますので、一言御発言いただ

ければありがたいと思います。 

 その前に、皆様から御質問あるいはコメントをいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。御質問でもコメントでも結構です。どうぞ。  

 

○質問者（鳥海氏） 発表ありがとうございます。貴重なお話、ありがとうございま

した。法政大学大学院の鳥海と申します。 

 ジェンダーに関する質問を与那嶺さんにしたいのですが、去年の夏にジェンダーの

ことについてルワンダの担当省庁の方にお話を聞きに行く機会がありまして、ルワン

ダと言えば非常に男女の平等化が進んだ、アフリカの中でも非常に優秀な国の１つだ

と思うのです。実際に向こうに行ってみて新聞などを読んでみると、その中にパブリ
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ックセクターの中での女性の差別というのはなかなかまだ非常に根強く残っていて、

特にどちらかと言うと暴力的な部分よりも経済的な格差が強いというのがあったので

す。議会の中での平等が実際にパブリックセクターまで反映されていないという問題

もあり、またそういったジェンダーの悩みを相談するような政府の相談室のようなと

ころもあるのですが、実際に働いている女性からすると、そういうところに電話をし

て相談をするということに対して若干抵抗があるということが、そういったものが機

能していない１つの原因だと書いてありました。 

 また、そのインタビューの中で、やはりキガリを中心としたところだとまだジェン

ダーに関する意識というものが高まっているかもしれませんが、より周辺部に行くと

そういった意識はまだまだ男性優位という意識が強いということもありました。この

ようなことから、ジェンダーの主流化を今度は主流化ではなくいかに定着化するかと

いった部分、特に PKO 活動だけではなく、PKO の後もジェンダーというものは暴力を起

こす可能性もあると思いますので、その主流化をいかに定着させていくかといった部

分に何か御意見があればお聞かせいただきたいと思います。  

 

○司会 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。  

 

○質問者（小川氏） 非常に興味深いお話をありがとうございます。小川と申します。

アフガニスタンに３年半ほど、UNAMA と国連 HABITAT で行っておりまして帰ってきたと

ころです。 

 コメントと質問なのですが、まずコメント、最初の栃林さん、選挙のお話で非常に

面白くうかがわせていただきました。アフガニスタンでも選挙をやっておりますけれ

ども、今、読んでいる本の中で、タイミングというかどの時点で選挙をするかという

ことが非常に重要であると。結局、選挙が定着に役立ってほしいというのはあるし、

定着させる効果があると思うのですけれども、逆に、先ほどセンサスのお話もありま

したけれども、民族間対立があったりとか、そういう場合に火種にも十分なるという

ことで、それも考慮入れられると非常に大変な御研究だなとは思うのですが、楽しみ

にしております。 

 質問なのですけれども、これは与那嶺さんにお願いしたいのですが、疑問というか

思っていましたのが、例えば UNAMA の場合ですと政治ミッションということで PKO が

ない。そうすると、ミッションのジェンダーユニットの役割がややぼけてきていて、

実際に UN Women もあり、かなり今人数も増やしている。本当に役割がややあいまいな

のです。私たちの中でそうなるとジェンダーユニットをもうちょっとミッション内の

ジェンダーメインストリームなのかなという話もしていたところで、横田先生がその

お話の中で政策提言にもっと取り組んでいくということで、そういうことかなという

のは今思っているのですが、もしもほかの政治ミッションについて、ジェンダーユニ
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ットの役割ですとか御存じでしたら伺いたいと思います。以上です。  

 

○司会 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。  

 

○質問者（目賀田氏） 防衛省の目賀田です。栃林さんに質問があります。 

 先ほど長谷川先生が持続可能的なというか、永続的な平和定着のためには主導者は

選挙結果を遵守することが重要であると。また、横田先生はインフラが重要である、

あるいは言語的なことも重要であると言われたのですけれども、そういう持続的な平

和の定着のためには、政権が変わるあるいは成立した後、国民がいかにその政権を感

情的にならず理性的に評価できるのかという政策評価のプロセスというようなことを

知識として市民、有権者教育の中に教えられているのかどうかというのを教えてもら

いたい。以上です。 

 

○司会 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

 

○質問者（水野氏） 朝日新聞の水野です。先ほど横田先生がガルトゥングのことを

引きながら、なぜ PKO の中にジェンダーの視点を取り入れなければいけなかったのか

ということを理論面から御説明いただきましたけれども、私も実際面で見ていてなぜ

このジェンダーが必要になったかということを１つ申し上げたいのです。ジェンダー

ということを意識しなかったばかりに、カンボジア PKO のときには、あるヨーロッパ

から来た部隊が売春婦を自分たちのキャンプに連れ込んで現地でものすごく非難がさ

れて、とうとう撤退しました。つまり、そのころは売春とかレイプというのを PKO の

部隊が時々今もやっていますけれども、そういうことを PKO に行ったブルーベレーの

部隊がやったら、その瞬間にその PKO のミッションそのものが終わってしまうわけで

す。そのぐらいやはりジェンダーというものは意識しなければいけないし、PKO が外国

軍の男たちが銃を持って何百人も入っていくわけですから、そのときに現地の人たち

がどういう目でその人たちを見ているかということを意識していくことがこのジェン

ダーの主流化ということの意味だと私は思います。 

 もう一つ、その逆で、女性のインドの PKO、私がニューヨークにいたときに初めて行

っていたのですが、これは先ほど御指摘があったみたいに大変インパクトがあって、

単にそれは女性の保護を現地でやったというだけではなくて、紛争地に生きている女

の子たち、ティーンエイジャーとか小さい女の子たちのある種のロールモデルという

のでしょうか、自分たちも大きくなったらこういうふうにユニフォームを着てこうい

うポジティブな役割を果たせるのだという意味での大変大きな日本で言えば澤穂希選

手が日本の女の子たちにもてはやされるような、そういうポジティブな意味もすごく

あったということを一言付け加えておきたいと思います。  
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○司会 大変ありがとうございました。与那嶺さんにも大変参考になるコメントだっ

たと思います。ほかにございますか。どうぞ、お願いいたします。  

 

○井出一尉 同じく関連していて、与那嶺研究員への質問も兼ねてのコメントなので

すけれども、私自身、ハイチへの派遣前に与那嶺研究員からジェンダーに関する教育

を受けて、逆にその教育を受けたお陰で現地の活動において治安情報等を収集する上

でそういったジェンダーの観点でも見られたので非常に事前の研修というのは効果が

あったと思います。その点については非常に感謝しております。  

 ハイチにおいては、もともとハイチ人男性については、性暴力に関しては犯罪であ

るという意識がそもそも歴史的にも文化的にもありませんでした。それをジェンダー

部門や MINUSTAH の働きかけによって性暴力、特にレイプが犯罪であると、それに対し

ての初めて罰する法律が現地ではできた。そういった成果が実際にあると思うのです

けれども、ただ、いまだに毎日治安情報を収集している中で性暴力事件がなかった日

はなかったです。特に国内避難民キャンプ等では目が行き届かない点があり、そうい

った事件が報告されます。 

 当然、ジェンダー部門の職員がその者を保護したり訴訟の手続を手伝ったり、警察

への通報、そういった助言をして保護はしておりますが、事件自体は毎日起こってい

ました。こういった観点から、やはり背景的な文化であったり歴史であったり、そう

いったものを引きずった上でのジェンダーの問題というのは、現実社会においては公

的な教育等に働きかける必要性というのはあると思うのですけれども、ジェンダーの

観点でどのような取組みの方向性みたいなものを現地社会への働きかけという観点で

持っているのか、その点について御意見を伺いたいと思います。以上です。  

 

○司会 ありがとうございました。他によろしゅうございますでしょうか。 

 もしなければ長さん、お願いいたします。 

 

○長理事長 御指示があったアフガン以外の点から。特に与那嶺さんの方なのですが、

今、東日本大震災でも改めて災害とジェンダーという視点が非常に大きく取り上げら

れていて、実際、私自身も本当に今まで途上国の問題に携わってきて、このジェンダ

ーの問題は比較的無知だったものが多いのですが、日本はそんなことはあるまいと思

ったのに、これはバングラディッシュの話だろうかと思うような話が東北で非常に多

いです。 

 そういう中で、自衛隊員の方々に、これから PKO の現場に行くためのジェンダー教

育とあったのですが、これは今後の日本でも災害がもっと継続して、自衛隊がますま

す災害救援で活躍される場面も多くなるときに、国内支援の面からも自衛隊の今後の



118 

 

教育にジェンダー教育を取り入れていくということが非常に大きな意味があるのでは

ないかと思っています。内閣府の男女共同参画のお話を聞いていると、日本中の自治

体が全部それに倣っているような理解でいたのですが、ジェンダーに関する理解が、

全くない省庁が非常に多いということを改めて今回の災害で意識した次第です。 

 アフガニスタンについてなのですが、難民を助ける会はアフガニスタンで地雷対策

と障害者支援をしておりまして、ジェンダーそのものでは活動しておりませんので、

全般的なお話はできないのですけれども、私たちが関わっている分野だけに限って言

いますと、もともと地雷回避教育、女性はターゲットにしておりませんでした。文化

的に難しいということと、やはり一人で出歩く、地雷の犠牲になる方は圧倒的に男性

が多いということで、男性と子ども支援を中心にしていたのですが、やはりそれだけ

では不十分ということで、去年、今年と女性向けの地雷回避教育に取り組み出してい

るのですが課題も多いです。 

 まず、女性をターゲットにするということで、事前に地元へ説明に参るわけですが、

こういうことをしていいでしょうかと自治体の長老のような方たちの許可を得るとか、

女性のための回避教育であれば、女性のチームを派遣するわけなのですが、そうする

と、女性で車を運転できる人はいないので、改めて全く別のチームをもう一つ作る必

要がでてくる。場所も、女性用に新しい部屋を用意するとか、理論的な部分プラスα、

財政的に倍以上の負担になっているというようなこともあります。  

 答えになっているかどうか。 

 

○司会 ありがとうございました。山下さん、ジェンダー主流化について何かござい

ますか。 

 

○山下所長 余り役に立つようなコメントができないかと思いますが、３点だけ簡単

に思ったことを申し上げます。１つは今、話にあったジェンダーの主流化というのは、

開発途上国向けだけなのかと言ったら、そうではないのです。 UN Women が設立された

のは、そもそもジェンダーが完全に 100％男女平等というところは世の中にはどこにも

ないという認識からして、やはり世の中の男女平等あるいは女性の地位向上という観

点を主流化させる必要がある。これは加盟国全部に適するということです。 

 人権という観点から来るものです。そもそも人権とはどういう意味かという人間の

尊重というところに来ると思います。 

 ２点目が、政治ミッションにも人材ユニットと先ほどありましたけれども、私の承

知している上ではかなり力を今入れていまして、PKO では今まで規模が大きかったのと、

体制的に必ずジェンダーオフィサーを送る。それだけではなくて、ユニットを作り、

組織的に取り組むということが大分力は入っていたのですが、政治ミッションは PKO

と比べると 10 分の１とか 20 分の１の規模で非常に小さいのです。そうすると、そう



119 

 

いう余裕がなかったというか、予算がつかなかったというのが現状だったのですが、

これはもう今では許されないです。何をするにもミッションでなくてもプロジェクト

を考える上でも、人権とジェンダーをきちっと反映させたアプローチでないとこれは

もうお金はつかないですし、プログラムとしては認められない。  

 アラブの世界でのジェンダーというのはどういうことか。やはりこれは私も専門で

はないので余り言えないのですが、１つはその社会あるいは宗教、伝統を意識あるい

はちゃんと理解した本人同士その社会の人が主流で啓蒙活動するしかないと思うので

す。外からどんなに勉強してきても、それはやはり限界があって、できるものとでき

ないものがはっきりしてくると思います。 

 10 年以上前にアラブの人間開発指標というのが出たと思うのですけれども、そのと

き、非常に評価されました。これは UNDP が作ったものなのですが、アラブ社会の有識

者を集めて、今までアラブの社会でなぜ開発が停滞したのかという観点を、彼らは自

分の文化あるいは地域観点から見て提言したのがやはり重みがあったと思うので、ジ

ェンダーを主流化させるという動きも地域の人たちを主流に考えなければいけない。

最近の動きがエジプトですとか中東での動きなのですが、女性、若者が非常に中心的

に動いたわけです。それを国際社会はいかに支援し強めていくかというところが注目

になるかと思います。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に御発表いただいたお二人にお答えとコメントをしていただきたい

と思いますが、まず最初に栃林さん、目賀田さんからの具体的な御質問と、東ティモ

ールにおける選挙支援について、たくさんのコメントをいただきましたので、１～２

分でコメントをしていただけますか。 

 

○栃林研究員 まず目賀田さんの質問に対するお答えなのですけれども、私、不勉強

なためにきちんと確認したわけではないですが、2008 年以降現在まで行われている市

民・有権者教育の中では、ほぼ間違いなく政権をきちんと受け入れなさいとか、そう

いった市民教育もなされていると思います。 

 また、東ティモールで特記すべきことは、特に選挙支援の中でこれも行われている

のですけれども、NGO だとか市民社会組織（Civil Society Organization）を育成しよ

うということが行われています。実際に私が今日作成してまいりましたスライドの 24

ページの矢印の図の中にも、「市民団体の形成」というところを盛り込んでおります

が、それがまさにそういう活動に当たります。 

 東ティモールの選挙支援の言葉の問題がありましたけれども、2007 年の選挙支援の

際には有権者教育であったり、その他、多分投票用紙に関してはポルトガル語だった

かもしれませんが、市民・有権者教育で使われたポスターなどはまずポルトガル語、
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ティトン語、英語の３言語を一応用意しておりました。ただ、実際に効率から考えて

３つ用意するのであれば何か１つの言語、特に地元の人たちがよく使う言語で統一し

た方がいいのではないかと思います。 

 もう一点、先ほど横田先生と小川さんから指摘のありました人口統計についてです

が、１点、私、南スーダンで大変興味深い経験をしたのでお話したいと思います。私

は 2008 年４月に南スーダンへ赴任したのですが、そのときにまず最初に南スーダンで

起きたのは何だったかというと、南北両方なのですけれども、国勢調査が行われまし

た。そのとき、南スーダンは今 10 州ありますけれども、10 州の各州に必ず選挙支援要

員、私はチームリーダーなのですけれども、必ず１人置かれていたにもかかわらず、

基本的に国勢調査に関しては支援しなかったわけです。 

 これはなぜかといいますと、まず１つはそもそも選挙支援というのはリクエストベ

ースで行われるものなのですが、そのリクエストがなかったと。なぜなかったかとい

うと、まだ北のハルツーム政府にも南の南部スーダン自治政府にも選挙管理委員会と

いうものが存在していなかったからなのです。なので、我々は基本的に正式な支援要

請があるまでは本当に肩身の狭い思いをしながら、身を隠しながら活動するという状

況でした。実際のその他の紛争経験国の場合を考えてみますと、そもそもそういった

人口統計、ゼロベースから必要というときには、そういう選挙支援要請というのはま

だ来ていない状況が多いと思うのです。そういった中で、では国際選挙支援というも

のがそういった人口統計のとりまとめにどういう形でコミットすることができるのか

というのは、多分国際法などでいろいろ制約があると思うのですけれども、そういっ

た問題を今後克服していかなければならないような気がします。  

 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、与那嶺さん、最後になりましたけれども、具体的な御質問が３つ上がっ

ておりますし、またいろんなコメントを頂戴しておりますので、本当はスウェーデン

軍の事例も御紹介いただきたかったのですが、ポイントだけ２～３分でお話しいただ

けますか。 

 

○与那嶺研究員 予想外にたくさんの質問をいただいてびっくりしておりますけれど

も、まず長谷川先生の東ティモールのことです。東ティモールも統合ミッションでし

て、ジェンダー主流化は結構力を入れておりまして、最近ですけれども、やはりドメ

スティックバイオレンスが非常に多くあるということで、PKO の方と現地のカントリー

チーム、ユニセフとか UNFPA が協力をして、警察に対するトレーニングマニュアルを

つくってジェンダーの視点でドメスティックバイオレンスが犯罪ですよ、やってはい

けませんよといったトレーニングをしていることと、アドボカシーをして国会議員た

ちを説得して、ドメスティックバイオレンスの禁止法を 2010 年５月だったかと思うの
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ですけれども、通りましたので法律ができました。そして、去年は男女ジェンダー平

等基本法というのができたそうです。 

 ということで、東ティモールの方でも結構ジェンダー主流化はユニットもあります

しオフィスもありますのでしっかりやっているようです。  

 鳥海さんの言われたルワンダのことなのですが、私は残念ながらアフリカは経験が

なくて知識もないのですが、紛争というのは１つの社会を変革する契機といいますか、

その後どう構築していくかという意味でルワンダは紛争後の平和構築期に女性の国会

議員を増やしたというのは非常に良い成功例として紹介されています。そういった社

会が変わっていくときにジェンダー視点が採り入れられ、尐しずつ浸透していくとい

うことになっていくと思います。経済的な格差は日本も実は同じような問題を抱えて

いまして、これは時間がかかるのかなと。そして、国際社会が政府レベルと、NGO とか

こういった人道支援レベル、PKO もそうなのですけれども、それから個人レベル、学生

の交流間とか、そういった連携をあきらめずに粘り強く支援していくというのが必要

なのかなと思います。 

 小川さんのアフガニスタンの政治ミッションの中でのジェンダーユニット、PKO のジ

ェンダーオフィサーとの競合みたいなところなのですが、私も政治ミッションは余り

わからなくて、山下さんが答えていただいたという形で不勉強なものですからまた後

ほど尐しお話をさせていただけたらと思います。 

 井出さんのハイチのことなのですけれども、私もハイチの情勢を毎日見ていて、ど

うしてこんなにレイプがなくならないのだろう、こんなに長く PKO がいてジェンダー

ユニットも頑張っているのになぜだろうといつも思っていまして、やはり現地社会へ

の働きかけというのは当然これから出てくると思います。これは完全に私の個人的な

考えですけれども、今、ハイチの大統領はハイチの軍隊を作りたいと言っていました

が、その前に警察を強化すべきだと思うのです。そこで治安部門改革という観点から、

女性を警察にリクルートする支援と、ジェンダーのトレーニングを支援するといった

ような形で国際社会は関わっていける可能性はあると思います。 

 もう一つは、やはり地元の女性の団体を支援する。それは大使館の草の根無償支援

協力とか、もしくは難民を助ける会のような NGO が支援する、個人でボランティアで

働いて活動していくなど、そういったさまざまなやり方があると思いますけれども、

まずはそういうところからの可能性というのは考えられるのかなと思います。  

 最後、水野さんからの追加のコメント、非常に助かりました。私も実は時間がなか

ったのでそれはあえて触れなかったのですけれども、やはりジェンダー主流化につい

て、なぜこんなに強く言っているのかというと、PKO 要員が現地の女性に対する犯罪を

起こしてしまった事例がたくさんありまして、今でも犯罪が存在します。それは「ゼ

ロ・トラレンス」ということで PKO 要員による性的搾取、虐待、売春は絶対一切だめ、

そういった決まりがありますので、研修の中ではそういったことも教えております。
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ただ、日本の要員は皆さん規律が正しくてちゃんとしている方が多いので余り重要性

が受け止められていませんが、しかし現実に PKOの課題の一つとして重要な問題です。

今後は日本の要員の皆様にもいろいろ知っていただく機会があればいいなと思ってお

ります。 

 ということで、ありがとうございます。 

 

○司会 与那嶺さんは実はもっと言いたいことがたくさんおありになると思いますけ

れども、予定時間を超過しておりますので、これで第３セッションを終らせていただ

きたいと思います。横田先生、栃林さん、与那嶺さん、どうもありがとうございまし

た。（拍手） 

 

 皆様、大変活発な御議論をいただきまして、またいろいろな形で御協力をいたただ

きまして、どうもありがとうございました。２０年を経た PKO 法でございますが、冒

頭、羽田事務局長、そして明石さんから御指摘のございましたように、平和活動に求

められる内容、そして人材もますます多面的になっていきますでしょうし、複雑にな

っていくだろうと思います。そういう変容する国際平和協力活動に対して日本が、ま

た日本人がそれぞれの立場でどのように取り組んだら良いかということを皆様から御

発表いただき、また御議論いただきました。それぞれの立場で本日の議論の内容を生

かしていきたいものと思います。 

 皆様、本日は議事進行に御協力をいただきましてありがとうございました。これを

もちまして第３回国際平和協力シンポジウムを終了させていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。（拍手） 
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